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090010

出張美容
サービス
における
男性の散
髪行為の
容認

理容師法第１
条の２、第６
条

理容の業は、理容師でなければ行っ
てはならない。

C I

理容師法は、理容の定義について「頭髪の刈
込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」
とし、これを業として行うことができる者を理容
師に限定しており、理容師免許は、厚生労働大
臣が指定する養成施設において、理容を業とし
て行うに際して必要な法令の内容、理容におい
て使用する器具の取扱方法及び理容の専門技
術等を習得し、養成施設を卒業後に国家試験
である理容師試験に合格した者に与えられてい
る。
散髪については、一般に、「理容」行為に該当
し、理容師の行う理容業の本来的業務であると
ころ、上述のとおり、理容に関する専門的知識・
技術を有しているとして免許を与えられている
理容師のみがこれを業として行うことが可能な
ものとなっている。
したがって、散髪を理容師以外の者に行わせる
ことは、現行の理容師法に基づく理容師制度の
存在意義を否定するものと等しく、仮に御提案
にあるように場所及び対象者を限定するとして
も、これを認めることは困難である。

　寝たきりの場合は、自ら美
容所・理容所に足を運び、
サービスを選択することがで
きないことから、サービスの
対象者及びサービス提供の
場所を限定した上で衛生面
に十分配慮して行う訪問美
容の場合に限って美容師に
よる男性の散髪行為が容認
できないか、再度検討のうえ
回答されたい。
　また、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

高齢化社会となった今、地域福祉の充実が求められ、地域住民主体の地域福祉計画
を各市町村で策定中です。
地域で孤立するお年寄り、障害者等を地域で支え会う地域福祉活動の必要性が高まっ
ているなか、我々美容師も、自分で散髪等に行くことができない福祉施設入居者、入院
者、寝たきり老人宅等に訪問美容サービスを行っております。
訪問美容を利用された方からは、「単調な日々の生活から気分転換ができた」と大変好
評を博しております。
しかし、現行の制度では、美容師が障害者の男性や寝たきり老人の男性、入院患者の
男性に対し散髪行為のみを行うことはできず、訪問美容を行ううえで大きな障害となっ
ております。
健常者であれば自分から美容室や理容室に行くことで、それぞれのサービスを選択す
ることができますが、障害者や寝たきり老人の場合はそうすることができません。数少
ない散髪のチャンスである訪問美容の際、「我々は美容師なので男性の散髪はできな
い」と断っても、その方は結局理容室に行くこともできず、利用者にとっても我々美容師
にとっても非常に残念な結果をもたらしています。
特例として、高齢者・障害者・寝たきり老人等に対する訪問美容サービスの場合に限
り、男性・女性の区別をつけないで散髪が行えることを要望します。再度ご検討お願い
申し上げます。
なお、訪問美容サービスを実施するにあたり、下記の内容を美容師に教育して、利用者
の衛生状態に配慮します。
①お客様が寝たきり老人、障害者等なので、平素無害菌による感染症に対する知識の
習得。
②寝たきりの状態でもカットができる技術の習得。
③軽度の介護技術（ベッドから車椅子への移動等）の習得。

C I

前回回答でも述べたとおり、散髪については、理容師の行う本来的
業務であり、理容に関する専門的知識・技術を有しているとして理容
師免許が与えられている理容師のみがこれを業として行うことが可
能なものであって、散髪を理容師以外の者に行わせることは、理容
師制度の存在意義を否定するものと等しく、サービスの対象者及び
サービス提供の場所を限定するとしても、これを認めるのは困難で
ある。

1006 1006010

現行の美容師法では、パーマ行為
を伴わない男性の散髪は認められ
ていないが、特区内にある福祉施
設や病院での訪問美容サービス
においては、パーマを伴わない男
性への散髪を認める

寝たきり老人、福祉施設、病院等への訪問美容サービス
を行います。福祉施設入所者、病院入院患者には、男性
も女性もいますが、現行の美容師法では、パーマ行為を
を伴わない男性の散髪は認められていません。特例の
導入により、福祉施設または病院等において、衛生に十
分配慮しながら男女の差別なく散髪を行うことを可能とし
ます
なお、理容師資格が必要である顔そり行為については、
求められる技術が散髪とは異なることから、お年寄りや
患者さんが希望する場合は、これまでどおり理容師が対
応することとします。

（有）オク
ヤマエン
タープライ
ズ奥山一
成

地域に愛される美容室
を目指すソーシャル・
アーティスト特区構想

090020

フェイスペ
イントサー
ビスにお
ける美容
師法適用
除外

美容師法第２
条、第６条、
第７条、第８
条、第１２条、
第１３条

美容の業は美容師でなければ行って
はならず、美容師は美容所以外の場
所において美容の業を行ってはなら
ない。

C Ｉ

　　美容業は、人の身体の安全及び衛生に直接かかわる営業であ
るため、養成施設において衛生管理、美容保健その他必要な保健
衛生上の知識について修得した後、国家試験である美容師試験に
合格し、免許を受けた美容師のみが業として行うことができるもの
である。また、美容師が美容の業を行うための場所である美容所
についても美容師法等により衛生上必要な措置等を講じることとし
ているところである。
　一方、顔料を顔面に塗布するフェイスペインティング行為は、美容
師法第２条にいう「化粧等の方法により、容姿を美しくすること」に
該当し、「美容」に該当するものであるところ、
①　フェイスペインティング行為をする場合には、利用者の皮ふの
状態が、フェイスペインティング行為を実施するのに適当かどうか
判断する必要があるが、専門知識を有しない美容師以外の者では
この判断が適切に行えないおそれがあること、
②　美容所については美容師法等の定めるところにより衛生上必
要な措置が講じられることが確保されているのに対し、美容師以外
の者が美容所以外の場所でフェイスペインティング行為を業として
行う場合には、例えば、皮ふを媒介する感染症の発生・まん延を予
防するための適正な衛生措置が講じられないおそれがあること、
③　美容師は、養成施設において衛生管理、美容保健その他必要
な保健衛生上の知識について総合的に修得しており、そのような
専門知識を有する美容師が美容師法等の定めるところの衛生上必
要な措置を講ずることにより、美容行為の適正な衛生水準が確保
されることとなるが、そのような専門知識を有しない者が単に衛生
上の措置を講じるだけでは、その適正な衛生水準を確保できると
は言い難いこと、
から、美容師以外の者が美容所以外の場所で業としてフェイスペイ
ンティング行為を行うことについては、公衆衛生上の危害の発生が
懸念されるため、本件要望の実施は困難である。

美容師は利用者の皮ふの
状態についてどのような専
門知識を有しているのか、ま
た、美容所には、皮ふを媒
介する感染症の発生・まん
延を予防するための適正な
衛生措置を講ずるべくどの
ような設備が備えられている
のか具体的に示されたい。
　また、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

①「皮ふの状態の判断」についてのご指摘について、業務委託会社である（有）エンジョ
イ ユア フェイス　のアメリカ・ユニバーサルスタジオでの６年以上のビジネスの中で、
100万人以上のお客様にペイントを施しているが、その間何の問題も起こっておらず、
保険請求されたこともないという報告がなされており、日本においても問題がないと考え
ます。（別添資料参照）
②「美容所以外での場所」についてのご指摘について、当パークにおいてのフェイスペ
イントで使用する用具はスポンジ、筆のみであり、理美容と比較して非常に用具数が少
なく、これらを清潔に保つことにより衛生上の措置は講ずることができると考えます。
③「美容に関わる専門知識」についてのご指摘について、代替措置として衛生管理に万
全を期すために、美容師免許保持者を配置し、フェイスペインティングを行うアーチスト
へ衛生面での助言・指導を行わせることを検討しますので、この代替措置を持って特区
において今回の提案が実現できないか、再度ご検討願います。

C Ｉ

 (1)　美容師は、２年間の養成課程の中で、皮膚とその付属器官の構造、
生理機能、保健衛生、疾患等に関する学科教育及び化粧等の技術実習
を通じて、美容業を行うに際して必要な利用者の肌質、皮膚の状態等に
ついての総合的な知識・技術を習得している。
 (2)　美容師法及び美容師法施行規則では、美容業における適正な衛生
措置を確保するために、美容業を行うに際して講ずべき衛生上の措置及
び美容所について講ずべき衛生上の措置等を規定しており、具体的に
は、美容所に消毒設備及び流水装置による洗場等を設けること等が規定
されているほか、都道府県が条例により美容所について講ずべき衛生上
必要な措置を規定することとされており、これらにより都道府県等におい
て衛生措置に関する必要な指導がされている。 
(3)　国民生活センターの報告によると、化粧品による皮膚障害の危害情
報は、平成15年度において512件に上っていることからも、海外において
過去に事故が発生していないことをもって、我が国においても今後皮膚障
害等が生じないと断じることはできないと考える。 
(4)　美容師は、公衆衛生上の危害発生を防止するために、美容技術に関
する基本動作、薬品や器具の使用方法、技術上の注意事項等の施術に
関する事項を養成施設において習得し、美容師国家試験に合格している
ものであり、美容師以外の者が施術を行うことを認めることは困難であ
る。

1073 1073010

特区内にあるテーマパークで行う
フェイスペイントサービス（顔に顔
料でペイントを施し、お客様に楽し
んでいただく＜有償のサービス＞）
については、美容師法の適用除外
とし、美容師以外の者が美容所以
外の場所で行えるようにする。

現在腕へのペイントサービスを実施していますが、以前
よりお客様の希望の高い顔へのペイントサービスを施す
ことで、お客様がパークでより高いエンターテインメント性
を感じられ、満足度を示されることに繋がります。併せて
ペイントサービス事業の売上向上が図れます。

株式会社
ユー･エス･
ジェイ

テーマパーク特区構想
(フェイスペイント）

090030

水道工事
の監督資
格要件の
緩和

水道法第１２
条
水道法施行
令第４条

水道事業者は、水道の布設工事を
自ら施行し、又は他人に施行させ
る場合においては、その職員を指
名し、又は第三者に委嘱して、そ
の工事の施行に関する技術上の監
督業務を行わせなければならず、
その業務を行う者は、一定の資格
を有する者でなければならない。

Ｃ Ⅱ

①都道府県に事業認可事務が委譲されている小規模事業者に
おける資格要件緩和
　水道の布設工事の施行に関する技術上の業務監督者の要件
（以下「監督資格者要件」という。）のうち、簡易水道事業
については、同事業が、一般に市町村規模に満たない、地区
単位での水道事業であり、一定の実務経験年数を有する人材
の確保が難しい場合が多いこと、また、給水人口が少なく、
施設も小規模なものが多いことから、特例的にその監督資格
者要件における実務経験年数を緩和しているものである。こ
のため、このような簡易水道事業に係る緩和措置を、簡易水
道以外の水道事業までに拡げることは、水道の適切な布設工
事を確保する観点から適当ではない。
　なお、貴提案理由に、建設工事従事経験者の減少を挙げら
れているが、水道に関する技術上の実務に従事した経験に
は、管路等の水道施設の維持管理に係る経験も含まれるもの
である。

②他資格取得者に対しての資格要件緩和
　管工事施工管理技士に関して、監督資格者要件における実
務経験年数を緩和することについては、同技士は、冷暖房、
空気調和、給排水・給湯設備等の管工事の施工管理を行うも
のであり、一方、水道の布設工事監督者は取水、貯水、導
水、浄水、送水、配水の各施設を含む水道の布設工事監督を
行うものであり、必要とされる知識・経験がそれぞれ異なる
ため、管工事施工管理技士資格取得をもって、監督資格者要
件における実務経験とみなすことは適当ではない。
　日本水道協会の水道施設管理技士（１～３級）に関して
は、民間団体の自主的な資格制度であり、また、水道施設の
運転・維持管理における技術力を判定するものであることか
ら、当該資格の取得をもって、水道布設工事の監督資格者要
件における実務経験とみなすことは適当ではない。

水道の敷設工事を施行する
場合、資格者がその工事の
施行に関する技術上の監督
業務を行わせなければなら
ないとしている趣旨、目的に
ついて示されたい。
また、都道府県に事業認可
事務が移譲されている小規
模事業者については、地域
の特性に応じて、水道技術
者による布設工事の監督資
格要件のうち、小規模事業
者で他の国家資格等合格者
には、一定の口径以下の管
工事に限定するなどの要件
を付して、年数要件を緩和
することができないか、再度
検討のうえ回答されたい。

Ｃ Ⅱ

（前段部分）
　水道法上の「水道の布設工事」とは、「水道施設の新設又は政令
で定めるその増設若しくは改造の工事」（水道法第３条第１０項）で
あり、水道法施行令第３条において、水道施設の増設又は改造の
工事として、①一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水
方法の変更に係る工事、②沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又
は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事が定められて
いる。これら「水道の布設工事」については、水道の給水の安全を確
保する上で特に重要な工事であり、一定の資格を有する者に監督を
させることにより、その工事の適正な執行を図り、安全な水道水供
給を確保しようとするものである。

（後段部分）
　このように、「水道の布設工事」の内容については、基本的には浄
水場等の大規模な施設の工事が該当し、単純な管路更新等は含め
ておらず、貴再検討要請にあるような一定口径以下の管工事まで一
律に、一定の資格を有する技術者による監督を求めているものでは
ない。

1055 1055010

　水道技術者による布設工事の監
督資格要件のうち、小規模事業者
で他の国家資格等合格者には年
数要件を緩和する。

　代替措置①では、都道府県に事業認可事務が移譲さ
れている小規模事業者は、布設工事の施設も小規模で
あり、簡易水道事業と大差がないことから、年数要件を
緩和する。
　代替措置②では、小規模事業者においては記載されて
いる資格取得者に対しては監督者の資格要件を緩和す
ることにより、職員の意欲向上を図る。

　上記２点に該当する者については、水道法施行令第４
号の「７年」を「３年６箇月」に、同第５号の「１０年」を「５
年」に短縮する。

新潟県新
井市

水道監督資格要件の
緩和

090040

水道事業
の民間へ
の全面委
託

水道法第２４条

水道事業者は、政令で定めるところに
より、水道の管理に関する技術上の
業務の全部又は一部を他の水道事業
者若しくは水道用水供給事業者又は
当該業務を適正かつ確実に実施する
ことができる者として政令で定める要
件に該当するものに委託することがで
きる。

C Ⅰ

　現在、水道法第２４条の３の委託対象外とさ
れている業務は、認可申請の他、供給規程の
整備等、事業者であれば当然自ら行わなけれ
ばならないもののみであり、水道事業の経営に
係る水道法の認可を受けた者（水道事業者）
が、貴提案のような水道事業の全面的な委託
を行った場合、そのような事業者として最低限
行わなければならないものまで他者に委託する
こととなり、そもそも事業者としての責務をまっ
たく満たさないこととなる。したがって、このよう
な形態の業務委託を認めることは適当ではな
い。
　なお、民間による水道事業の経営は、給水区
域をその区域に含む市町村の同意、及び、厚
生労働大臣又は都道府県知事の認可を受けれ
ば、可能である。（水道法第６条）

貴省回答にある「事業者で
あれば当然自ら行わなけれ
ばならないもの」以外につい
ては委託可能と解してよい
か。

Ｃ Ⅰ
　水道法第２４条の３に定める業務委託の対象として、「水道の管理
に関する技術上の業務」を定めており、これが、「事業者であれば当
然自ら行わなければならないもの以外のもの」に該当する。

1090 1090010
水道事業における委託可能範囲
の拡充

　水道事業は水道法第２４条の３にて、水道の管理に関
する技術上の業務に委託可能な業務が限定されてい
る。
　事業計画、運営のソフト面全般から、施設管理のハード
面まで、全面的に民間委託することにより、民間の活力、
経営効率を取り入れ、行政のさらなるコスト削減が可能と
思われる。
　また、民間に対して新たな活動分野を提供することによ
り、地域経済の活性化に資することが期待される。

神奈川県
小田原市

水道事業民間委託化
特区構想
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090050

伊予柑
ジュース
における
製造基
準・規格
の特例

食品衛生法
第11条、第13
条
食品衛生法
施行令第1条
「食品、添加
物等の規格
基準」（昭和
34年12月28
日厚生省告
示第370号）　
清涼飲料水
の製造基準

　食品衛生法に基づく清涼飲料水の
製造基準により、酸性度の高い
（pH4.0未満）清涼飲料水は、その中
心部の温度を65℃で10分間加熱する
方法又はこれと同等以上の効力を有
する方法で殺菌を行う必要がある。
　なお、食品衛生法に基づく総合衛生
管理製造過程の厚生労働大臣承認
制度により、本制度の承認に係る総
合衛生管理製造過程を経た食品の製
造又は加工については、上記の製造
基準に適合した方法による食品の製
造又は加工とみなすこととされてお
り、製造基準で定める方法以外の方
法による清涼飲料水の製造が可能と
なる。
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　食品衛生法に基づく規格基準は、多岐にわた
る清涼飲料水の安全性を確保するために設け
られた最低限度の基準であり、これを個別に緩
和することは適当でないと考える。
  なお、同法に規定する総合衛生管理製造過
程の厚生労働大臣承認制度により、本制度の
承認を受けた食品の製造又は加工について
は、製造基準に適合した方法による食品の製
造又は加工とみなすこととされており、製造基
準で定める方法以外の方法による清涼飲料水
の製造が可能となる。承認の可否については、
提案者が示す衛生管理の方法により、製造基
準に定める方法と同等以上の水準で食品の安
全性が確保されるかどうか専門家による科学
的な検討を経た上で、判断することとなる。

提案主体の考えている製造
工程において想定される衛
生上の問題点について具体
的に示されたい。
また、総合衛生管理製造過
程の厚生労働大臣承認制
度による承認の可否につい
ては、「提案者が示す衛生
管理の方法により、製造基
準に定める方法と同等以上
の水準で食品の安全性が確
保されるかどうか専門家に
よる科学的な検討を経た上
で、判断する」とあるが、ど
のようなプロセスで検討が
行われるのか明確にされた
い。
併せて、その検討を開始す
るにあたり、提案者が用意
すべきデータや資料等があ
れば示されたい。
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１．　現行の製造基準（65℃、10分の加熱）は、オレンジジュース等、酸性度の高い飲料において残存する
可能性のある微生物（カビ・酵母等）を死滅させるための条件を考慮して設定されている。米国、カナダ等
において、無殺菌のフルーツジュースによる食中毒が問題となっていることに鑑みても、65℃、10分の加熱
殺菌又はこれと同等以上の効力を有する方法での殺菌、あるいは総合衛生管理製造過程を経た製造が
必要であると考える。
　　　提案主体の考えている製造過程のうち製品の低温保存については、一般論としては微生物の増殖の
抑制に効果のある方法であるが、当該製品におけるその有効性は、総合衛生管理製造過程の承認申請を
行う事業者自身が、計画している製造過程において混入しうる微生物の種類や増殖速度等に関する検証
データを踏まえて検討し、製造の各段階において食品衛生上の危害の発生を防止するためのその他の対
策（危害の発生防止措置のモニタリング方法、施設、設備の衛生管理の方法等）と合わせ、食品衛生上問
題のない製品を常に提供できる製造過程として示す必要がある。作成された製造過程の問題点について
は総合衛生管理製造過程の承認審査の過程で明確になる。
２．　食品衛生法第１３条第１項の規定に基づき申請された内容については、厚生労働省の担当官が書類
審査及び現地調査を行い、それらの結果が食品衛生法施行規則第１３条に規定する総合衛生管理製造過
程に関する基準に適合しているかどうか確認し、不十分又は不明確な部分があれば申請者に改善指導を
行う。
　　　また、本件提案のような食品衛生法に規定する製造基準に適合しない方法による製造過程の承認審
査に当たっては、学識経験者等の専門家で構成される「総合衛生管理製造過程に関する評価検討会」を
開催し、検討会委員による現地調査等を行い、必要な追加資料、衛生管理方法の改善等に関し、技術的
及び専門的観点からの意見を得た上で、厚生労働省が申請者に対して必要な改善指導を行う。
　　　申請者からこれらの指導を踏まえた追加資料の提出及び衛生管理方法の改善等の報告を受け、厚
生労働省においてその内容が適切かどうか検討し（注　製造基準に適合しない方法による製造過程の場
合は上記検討会でも検討する）、問題がなければ、承認することとなる。
３．　なお、総合衛生管理製造過程の承認申請にあたっては食品衛生法施行規則第１４条に規定する申請
書及び同規則第１３条に規定する基準に適合する旨の資料を用意することが必要である。
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・伊予柑果汁は現在、食品衛生法
で決められている殺菌方法では、
品質低下が著しい。そこで食品衛
生法－清涼飲料水－の項で決め
られている「加熱殺菌」の殺菌条
件に特例を設定して頂きたい。
・加熱殺菌→代替措置により無加
熱殺菌

我社においては、伊予柑等・農産物の品質とともに生産
工程管理ができている事が評価されています。特別栽培
（減農薬・減化学肥料）で作られた伊予柑を原料にして加
工処理、流通段階においても工程管理システムを作るこ
とができます。確実に工程管理された状態で、伊予柑
ジュースを製造し、松山市内のホテル・旅館などに朝食
用として届け、又空港・サービスエリヤなどでも提供した
いと考えております。これは、住民及び来訪者・観光客等
に地域の産物を再発見して頂くとともに、消費拡大及び
観光に資するものと考えています。

のうみん
株式会社

伊予柑生ジュース特区
構想

090060

平成ふぐ
維新(萩
沖産シロ
サバフグ
肝の可食
化）

食品衛生法
第６条第２号
食品衛生法
施行規則第１
条第１号
「フグの衛生
確保に つい
て」(昭和58年
12月2日付け
環乳第59号)

食品衛生法第６条第２号及び食品衛
生法施行規則第１条第１号の規定に
基づき、「フグの衛生確保について」
(昭和58年12月2日付け環乳第59号)
により、有毒部位の除去という処理に
より人の健康を損なうおそれがないと
認められるフグの種類（トラフグ等２２
種類）及び有毒物質の程度により人
の健康を損なうおそれがないと認めら
れる部位（筋肉等）等を規定。
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　一般的に、フグはテトロドトキシンという致死性の高い
有毒物質を持っているため、食用可能な部位等を示し
食品としての安全性を担保しているところであり、現在、
フグ肝を食用とすることは認めていない。
　シロサバフグの毒性に関しては、現在まで詳細な調査
研究がなされていないと認識している。しかしながら、シ
ロサバフグは毒化する能力を備えているとする報告が

ある
＊注
ことや一般的にフグ毒は肝臓に多く蓄積するこ

とから、シロサバフグの肝を食用とするためには、当該
部位の毒性に関する調査研究が必要と考える。
　調査研究を行うにあたっては、採取海域、季節変動、
年変動等を踏まえ、環境の変化による毒化の有無を十
分に確認することが必要であり、これらのデータ及びそ
れに対する提案者の見解が提出された段階で、食品安
全委員会に諮問することとする。
　なお、本提案の実施段階においては、シロサバフグの
確実な鑑別を行う自主管理体制及び自治体による監視
体制を構築することが必要となる。

＊注：参考文献
① Saito, T., Noguchi, T., Harada, T., Murata, O., Abe, T., 
Hashimoto, K., Resistibility of Toxic and Nontoxic 
Pufferfish against Tetrodotoxin. Bull. Japan. Soc. Sci. 
Fish ., 51(8), 1371 (1985).
② Hwang, D.-F., Kao, C.-Y., Yang, H.-C., Jeng, S.-S., 
Noguchi, T., Hashimoto, K., Toxicity of Puffer in Taiwan. 
Nippon Suisan Gakkaishi ., 58(8), 1541-1547 (1992).

　「採取海域、季節変動、年
変動等を踏まえ、環境の変
化による毒化の有無を十分
に確認することが必要」とあ
るが、具体的にどのような
データ等が必要になるのか
示されたい。
　また、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

貴省が本案に対して、反証論文として引用された参考文献では、シロサバフグのＴ
ＴＸに対する抵抗力が、極めて弱い結果が実証されており、論旨はシロサバフグ
が、毒力の強いトラフグ等に比べ、毒化する可能性を否定している。平成７年か
ら、ナシフグについて海域限定で可食を認めた事例においては、約１，０００検体
分の実験データを提出していると聞いているが、シロサバフグの肝についても「採
取海域等の環境変化による毒化の有無を確認できるデータ」として条件を満たすに
は同程度の検体で実証すれば足りると考えてよいか。また、無毒であることを実証
するために必要な条件等があれば具体的にご教示いただきたい。
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　前回回答の参考文献①でシロサバフグとテトロドトキシンに対する抵抗性がほぼ同様であると
されているクロサバフグについて、参考文献②では毒性が認められており、シロサバフグが毒化
する可能性を否定できるとは直ちには考えがたいため、シロサバフグの肝を食用とするために
は、当該部位の毒性に関する更なる調査研究が必要と考える。
　　また、更なる調査研究として提案主体が例示している「ナシフグについて海域限定で可食を
認めた事例」については、ナシフグは、従前食用として認められていた筋肉に係る食中毒の報
告等を踏まえて食用禁止としたものであり、その後の調査研究によるデータ等によって、（データ
が蓄積された湾の）筋肉については毒性がないことや流通・保管・調理加工の各過程で皮から
筋肉に毒が移行することなど、一定の科学的結論が得られたことから、採取海域の限定や関係
自治体によるナシフグの処理等の管理規定の策定等を踏まえて食用禁止の解除を行ったもの
である。
　したがって、シロサバフグの肝については、従前より食用として認めていないものであり、か
つ、その毒性に関しては現在まで詳細な調査研究がなされていないことから、その可食化の可
否の検討を開始するにあたっては、ナシフグの食用禁止の解除の際に当初必要とされていた、
①　データ収集期間は、少なくとも２年間
②　サンプリング地点は、採取海域毎に２地点以上（海域環境にもよる。）
③　１ヶ月毎に、各サンプリング地点から３０個体ずつのサンプリング（雄雌各１５検体ずつ、極
力重量体長の大きい個体。）
④　ナシフグの皮の毒性検査
等の少なくとも２年間×２地点×１２ヶ月×３０個体＝１，４４０検体分のデータが必要と考えられ
る。さらに、シロサバフグが毒化しないということを当該フグの代謝機構又は毒化機構から説明
が可能となるデータについても、提示されることが望ましい。
　なお、本提案の実施段階においては、シロサバフグの確実な鑑別を行う自主管理体制及び自
治体による監視体制を構築することが必要となる。
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萩市は、明治維新発祥の地で観
光の街である。しかし、観光客が
年々減少しており、平成１５年は、
宿泊客が最盛時の５３％まで落ち
込んでいる。一方、萩の漁業の歴
史は古く、年間１６０種以上の魚介
類を水揚げし、アマダイやケンサ
キイカ、マアジ、さらに日本最大級
のふぐはえ縄基地を有し、高品質
な天然ふぐの産地である。萩沖で
漁獲されるふぐは、主にシロサバ
フグ、マフグ、トラフグであるが、そ
のうちシロサバフグは魚体全体が
無毒で、過去、国内での中毒事例
は発生していない。現在、食品衛
生法等により、禁止されているシロ
サバフグの肝を可食化することに
より、萩の高品質な魚介類を全国
に紹介し、地域経済の活性化を促
進する。

ふぐは昔から高級料理というイメージが強く、天然トラフ
グが高値取り引きされることから、乱獲が進み、昭和50
年代半ばから資源が激減した。現在、各機関が放流事
業などで資源の回復を図っているが、即効性が低く、生
産者や取り扱い業者が、厳しい経営を強いられている。
一方、シロサバフグは、トラフグ神話の陰で過小評価（㎏
単価トラフグの30分の１以下：下関南風泊市場発表）さ
れ、主に加工処理されることから、鮮度劣化した輸入冷
凍物などと、近海物の区別があまりされていないのが現
状である。加えて魚体全てが無毒の種であるにも関わら
ず、極めて美味なる肝が全て廃棄されている。平成15年
4月から平成16年3月、山口はぎ水産物地方卸売市場に
上場した近海天然物シロサバフグのうち、本案で対象と
する肝の重量は8,787㎏。これを市場卸売り価格㎏単価4
千円(仮定）で販売できれば、合計約3,500万円(※別添
１）となる。仲買い、小売り、さらに飲食店や旅館、また2
次加工、3次加工の特産品を販売することにより、街への
集客フックとして機能すれば、シャワー効果で水産業以
外への波及効果も見込める。道の駅萩しーまーとは、萩
の海産物の販売と魚食普及を目的に、平成13年４月に
開業した道の駅で漁協直営店など18店舗からなる協同
組合（別添パンフレット）。館内鮮魚店４店舗およびレスト
ラン２店舗をモデル店としてシロサバフグ肝の販売ノウハ
ウを１年間蓄積し、萩市内の鮮魚販売店や加工業者、飲
食業や宿泊施設へマニュアル化し拡大していく（別添
２）。最も留意する点は、有毒種のふぐ肝の混入である
が、販売(加工）店に対して、取り扱い認定制度を設け、
科学的根拠に基づく種の同定をレクチャーし、クロス
チェックをすることによって、安全性を確保する。また、漁
場、漁法、漁獲・販売時期を限定することにより、乱獲と、
他種のふぐの混入を防ぐ（※別添３） 現在萩市および

ふるさと萩
食品協同
組合”道の
駅萩しー
まーと　”

平成ふぐ維新

090070

医薬部外
品につい
ての承認
申請の特
例措置

・薬事法第２
条第２項
・薬事法第１２
条第１項
・薬事法第１３
条第１項
・薬事法第１４
条
・薬事法施行
規則第１８条
の３
・「医薬部外
品等の製造
又は輸入の
承認申請に際
し添付すべき
資料につい
て」（昭和５５
年５月３０日
薬発第７００
号）

医薬部外品を業として製造する場合
は、薬事法第１２条の規定に基づく許
可及び薬事法第１４条の規定に基づく
品目の承認が必要になる。
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　病院内の製剤室において自家消費（その病院の患者
に施用する等）用の医薬品を製造する、いわゆる「院内
製剤」については薬事法上の規制を受けないことと同様
に、自家消費用の医薬部外品相当の品目を製造する
場合においても薬事法上の規制対象とならないため、
承認・許可は不要である。
　なお、外部への販売を行う等、上記「院内製剤」に該
当しない場合、薬事法上の規制対象となり、承認・許可
が必要となるが、申請に当たっては、①一般的に食品
添加物であっても使用濃度、適用部位等が異なる場合
には、安全性に関する資料は必要となる。「医薬部外品
等の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料
について」（昭和５５年５月３０日薬発第７００号）におい
て、資料の添付を省略できる場合を規定しているが、
「資料の添付を省略した場合には、当該申請に係る事
項が関係文献等からみて医学薬学上公知と認められる
こと等当該資料の添付を省略できる事由を具体的に説
明した資料を添付するものとする。」としている。②安定
性に関する資料については、薬事法に係る承認におい
ては流通することを想定しているため、必要となる（「院
内製剤」の場合には承認の必要がないのは上述のとお
りである。）。③物理的化学的性質等に関する資料につ
いては、薬事法施行規則第１８条の３第１項に規定する
「物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関
する資料」においては、当該製剤の品質を担保する規
格及び試験方法に関する資料が不可欠であることか
ら、資料の省略はできない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

本提案にかかる消毒液を本病院内において医薬品又は医薬部外品の相当品
として入院患者に施用することは、「薬事法による承認・許可」以外の他
の規制を受けることなく実施することができると解してよいか。通院患者
への施用・販売についても同様か。また、本病院の提携先病院において施
用することは可能か。

D-1 -

　病院内において自家消費用に製造された医薬品又は医薬部外品
については、病院内で入院患者または通院患者に対して使用する
場合には、薬事法の規制を受けない。また、通院患者を診察した上
で、一連の医療行為として処方する場合にも同様に、薬事法の規制
を受けない。
　しかし、通院患者等に対して、処方に基づかずに販売・授与を行う
場合には、薬事法の規制を受けるため、薬事法による製造承認と許
可が必要である。
　また、提携先病院での使用は、提携先病院への授与にあたること
から薬事法による製造承認と許可が必要である。

1154 1154010

　民間医療機関自らが開発した医
薬部外品についての承認申請に
当たっては、一定の場合に薬事法
施行規則第18条の３第1項に規定
されている承認のための添付資料
について、省略を可能とすること。 
同項においては、承認申請の際
に、安全性や安定性等5項目につ
いて、資料の添付が求められてい
るが、このうち、①安全性に関する
資料添付については、当該医薬部
外品が食品衛生法上の指定を受
けた食品添加物のみによって混合
されており、かつ、同法による使用
基準値以下の利用であり、人体へ
の悪影響を生じせしめることは想
定されないため、これを不要とする
こと。 ②安定性に関する資料添付
については、当該医薬部外品を開
発した医療機関内での使用に限
定される場合には、 流通による使
用条件の激変は考えらないため、
これを前提とした安定性試験につ
いての資料添付を不要とするこ
と。③物理的化学的性質等に関す
る資料添付についても、①と同様
に食品添加物のみによって混合さ
れているため、これを不要とするこ
と。　以上の特例措置を講じた上
で、特区計画の内閣総理大臣によ
る認定手続きと 薬事法に基づく

当医療機関自らが開発した消毒液を、医薬部外品とし
て、入院患者の口臭防止剤やわき臭防止剤、薬用石鹸
等として使用することにより入院患者の精神的な安定と
清潔感の保持を実践する。このことにより治療効果を高
め、入院患者の早期の社会復帰等を促進する。

財団法人
成研会付
属汐ノ宮
温泉病
院、医療
法人ハタク
リニック

民間医療機関主導によ
る医薬部外品の開発・
製造プロジェクト

090080

医薬部外
品につい
ての承認
申請にか
かる標準
的事務処
理期間の
特例措置

・「標準的事
務処理期間
の設定等につ
いて」（昭和６
０年１０月１日
薬発第９６０
号）

　「標準的事務処理期間の設定等に
ついて」（昭和６０年１０月１日薬発第
９６０号）第一１（１）において、医薬部
外品の承認等の標準的事務処理期
間を六月と定めている。

C -

　病院内の製剤室において自家消費（その病院
の患者に施用する等）用の医薬品を製造する、
いわゆる「院内製剤」については薬事法上の規
制を受けないことと同様に、自家消費用の医薬
部外品相当の品目を製造する場合においても
薬事法上の規制対象とならないため、承認・許
可は不要である。
　なお、外部への販売を行う等、上記「院内製
剤」に該当しない場合、薬事法上の規制対象と
なり、承認・許可が必要となるが、申請に当たっ
ては、「標準的事務処理期間の設定等につい
て」（昭和６０年１０月１日薬発第９６０号）におい
ては、医薬部外品の標準的事務処理期間は添
付資料の省略の有無にかかわらず６ヶ月として
いるところである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

本提案にかかる消毒液を本病院内において医薬品又は医薬部外品の相当品
として入院患者に施用することは、「薬事法による承認・許可」以外の他
の規制を受けることなく実施することができると解してよいか。通院患者
への施用・販売についても同様か。また、本病院の提携先病院において施
用することは可能か。

C -

　病院内において自家消費用に製造された医薬品又は医薬部外品
については、病院内で入院患者または通院患者に対して使用する
場合には、薬事法の規制を受けない。また、通院患者を診察した上
で、一連の医療行為として処方する場合にも同様に、薬事法の規制
を受けない。
　しかし、通院患者等に対して、処方に基づかずに販売・授与を行う
場合には、薬事法の規制を受けるため、薬事法による製造承認と許
可が必要である。
　また、提携先病院での使用は、提携先病院への授与にあたること
から薬事法による製造承認と許可が必要である。

1154 1154020

民間医療機関自らが開発した医
薬部外品についての承認申請に
ついて、上記の特例措置が認めら
れた場合には、承認申請について
の標準的事務処理機関を3ヶ月
（薬事法による化粧品の承認並
み、かつ、特区計画の認定期間と
同一。現行は6ヶ月）へと短縮する
こと。

当医療機関自らが開発した消毒液を、医薬部外品とし
て、入院患者の口臭防止剤やわき臭防止剤、薬用石鹸
等として使用することにより入院患者の精神的な安定と
清潔感の保持を実践する。このことにより治療効果を高
め、入院患者の早期の社会復帰等を促進する。

財団法人
成研会付
属汐ノ宮
温泉病
院、医療
法人ハタク
リニック

民間医療機関主導によ
る医薬部外品の開発・
製造プロジェクト
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090090

医薬部外
品につい
ての製造
許可にか
かる特例
措置

・薬事法第１２
条及び第１３
条
・薬事法施行
令第１５条の
４

薬事法第１２条において、医薬部外品
の製造業の許可を受けた者でなけれ
ば、業として、医薬部外品の製造をし
てはならないと規定している。

D-1 -

　病院内の製剤室において自家消費（その病院
の患者に施用する等）用の医薬品を製造する、
いわゆる「院内製剤」については薬事法上の規
制を受けないことと同様に、自家消費用の医薬
部外品相当の品目を製造する場合においても
薬事法上の規制対象とならないため、承認・許
可は不要である。
　したがって、その場合には製造許可も要しな
い。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

本提案にかかる消毒液を本病院内において医薬品又は医薬部外品の相当品
として入院患者に施用することは、「薬事法による承認・許可」以外の他
の規制を受けることなく実施することができると解してよいか。通院患者
への施用・販売についても同様か。また、本病院の提携先病院において施
用することは可能か。

D-1 -

　病院内において自家消費用に製造された医薬品又は医薬部外品
については、病院内で入院患者または通院患者に対して使用する
場合には、薬事法の規制を受けない。また、通院患者を診察した上
で、一連の医療行為として処方する場合にも同様に、薬事法の規制
を受けない。
　しかし、通院患者等に対して、処方に基づかずに販売・授与を行う
場合には、薬事法の規制を受けるため、薬事法による製造承認と許
可が必要である。
　また、提携先病院での使用は、提携先病院への授与にあたること
から薬事法による製造承認と許可が必要である。

1154 1154030

民間医療機関自らが開発した医
薬部外品についての承認申請に
ついて、上記の特例措置が認めら
れた場合であって、当該特例措置
にかかる構造改革特別区域計画
の認定申請が都道府県により行
われるときは、当該計画上に必要
な事項を明記することにより、事後
的な当該医薬部外品にかかる製
造許可を不要とすること。

当医療機関自らが開発した消毒液を、医薬部外品とし
て、入院患者の口臭防止剤やわき臭防止剤、薬用石鹸
等として使用することにより入院患者の精神的な安定と
清潔感の保持を実践する。このことにより治療効果を高
め、入院患者の早期の社会復帰等を促進する。

財団法人
成研会付
属汐ノ宮
温泉病
院、医療
法人ハタク
リニック

民間医療機関主導によ
る医薬部外品の開発・
製造プロジェクト

090100

院内製造さ
れたＰＥＴ用
ＦＤＧ製剤の
院外供給規
制緩和

薬事法第１２
条第１項、第
２４条第１項、
第５５条第２
項

ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤を院内で製造し、他
の医療機関へ授与を行う場合、授与
されるものは医薬品としての取扱いが
必要となり、薬事法上の医薬品の製
造承認と医薬品製造業の許可が必要
である。また、他の施設への授与を行
う者は、医薬品販売業の許可が必要
となる。

Ｄ－１ ー

　ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤は、ガンマ線を放出する放
射性医薬品であることから、その製造には品目
ごとの承認が必要である。
　品目ごとの承認を得た後も、その製造におい
ては、製造管理・品質管理体制が整備された施
設でなされる必要があることから、その構造設
備の状況等の審査を受けた上で製造業の許可
を得ることとされている。販売についても、品質
管理が必要であるとともに、安全性に関する情
報の収集・提供、不良品の回収等が義務づけ
られるものとなることから、許可を得た者が販売
することとされている。
　当該製剤については、現在製薬企業より製造
承認の申請がなされており、承認されれば、製
造業の許可を得た上での製造が可能となり、さ
らに販売業の許可を得れば当該製品の販売も
可能となる。
なお、薬事法の下で治験としての届出を行い、
臨床的な研究を他施設で行う場合は、院内で
製造された当該製剤を他の施設に提供すること
が認められている。

提案主体は、ＦＤＧ製剤の承
認前であっても先行して院
外への供給を求めていると
思料されるので、提案を特
区で実現できないか、再度
検討のうえ回答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

そもそも、薬事法の法体系は、ＦＤＧ製剤のような短寿命の医薬品を想定していないも
のと思料。
短寿命医薬品を近隣医療機関に数量を限定して提供するのであれば、輸送中の品質
管理及び不良品の回収等に備えた体制づくりも軽い負担で済むはずであり、これを画
一的な許可基準で審査するのは実態に即していない。
また、ＰＥＴ施設の製造管理・品質管理体制については、日本核医学会及び日本アイソ
トープ協会が策定した基準に基づき、ＧＭＰに準拠した品質管理がなされているところ
であり、当該基準の下で製造されたＦＤＧ製剤は、既に国内で多数の投与実績があるう
え深刻な副作用の報告もない。
このような状況に鑑みれば、近隣医療機関の患者に限定することを条件に、現行のＰＥ
Ｔ施設の製造管理・品質管理体制の下に製造されたＦＤＧ製剤を、院外供給しても問題
ないと判断できるのではないか。
本提案は、ＦＤＧ製剤の院外供給を無条件に容認せよというものではない。
以上の意見を踏まえた上で、提供先を近距離の範囲に限定し、さらに提供先医療機
関、提供するＦＤＧ製剤の量も限定し、「ＦＤＧ製剤のみに適用される限定許可」のような
制度を設けられないか、ぜひご検討願いたい。（必要であれば、提供先医療機関ごとの
許可でもよい）
患者や検診受診者の視点に立ったご英断をお願いしたい。

Ｄ－１ -

　承認前の医薬品の合法的な提供としては、治験の枠組みが既に
あり、本件については、使用者の安全性の確保を図りつつ、将来的
にも医療として継続的に提供することが求められる性格のものであ
ることから、治験の枠組みの中で、科学的、倫理的な規則に準拠
し、試験研究目的の使用を行うべきと考える。なお、平成１５年７月３
０日に施行された改正薬事法により、医療機関が主体となって行う
治験の実施も可能である。

1157 1157010

ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤は、薬事法の規
制により、院内製造されたものを
自家消費する場合に限って使用が
認められている。これをＦＤＧ製剤
に限定して、他の医療機関に提供
することを特例的に認める。

愛媛県立中央病院に整備されたサイクロトロンを使用し
てＦＤＧ製剤を合成し、松山市及び東温市内の医療機関
に提供する。
提供された医療機関はサイクロトロンを自前で用意する
必要がなく、ＰＥＴ装置導入の初期投資を低く抑えられる
ため、ＰＥＴ検査の損益分岐点を低減でき、がんの早期
検出に極めて有効なＰＥＴ検査のより一層の普及が期待
できる。

愛媛県 愛媛ＰＥＴ推進特区

090100

院内製造さ
れたＰＥＴ用
ＦＤＧ製剤の
院外供給規
制緩和

薬事法第１２
条第１項、第
２４条第１項、
第５５条第２
項

ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤を院内で製造し、他
の医療機関へ授与を行う場合、授与
されるものは医薬品としての取扱いが
必要となり、薬事法上の医薬品の製
造承認と医薬品製造業の許可が必要
である。また、他の施設への授与を行
う者は、医薬品販売業の許可が必要
となる。

Ｄ－１ ー

　ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤は、ガンマ線を放出する放
射性医薬品であることから、その製造には品目
ごとの承認が必要である。
　品目ごとの承認を得た後も、その製造におい
ては、製造管理・品質管理体制が整備された施
設でなされる必要があることから、その構造設
備の状況等の審査を受けた上で製造業の許可
を得ることとされている。販売についても、品質
管理が必要であるとともに、安全性に関する情
報の収集・提供、不良品の回収等が義務づけ
られるものとなることから、許可を得た者が販売
することとされている。
　当該製剤については、現在製薬企業より製造
承認の申請がなされており、承認されれば、製
造業の許可を得た上での製造が可能となり、さ
らに販売業の許可を得れば当該製品の販売も
可能となる。
なお、薬事法の下で治験としての届出を行い、
臨床的な研究を他施設で行う場合は、院内で
製造された当該製剤を他の施設に提供すること
が認められている。

提案主体は、ＦＤＧ製剤の承
認前であっても先行して院
外への供給を求めていると
思料されるので、提案を特
区で実現できないか、再度
検討のうえ回答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

PET用FDG製剤については、現在福岡県久留米市でデリバリー事業を検討されている
が、半減期及び安定供給の問題から、遠隔地での使用が難しく、更に本県のほとんど
の地域はFDG製剤のデリバリー区域外となる恐れがある。また、当病院本体(長崎県諌
早市）で院内製造されたFDG製剤は、販売を目的とせず、同一法人のサテライト施設内
で、薬事法の制約を受けずに使用されることを要望するものです。この事が、実現すれ
ば、本県の本土地域は、大半デリバリー区域に入ることから、がんの早期発見率の向
上に資するものであり、さらに医療費の縮減にも寄与できるものと考えます。よって、こ
の主旨に沿って、再度ご検討戴きたい。

Ｄ－１ -

　承認前の医薬品の合法的な提供としては、治験の枠組みが既に
あり、本件については、使用者の安全性の確保を図りつつ、将来的
にも医療として継続的に提供することが求められる性格のものであ
ることから、治験の枠組みの中で、科学的、倫理的な規則に準拠
し、試験研究目的の使用を行うべきと考える。なお、平成１５年７月３
０日に施行された改正薬事法により、医療機関が主体となって行う
治験の実施も可能である。
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サイクロトロン核医学利用専門委員会
が成熟技術とした放射性薬剤の(2001
年改定）では設置した医療機関が院内
製造によって、同一敷地内での使用が
可能である。　　　　　　　サテライ
ト(同一敷地外）においても同一医療
法人(事業所）による製剤供給の規制
緩和を要望する。　　放射線障害防止
法(文部科学省)上は対処可能。

「がん」の早期発見､早期治療を行うことにより､「がん」の死
亡率低下及び医療費の削減に取組む為､PET診断装置を設置する
計画で2005年4月のオープンを目指しております。
当医療法人ではPET受診率を促進する為､サテライト方式による
PET検診施設の増設を検討しており､｢がん｣の早期発見を図り治
療費の削減また死亡率の低下を目指す計画です。
従って､院内サイクロトロン装置により合成されたFDG製剤のサ
テライト(院外）供給が不可欠となるため制度改正を要望いたし
ます。
なお、本件については「日本核医学会」及び　｢日本アイソトー
プ協会医学・薬学部会ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ核医学利用専門委員会」が策定し
たガイドラインまた放射性薬剤の基準により制度化され運用し
ているが､ガイドラインはあくまでも自主規制と認識される。
よって薬事法､医療法上は何等明確に規定されていない為､同一
医療法人内におけるFDG製剤の供給可否が判断出来ない。　　そ
もそも｢がん検診」はニーズが高く本件が実現出来る様に関係法
上の要件等との整合性を図っていただきたい。

医療法人 祥
仁会
理事長　千
葉憲哉

090110

優良飲用
薬用温泉
水を医薬
品として
販売等す
ることの
容認

薬事法第２条
第１項第２号
薬事法第１２
条第１項
薬事法第１４
条第１項

　薬事法第２条第１項第２号におい
て、「人又は動物の疾病の診断、治療
又は予防に使用されることが目的とさ
れている物であって、器具器械でない
もの（医薬部外品を除く。）」は医薬品
であると定義している。
　従って、提案のように、効能効果を
標ぼうするものは「疾病の治療を目的
とする物」に該当し、薬事法上「医薬
品」に該当し、これを製造するには、
薬事法第１２条の規定による製造業
の許可と薬事法第１４条第１項の規定
に基づく承認を受けることが必要であ
る。

Ｄ－１ ー

　人の疾病の治療を目的として、効能効果があ
ることを標ぼうするには、医薬品としての品質、
安全性及び有効性を備えているものかどうかに
ついて、申請者自身があらかじめ科学的かつ
客観的に収集した試験データを根拠として、科
学的に検証されることが必要である。
　薬事法第１４条第１項の規定に基づきこれを
製造しようとする者からの申請に基づき、厳密
な審査を行ったうえで、品目ごとにその製造に
ついて承認され、製造所ごとに薬事法第１２条
の規定に基づく医薬品製造業の許可を受けれ
ば「医薬品」としての製造・販売は可能である。

「人の疾病の治療を目的とし
て、効能効果があることを標
ぼうするには、医薬品として
の品質、安全性及び有効性
を備えているものかどうかに
ついて、申請者自身があら
かじめ科学的かつ客観的に
収集した試験データを根拠
として、科学的に検証される
ことが必要」とあるが、今回
提案者の提出したデータの
どの部分が不十分であるの
か明確にされたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

新潟中越地震。宮城県北地震。伊豆半島台颱21号、22号等の被災地の救援のために
知的財産を以って協力したいので、優良飲用薬用温泉水を薬事法の規制の特例によ
り、ボトル詰にして効用を付し市販、地場産業と災害復旧等に協力をどうしても致した
い。
そもそも私は幼、青年期に祖国日本の繁栄のために、旧海軍甲種予科練生として特攻
隊の教育を受け昭和20年5月、鹿児島県鹿屋特攻基地より沖縄湾に浮ぶ米国航空母
艦に突入他ら、受傷、5日後に海上より救助され、生還しました。誠に不徳の到り、極め
て残念・無惨でした。而して本日、人生の最終にして災害地の方々に前記のことで御協
力申上げ且つ被災方々の御安寧を祈願して私は他界することが本望です。
尚私のつたない人体実験論文以外に、現時点で実験データーの集大成は出来ませ
ん。それでも私の論文は我国で初めての実験論文だと思います。これも我国に於ける
温泉学の教育機関（大学）がないのが原因です。温泉法第12条第1項の規定による飲
用許可済、優良飲用薬用温泉水について、薬事法上の規制の特例等により、被災地域
の方々に協力させて下さることを悲壮感を持って心から哀願致します。

Ｄ－１ -

　提案者の提出したデータは、科学的かつ客観的に収集されたデー
タではないため、「医薬品の承認申請について」（平成１１年４月８日
医薬発第４８１号）に記載された医薬品の製造承認申請の際に要求
している資料について、科学的かつ客観的に収集したうえで、提出
する必要がある。
　それらの資料を添付し、医薬品の製造承認申請を行い、有効性・
安全性等に関する厳密な審査を行ったうえで、品目毎にその製造承
認がされ、医薬品製造業の許可を受ければ、「医薬品」としての製
造・販売は可能である。
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薬事法第２条第１項で、「医薬品」
とは「日本薬局方に収められてい
る物」等と規定されているが、適応
症が客観的に明らかな優良飲用
薬用温泉水も薬事法上の「医薬
品」として販売等することができる
ようにしてほしい。

優良飲用薬用温泉水のボトリングによる市販及び輸出
行為（医薬品として）

個人
優良、飲用、薬用温泉
水販売構想
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０９　厚生労働省

管理コー
ド
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措置の
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容
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「措置
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「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090120

麻栽培免
許の交付
要件の緩
和（産業
用利用を
目的とす
る麻栽培
を追加）

大麻取締法
（昭和24年法
律第124号）　
第5条第1項、
大麻栽培免
許に係る疑義
について（平
成13年3月13
日付医薬監
麻発第293
号）

免許交付審査においては、その栽培
目的が伝統文化の継承や一般に使
用されている生活必需品として生活に
密着した必要不可欠な場合に限り免
許すべきとしている。
都道府県知事免許。

C Ⅰ

大麻の幻覚成分であるＴＨＣは微量摂取しただ
けでも精神作用が発現するため、ＴＨＣ含有量
が少ない大麻であっても、十分に乱用のおそれ
がある。また、ＴＨＣ含有量の少ない大麻から含
有量の多い大麻への転換も容易である。すな
わち、いわゆる産業用大麻もその実態は大麻
に他ならず、乱用のおそれや有害作用は全く同
じであり、他の大麻と同様に栽培について厳重
に規制すべきである。大麻の栽培を安易に認
めれば、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題
が起こりうることから、大麻乱用による健康被害
の拡大を防止するには、大麻以外に代替する
物がなく真に必要不可欠な場合に限定して栽
培免許を付与することが必要である。

提案主体は「日本一の麻の
産地である栃木県では、低Ｔ
ＨＣ品種の無毒麻『とちぎし
ろ』により、不正栽培、盗難、
乱用助長等の問題の心配
が一切無い麻栽培の管理
手法を既に確立しており、本
提案である産業用利用を目
的とした麻栽培についても
同様の手法を用いることと
する。」ことを想定しており、
免許を交付するにあたり、Ｔ
ＨＣ含有量の多い大麻への
転換を厳格に規制するなど
の代替措置を講じたとして
も、特区において自治体が
責任を持って行う産業用利
用を目的とする麻栽培にも
免許を交付することはできな
いか、再度検討のうえ回答
されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

　大麻取締法第1条に規定する「大麻」の定義から除外されている大麻種子にも、幻覚
成分であるＴＨＣが微量含まれており、その殆どは中国等海外から輸入され、七味唐辛
子や鳥の餌などとして一般に販売されております。北海道立衛生研究所報第19集「道
産大麻の研究（第1報）」によれば、北海道の野生大麻の種子には、ＴＨＣが0～0.5%（単
純平均0.185%）含まれています。
　一方、産業用大麻はＴＨＣが最も多く含まれている花、葉の部分でも0.3%以下（カナダ
の基準）程度とされ、カナダの産業用大麻10品種の2002年テスト結果を見ると、ＴＨＣ含
有率が高かった品種のFelina34でさえ、平均値0.172%と低い値になっています。つまり、
産業用大麻のＴＨＣ含有率のレベルは、麻薬使用の心配がいらない大麻種子と同程度
以下となっています。
　また、ＴＨＣ含有量の少ない大麻から含有量の多い大麻への転換については、ＴＨＣＡ
成分がＣＢＤＡ種（産業用大麻）に対し優性遺伝するため、ＴＨＣ含有量の多い大麻との
交雑により起こるのであり、地域で栽培する全ての大麻が低ＴＨＣ品種の純種となるよう
適切に管理を行えば問題はありません。
　実際に、日本一の大麻の産地である栃木県においては、低ＴＨＣ品種「とちぎしろ」に
ついて、原原種の管理を県農業試験場が行い、作付けされている大麻の無毒検査を県
保健環境センターが行い、作付けされた大麻が純種であることを保証しております。ま
た、1998年に商業目的での産業用大麻の栽培が合法化されたカナダにおいても、農民
は純種であることを証明された公認の種でない限り蒔くことができないとされています。
　このように、産業用大麻については、栽培される大麻の低毒性を保証する管理手法
が既に確立されており、同様の措置により産業用利用を目的とした栽培を免許制により
認めても麻薬使用の心配はないのです。
　なお、本町の提案は、低ＴＨＣ品種の大麻について、栽培、管理、利用方法が適切と
認められる場合には、産業用利用を目的とする麻栽培にも免許が交付されるよう要件
緩和を求めるものであり、免許を持たない方の不正栽培や乱用助長等の問題に繋がる
ものではありません。
　さらに、盗難についても、栃木県では、1981年に低ＴＨＣ品種「とちぎしろ」を開発以
降、多発していた畑からの大麻盗難は皆無となっており、麻薬に関する問題は解消して
おります。つまり、盗んでも麻薬効果がないことが知られているからです。
　最後に、大麻はかつて庶民衣料、ロープなど作業具、祭祀をはじめとする日常材として

C Ⅰ

　THC含有率を高める大麻の栽培方法や、THCを大麻から抽出・濃
縮する方法が市販の書籍から容易に入手でき、しかもこれらの方法
は特別な技術や設備がなくても実施できるため、大麻の栽培免許に
おいて、そもそもＴＨＣ成分の多寡によって、区別すること自体不可
能である。
　すなわち、THC含有量が低い大麻であっても、その実態は大麻そ
のものであり、免許交付にあたっては、他の大麻同様、真に生活に
密着し、必要不可欠な場合に限定して交付すべきである。
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大麻取締法において栽培免許を
交付する際の要件“その栽培目的
が伝統文化の継承や一般に使用
されている生活必需品として生活
に密着した必要不可欠な場合（平
成13年3月13日付医薬監発麻第
294号）”を緩和し、低ＴＨＣ品種に
ついては、栽培、管理、利用方法
が適切と認められる場合には、産
業用利用を目的とする麻栽培にも
免許を交付する。

本提案は、麻栽培免許の交付要件を緩和していただき、
産業用利用を目的とした麻の栽培について、町内農家に
より麻栽培組合を組織し、無毒麻「とちぎしろ」などの低Ｔ
ＨＣ品種に限定して町内の遊休農地などで栽培を行うこ
とを目指すものであります。
麻の栽培管理手法については、日本一の麻の産地であ
り、低ＴＨＣ品種の無毒麻「とちぎしろ」により、不正栽培、
盗難、乱用助長等の問題の心配が一切無い手法を既に
確立しております。
本提案においても、特区内で栽培する麻を全て低ＴＨＣ
品種とし、町内農家による麻栽培組合を組織し、紫波町
および麻栽培組合による適切な管理のもと町内の遊休
農地などの有効利用も含めて栽培を行うことを考えてお
り、栃木県と同等の措置をとるよう体制を整備します。
栽培した麻の利用方法としては、麻幹は町内の炭化施
設において麻炭を生産し、国内自給率０％の花火の助燃
材として販売ができ、麻実は、必須脂肪酸、必須アミノ酸
など豊富な栄養素を持っていることから、地域で運営す
る食品加工の任意組合でドレッシング、パン、もちなどを
生産し、産地直売所などで販売することができます。靭
皮繊維からは精麻が生産できます。これにより厳しい環
境にある農業において、麻の栽培・加工・販売を地域で
一体的に行うことで農業６次産業化を図り、農家所得の
向上を目指すものであります。
これにより、まちづくりの理念として、祖先から受継いだ
自然や郷土の文化を未来の子供たちに引き継ぐために、
循環型社会の構築に取り組んでいる当町の新たな産業
として、日本の伝統的な農作物であり、環境にやさしく利
用価値が高い麻の栽培からそれを利用した麻炭、食品、
繊維などの生産、販売までを地域で一体的に行い農業
の６次産業化を図ります

岩手県紫
波町

麻による農業6次産業
化構想

090130

アメリカ、
EU諸国で
承認され
ている医
薬品、医
療材料の
使用の限
定的自由
化

薬事法　第１４
医薬品・医療用具の製造等の際には
品目毎の承認を必要とする。

C -

　ご指摘の国内未承認の医薬品の使用については、外
国で使用されている医薬品であっても、我が国の患者
における有効性及び安全性の確保の観点から、その用
法・用量や効能・効果を外国での用法・用量や効能・効
果と異なるものとする必要がある場合もあることから、
当該医薬品について、日本の行政機関が独自に審査を
行い、承認を得た上で使用されるべきものである。
　また、医療材料を含む医療機器についても、各国での
規制が異なり、規制の同一性の確保が困難であること
からも、各国行政機関が独自に審査を行い、承認を得
た上で使用されるべきものである。
　アメリカ及びEU諸国においても、各国行政機関によっ
て医薬品及び医療機器の独自の審査が行われており、
単純に当該品目の承認国数のみで承認の可否を判断
しているものとは承知していない。
　したがって、医薬品又は医療機器の有効性、安全性
を確保するため、国内未承認の医薬品又は医療機器
は、薬事法に基づく承認を取得した上で使用されるべき
である。
　なお、未承認の医薬品等を治験の中で用いれば、当
該医薬品等にかかる費用を除き、保険適用下で使用す
ることが可能である。

　医薬品は症状に応じて使
用するものであり、効能・効
果や用法・用量も症状に
よって決められる。承認した
国が違っても症状が同じで
あれば、十分な審査基準を
持つ多数の先進国での効
能・効果や用法・用量をもっ
てわが国のそれとすること
は可能ではないのか。不可
能であるとすればその理由
を示されたい。

C -

　製造業者等によって市販される医薬品の薬事法の承認は、有効
性、安全性及び品質を科学的に確認するために行うものである。
　症状が同一であっても、医薬品によっては、日本人と外国人との体
内動態等における人種的な差等を考慮して用法・用量の設定等が
必要になる。

1146 1146030

アメリカ、EU諸国のうち2カ国以上
で承認されている医薬品、医療材
料であれば、安全性、有効性の点
で一定の基準を満たした製品が多
いと理解される。このような製品の
使用については、患者側からの要
望が大きく、これを提供することが
特定機能病院の責務であると考え
る。したがって、当院では他先進国
で既に導入され、安全性、有効性
について実績のある医薬品、医療
材料について、更に日本固有の問
題等について審査する機関を院内
に設け、一定の基準を満たしたも
のについてのみ、独自に輸入、使
用する。
国内で承認されている医薬品であ
り、この医薬品の適用症例の拡大
である場合には、従前の治験・審
査の手続きを経るものとし、本件で
求める規制の特例は新薬の輸
入、使用に限るものとする。

カテーテル、ペースメーカーなどの医療材料は内外価格
差が大きいと指摘されており、規制が緩和されれば製造
事業者などと交渉を行い、輸入、使用する。
現在では医療材料の輸入が品目別・事業者別の承認と
なっていることで、内外価格差が解消される。

東京大学
医学部附
属病院

健康づくり特区

090140

治験終了
後の未承
認薬の使
用の可能
化

健康保険法
第６３条第２
項、健康保険
法第６３条第
２項の規定に
基づき厚生労
働大臣の定め
る療養

薬事法第８０条の２に規定する治験に
係る診療については、特定療養費制
度における選定療養の対象とされて
おり、当該治験の費用等を除いた費
用について特定療養費が支給され
る。
なお、薬事承認申請後も、継続治験
又は医師主導の治験により、治験は
実施可能。

Ｃ Ⅲ

現在、規制改革・民間開放推進会議の指摘を
受け、いわゆる「混合診療」の解禁の問題につ
いて検討中であり、この中で併せて検討するこ
ととする。

規制改革・民間開放推進会
議における議論の状況を踏
まえつつ、提案者の要望が
実現できないか、検討し回
答されたい。

B-1 Ⅲ

平成１６年１２月１５日の尾辻厚生労働大臣と村上規制改革担当大
臣との合意に従い、国内未承認薬について、関連学会及び患者団
体等から要望があり、医療上必要性が高いと認められる医薬品に
ついては、薬事法上の承認申請のための治験が終了した後も、主
治医と製薬企業との適切な連携の下、承認後の使用実態を想定し
た新たな安全性確認試験を治験として実施する仕組みを創設するこ
とにより、制度的に保険診療との併用の断絶を解消することとしてい
る。

1146 1146040

現在の医療保険制度においては
医薬品、医療材料は薬事法による
認可以降、薬価収載されるまでの
間は当該薬品を投与した際、実費
徴収が可能となっているが、これを
治験終了後から認可の期間にも
拡張し、治験に参加して先進的な
治療の恩恵を受けることができた
患者に対して継続的な提供を可能
としたい。

当院では常時100プロトコル以上の治験が実施されてお
り、治験の結果として病状が回復した患者に対しても、治
験終了に伴って未承認薬を提供することができなくなって
いる。特にクローン病などの難治の再発性疾患で、治験
終了後に自費による継続投与と保険診療を組合せを考
えている。

東京大学
医学部附
属病院

健康づくり特区

090150

離島に所
在する１０
０床未満
の保険医
療機関に
おける複
合病棟の
承認

複合病棟に関
する基準等

病床数が１００床未満の病院でであっ
て、平成１４年３月３１日において複合
病棟を有する保険医療機関において
は、医療療養病床とその他の病床に
ついてそれぞれの入院基本料を算定
することができる。

C Ⅲ

療養病床については、基本的に病棟を単位とし
て取り扱うものであるが、複合病棟について
は、療養病棟へ移行することが困難であると認
められる病院について経過的に認めているもの
であり、平成１４年４月１日以降は複合病棟に
係る新たな届出は認められない。
なお、御提案の事項につき、一般病床３５床と
療養病床２５床を別個の病棟として設けること
は可能。

そもそも複合病棟を認めな
い理由を明確にされたい。
また、離島においては特例
として１００床未満の保険医
療機関における複合病棟が
認められないか、再度検討
のうえ回答されたい。

C Ⅲ

看護師等は、本来、それぞれの病棟の機能ごとに適切に配置される
べきものである。複合病棟においては、一般病床と療養病床とを合
わせた形での配置しか定められておらず、病棟の機能ごとに本来求
められる配置と比べ、実際の配置が偏在し、必要なサービスの提供
に支障をきたすおそれがあることから認められない。このため、複合
病棟については、療養病棟へ移行することが困難であると認められ
る病院について経過的に認めているものであり、平成１４年４月１日
以降は複合病棟に係る新たな届出は認められない。なお、御提案
の事項につき、一般病床３５床と療養病床２５床を別個の病棟として
設けることは可能。

1035 1035010

平成１４年厚生労働省の複合病棟
に関する告示・通知により１つの看
護単位での一般病床と療養病床
の健康保険に係る費用の算定が
できなくなった。

高齢化比率が高くなった離島医療の環境の中で、１つの
看護単位で一般病床（３５床）と療養病床（２５床）の届出
が可能となれば、患者の島外入院を防ぎ、離島医療の
機能が高まる。

長崎県新
上五島町

複合病棟（病院）に関
する診療報酬制度の基
準の緩和
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090160

地方公共
団体が開
設する病
院におけ
る病床数
に対する
特定療養
環境（差
額室料の
割合）に
関する規
制緩和

健康保険法
第６３条第２
項、健康保険
法第６３条第
２項の規定に
基づき厚生労
働大臣の定め
る療養、療担
規則及び薬担
規則並びに療
担基準に基づ
き厚生労働大
臣が定める掲
示事項等

特別の療養環境に係る病床数は、原
則として医療機関の有する病床数の
５割以下でなければならないとされて
いるが、特定機能病院以外の保険医
療機関であって国が開設するものに
ついては２割以下、地方公共団体が
開設するものについては３割以下でな
ければならない。

C Ⅲ

国及び地方公共団体が開設する保険医療機関
については、その公共性に鑑み、特別の費用を
徴収できる病床の割合を低く設定することが妥
当である。

提案主体がいう地域特性が
ある場合でも、特例として提
案主体の提案を実現できな
いか、再度検討のうえ回答
されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

一般的には地方公共団体が開設する保険医療機関の役割を考えると厚労省が示して
いるとおりです。しかし芦屋市の地域性及び昨今における患者のプライバシー意識が
向上する事から判断しますと差額病床割合の規制緩和を実施する事で、患者の要望に
応えることと当院の財政改善につながる。尚、民間の５０％まで引き上げる予定はない
が現状の３０％の制限を超えて室料差額病床の幅を柔軟に対応したい。この規制緩和
は地方行政としてより一層、受益者負担による行政サービスの提供を効率的に果たせ
るものと考える。

C Ⅲ

ある地方公共団体が開設する保険医療機関に入院する患者が他
地域に比べて特別の療養環境を希望する割合が高いとは考えられ
ず、国及び地方公共団体が開設する保険医療機関については、そ
の公共性に鑑み、特別の費用を徴収できる病床の割合を低く設定
することが妥当である。

1076 1076030

地方公共団体が開設する病院に
おける病床数に対する特定療養
環境（差額室料の割合）の規制を
緩和する。現在、その割合の上限
規制が３割であるが、民間病院並
みの５割まで引き上げる。

市立芦屋病院は地域性に特徴があることから医療費の
個人負担が増えるにも拘らず、患者が入院する際には個
室（差額ベッド）を優先して希望する患者が多いという実
態がある。
芦屋病院における病床数に対する個室（差額ベッド）の
割合を現在の３０％から民間病院並みの５０％まで引き
上げることにより、病院事業としての収入の確保と入院
患者の満足度の向上を図る。（別添１：一部再掲）

兵庫県芦
屋市

公立病院効率化構想

090170

保険医療
機関内で
の鍼灸治
療の実施

健康保険法
第６３条

はり、きゅう師の施術において、慢性
病であって医師による適当な治療手
段のないものについて、健康保険法
第８７条に基づき療養費が支給され
る。

C Ⅰ

現在、規制改革・民間開放推進会議の指摘を
受け、いわゆる「混合診療」の解禁の問題につ
いて検討中であり、この中で併せて検討するこ
ととする。

規制改革・民間開放推進会
議における議論の状況を踏
まえつつ、提案者の要望が
実現できないか、検討し回
答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

はり、きゅうの療養費の支給は、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の
効果があらわれないと判断されるもので、医師の同意書により,はり・きゅうの施術を行
うことが適当と認められるものに限って行われる。現在、「療養費」の適用は、①神経
痛、②リウマチ、③頚腕症候群、④五十肩、⑤腰痛、⑥頸椎捻挫後遺症の６疾患のみ
である。今回の提案は、全ての施術において、療養費の支給対象とするものではなく、
はり・きゅうの施術を医療機関内で行うことができるように提案するものである。言い換
えれば自由診療ができるように提案するものである。

B-2 Ⅲ
はり・きゅうの施術に係る取扱いについては、今後、平成１６年１２月
１５日の尾辻厚生労働大臣と村上規制改革担当大臣との合意に従
い具体的に制度を検討する中で併せて検討することとしている。

1098 1098010

いわゆる混合診療の禁止により禁
じられている保険診療と自由診療
による治療を患者の希望により鍼
灸治療が実施できることを容認す
る。

明治鍼灸大学は我が国で始めて認可された高度な知識
と技術を有する鍼灸師養成を目的とした４年制大学であ
り、その設立においては附属病院を設置することが義務
付けられた。しかし、保険医療機関内での鍼灸治療は混
合診療の禁止に抵触することから教育研究活動に一定
の制限を強いられてきた。その様な状況下でも臨床研究
を積み重ね、東西医学による補完医療の有効性・有用性
を明らかにしてきた。一方、欧米では、新しい医療の構築
と医療費抑制を目的として補完代替医療が積極的に取り
込みられ、素晴らしい実績をあげている。そこで本学附属
病院において鍼灸治療を行い、東西医学による統合医
療の医療モデルを科学的な根拠に基づいて構築する。

明治鍼灸
大学

東西医学による統合医
療特区

090180
「高次医
療」制度
の新設

健康保険法
第86条
保険医療機
関及び保険医
療養担当規
則第5条、第5
条の2

保険適用されていない新たな医療技
術については、特定療養費制度にお
ける高度先進医療の対象技術として
承認を得ることにより、保険診療との
併用が可能。

C Ⅰ

現在、規制改革・民間開放推進会議の指摘を
受け、いわゆる「混合診療」の解禁の問題につ
いて検討中であり、この中で併せて検討するこ
ととする。

規制改革・民間開放推進会
議における議論の状況を踏
まえつつ、提案者の要望が
実現できないか、検討し回
答されたい。

B-2 Ⅲ

平成１６年１２月１５日の尾辻厚生労働大臣と村上規制改革担当大
臣との合意に従い、先進的な医療技術について、医療技術ごとに医
療機関に求められる一定水準の要件を設定し、該当する医療機関
は届出により実施可能な仕組みを新たに設けることとしている。

1146 1146010

保険診療を受ける患者に対し、高
度な医療（以下、高次医療）を付加
的に提供する場合に、届出を行う
ことで保険診療との併用を認め、
保険外診療以外のものについて
保険請求を認める。

当院において保険診療を行う患者について、基本的な保
険診療と併せて患者の希望で、保険未収載の医療を付
加的に提供し、治療等の効果を高める。例えば、健康保
険法関連の法令で定められた基準を超えた看護師を配
置して診療に当たらせること、安全で確実な診療のため
に不可欠となっている医療材料を使用することを想定し
ている。

東京大学
医学部附
属病院

健康づくり特区

190190
高度先進
医療の届
出制

健康保険法
第86条
特定承認保
険医療機関
の取扱いにつ
いて（平16．
3.31　保発
0331003）

特定療養費制度における高度先進医
療の対象技術のうち、簡素化対象技
術については、特定承認保険医療機
関ごとの個別の審査を必要とせず、
届出により実施可能。

C Ⅳ

現在、規制改革・民間開放推進会議の指摘を
受け、いわゆる「混合診療」の解禁の問題につ
いて検討中であり、この中で併せて検討するこ
ととする。

規制改革・民間開放推進会
議における議論の状況を踏
まえつつ、提案者の要望が
実現できないか、検討し回
答されたい。
また、提案主体は「当院では
現在4種類の高度先進医療
を申請しているが、長いもの
では3年以上も認可されてい
ない」と主張しているが、な
ぜそのように長期間の審査
を要するのか、審査期間を
短縮することについてどう考
えるのか示されたい。

B-2 Ⅲ

平成１６年１２月１５日の尾辻厚生労働大臣と村上規制改革担当大
臣との合意に従い、先進的な医療技術について、医療技術ごとに医
療機関に求められる一定水準の要件を設定し、該当する医療機関
は届出により実施可能な仕組みを新たに設けることとしている。な
お、当面は、特定承認保険医療機関の承認要件について、医療機
関の規模にかかわらず、新しく高度な医療を提供することが可能な
医療機関であれば承認を受けることが可能となるように、承認要件
を抜本的に緩和するとともに、本年４月からの実施状況を踏まえ、実
施医療機関として一度承認を受けたら、個別に技術について承認を
経ることなく届出のみで実施できる仕組みについて、医療技術ごと
に医療機関に求められる一定水準の要件を踏まえつつ、対象技術
を大幅に拡大することで対応することとしている。

1146 1146020

現在、認可制となっている高度先
進医療について、特定承認保険医
療機関内での審査を経たものは、
事後の届出制で実施可能とする。

当院では現在4種類の高度先進医療を申請しているが、
長いものでは3年以上も認可されておらず、結果的に患
者の不利益につながっていることは看過しがたい。届出
制に規制緩和されれば、これらの医療については医療機
関側の責任で高度先進医療として実施し、事後に届出を
行う。

東京大学
医学部附
属病院

健康づくり特区
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容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090200

国民健康
保険の賦
課（課税）
限度額の
撤廃

国民健康保
険法施行令
第２９条の７
第２項第１０
号及び第４項
第９号　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　地方
税法第７０３
条の４第１７
項及び第２６
項

保険料については、社会保険におけ
る受益可能性という観点から全国一
律の賦課（課税）限度額を設けてい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　医療給付費分　５３万円　　　　　
　　　　　　　　　　　　介護給付費分　　
８万円

C Ⅰ．Ⅱ

国民健康保険制度における保険料（税）のあり方につい
ては、負担能力に着目した応能割、受益可能性に着目
した応益割の双方を重視し、被保険者全体の理解を得
られるよう、制度の安定的運営に努めているところであ
る。
　賦課（課税）限度額については、社会保険における受
益可能性という観点から、これ以上の負担は多大な不
公平を生む、と考えられる額として定めているものであ
り、これを撤廃することは、受益可能性を踏まえた保険
料（税）の賦課（課税）という社会保険の在り方そのもの
を揺るがすことにつながる上、所得が高いゆえに受益
以上の負担を強いられる被保険者の、保険料（税）支払
い意欲に悪影響を及ぼすことで、事業の円滑な運営を
阻害するおそれもある。
　また、この賦課（課税）限度額が保険者間で大きく異な
ることは、国民健康保険制度内における被保険者間の
負担の公平という観点からみて適当でないことから、国
において一律の額を定める必要がある。
　したがって、賦課（課税）限度額については、国が一律
の額を定めた上で、中間所得者層に対し過大な負担を
かけることのないよう、所得の動向等も勘案しつつ、随
時検討を行い、必要に応じて見直しを行い、被保険者
間の負担の公平を維持していくことが適切である。

高所得者層の占める割合が
比較的多いといった地域特
性がある場合でも、提案主
体の提案が認められない
か、再度検討のうえ回答さ
れたい。

Ｃ Ⅰ．Ⅱ

国民健康保険制度における保険料（税）のあり方については、負担
能力に着目した応能割、受益可能性に着目した応益割の双方を重
視し、被保険者全体の理解を得られるよう、制度の安定的運営に努
めているところである。
　賦課（課税）限度額については、社会保険における受益可能性と
いう観点から、これ以上の負担は多大な不公平を生む、と考えられ
る額として定めているものであり、これを撤廃することは、受益可能
性を踏まえた保険料（税）の賦課（課税）という社会保険の在り方そ
のものを揺るがすことにつながる上、所得が高いゆえに受益以上の
負担を強いられる被保険者の、保険料（税）支払い意欲に悪影響を
及ぼすことで、事業の円滑な運営を阻害するおそれもある。
　また、この賦課（課税）限度額が保険者間で大きく異なることは、国
民健康保険制度内における被保険者間の負担の公平という観点か
らみて適当でないことから、国において一律の額を定める必要があ
る。
　したがって、賦課（課税）限度額については、国が一律の額を定め
た上で、中間所得者層に対し過大な負担をかけることのないよう、
所得の動向等も勘案しつつ、随時検討を行い、必要に応じて見直し
を行い、被保険者間の負担の公平を維持していくことが適切であ
る。

1165 1165010

国民健康保険制度は健全な運営
の確保が困難になってきている
が、この制度的要因として、国保
税の限度額が設けられていること
による中位以下の所得層における
税の負担感の増加、納税意欲の
減退が挙げられる。そこで高所得
者層の占める割合が比較的多い
士幌町においては限度額を現行
の１．１倍の範囲内で設定できる
特例を提案したい。町内におい
て、限度額を支払っている世帯は
約３２０世帯あり、全加入者の２割
強を占めており、限度額を上げた
としても、この層の納税意欲に悪
影響を及ぼすことは少なく、課税
の不公平感を取り除き、納税意欲
を増す効果が期待できる。

国民健康保険税の限度額を上げる。これにより、中位以
下の所得層の税負担の不公平感を軽減することができ、
同時に納税意欲を高めることが可能となる。結果として
国民健康保険制度の健全な運営の確保へと繋がること
とが期待される。

北海道河
東郡士幌
町

安全・安心特区

090210

新たな治
療法への
保険の準
用

健康保険法
第86条
保険医療機
関及び保険医
療養担当規
則第5条、第5
条の2

保険適用されていない新たな医療技
術については、特定療養費制度にお
ける高度先進医療の対象技術として
承認を得ることにより、保険診療との
併用が可能。

C Ⅰ

現在、規制改革・民間開放推進会議の指摘を
受け、いわゆる「混合診療」の解禁の問題につ
いて検討中であり、この中で併せて検討するこ
ととする。

規制改革・民間開放推進会
議における議論の状況を踏
まえつつ、提案者の要望が
実現できないか、検討し回
答されたい。

B-2 Ⅲ

平成１６年１２月１５日の尾辻厚生労働大臣と村上規制改革担当大
臣との合意に従い、先進的な医療技術について、医療技術ごとに医
療機関に求められる一定水準の要件を設定し、該当する医療機関
は届出により実施可能な仕組みを新たに設けることとしている。

1146 1146050

学術的に、または海外での事例で
は医療上必要であることがわかっ
ているが、わが国の保険医療制度
の中では保険適用となっていない
処置・手術等を行った場合、保険
点数を準用して請求することを可
能とする。

規制の特例が認められれば、前立腺がんに対する永久
密封小線源治療、ホモグラフト（凍結保存同種陣抗弁）を
用いた弁置換術、胎児心エコーなど多数の処置・手術等
について実施する準備がある。（現在でも多くのものを病
院の持ち出しとして患者に提供している。）

東京大学
医学部附
属病院

健康づくり特区

090220
混合診療
の自由化

健康保険法
第86条
保険医療機
関及び保険医
療養担当規
則第5条、第5
条の2

平成１５年度より、特定承認保険医療
機関の承認要件について、３００床未
満の病院であっても、一定の場合に
は承認可能とした。

C Ⅰ

現在、規制改革・民間開放推進会議の指摘を
受け、いわゆる「混合診療」の解禁の問題につ
いて検討中であり、この中で併せて検討するこ
ととする。

規制改革・民間開放推進会
議における議論の状況を踏
まえつつ、提案者の要望が
実現できないか、検討し回
答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

保険が適用されない医療行為と保険が適用される医療行為を併用した場合に、全てを
保険外診療とみなし、患者に多額の治療費を要求するのは、自らに施す治療行為を自
らで決定するという自己決定権を蔑ろにする行為であると考えます。また、混合診療を
解禁し、患者が高度で先進的な医療行為を施す医療機関を求めるようになれば、医療
機関の側でも患者を獲得しようと、先端医療の研究開発、安全性の向上、サービスの
質の向上に努めると考えられます。以上から、改めて混合診療の解禁を提案いたしま
す。

B-2 Ⅲ

平成１６年１２月１５日の尾辻厚生労働大臣と村上規制改革担当大
臣との合意に従い、国内未承認薬の使用、先進技術への対応、制
限回数を超える医療行為等について、一定のルールのもとに、保険
診療と保険外診療との併用を認める改革を実施することとしてい
る。

1247 1247010
保険内診療と保険外診療の併用
を認めることを提案します。

現在、「高度先進医療」につき、「特定承認保険医療機
関」でのみ認められている、保険内診療と保険外診療の
併用、つまり「混合診療」を一般の病院でも可能としま
す。このことにより、利用者の病院選択に幅を広げ、医療
機関同士の競争を促進し、医療サービスの質の向上と
利用者の満足度向上を図ります。

株式会社
東京リー
ガルマイン
ド

医療分野における自由
化特区提案

090230
診療報酬
の自由化

健康保険法
第７６条第２
項

健康保険法における療養の給付に要
する費用の額は、厚生労働大臣が定
めるものとされている。

C、一
部E

Ⅰ

診療報酬は、健康保険の「保険契約」の両当事
者である支払側と診療側が協議して得た合意
に基づいて厚生労働大臣が定めるものである
ため、その額を自由設定とすることは不適切。
また、急性期入院医療における診断群分類別
包括評価については、平成１６年４月より、民間
病院等において試行的適用を行っているとこ
ろ。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

診療報酬は、健康保険の「保険契約」の両当事者が協議して得た合意に基づいて厚生
労働大臣が定めるとの意見ですが、質が同一ならより安価な医療サービスを受けたい
という患者側の需要、また、他の医療機関と同等の医療サービスを他の医療機関より
も安価な価格で提供することにより競争力を高めたいという医療機関側の要望がある
以上、「合意」は患者や医療機関の本意に基づく「合意」ではなく、形式的なものに過ぎ
ません。以上から、「合意」を理由に診療報酬の自由化を不適切とするのは妥当でない
と考えます。また、大学病院等82ヶ所の医療機関を対象に実施されている包括評価の
全国的実施に向けての検討を改めてお願い申し上げます。

C、一
部E

Ⅰ

診療報酬は、健康保険の「保険契約」の両当事者である支払側と診
療側が協議して得た合意に基づいて厚生労働大臣が定めるもので
あるため、その額を自由設定とすることは不適切。なお、保険者と保
険医療機関との契約により、当該保険医療機関において行われる
療養の給付に対する費用の額につき、診療報酬の範囲内におい
て、別段の定めをすることは可能となっている。
また、急性期入院医療における診断群分類別包括評価について
は、再入院率や退院先転帰、患者満足度等様々な角度からの導入
影響に関する評価が重要であり、平成１６年４月より、特定機能病院
等に加え、民間病院等において試行的適用を行い、データ収集の
拡大を図って、その評価を検証しているところ。

1247 1247040

医療機関における診療報酬を、医
療機関の側で独自に決定できるこ
ととします。また、一般病院に「包
括払い」制度を導入することを提
案いたします。

現状では、全国の大学病院本院と国立がんセンター中
央病院、国立循環器病センターの82施設を対象に導入さ
れている包括払いの制度を、他の一般病院にまで拡大し
ます。このことによって、過剰払いを解消し、医療費の伸
びを抑制します。

株式会社
東京リー
ガルマイン
ド

医療分野における自由
化特区提案
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名

構想(プロジェクト)
の名称

090240

社会保険
労務士法
における
業務緩和

社会保険労
務士法
第２７条

社会保険労務士又は社会保険労務
士法人でない者は、他人の求めに応
じ報酬を得て、社会保険労務士法第２
条第１項第１号から第２号までに掲げ
る事務を業として行ってはならない。

１．２．
３：Ｃ一
部Ｄ-１
４：Ｄ－
１
５：Ｅ

Ⅰ

―

○提案事項の１．２．３について
　当該業務については、社会保険労務士法第２
条第１項第１号に掲げる業務であるが、報酬を
得て業として行うものでなければ同法第２７条
に抵触するものではなく、現行制度においても
実施できるものである。

○提案事項の４について
　当該業務については、保険料の納付を代行
することに関し、事業主と契約を締結することは
禁じられていない。

○提案事項の５について
　当該業務は社会保険労務士法第２条第１項
第３号に掲げる業務であり、社会保険労務士の
独占業務ではない。したがって、労務に関する
相談、指導を行うことは可能。

右の提案主体からの意見を踏ま
え、再度検討のうえ回答された
い。

商工会議所の事業活動は会費収入、事業収入、補助金等によって賄われるが、会費
が資金源の大部分を占めることになる。会費一口の金額は定められているが、持ち口
数は会員の任意となっている。一定以上の持ち口会員に限り会員サービス事業として
社会保険労務士法第２条第１項第１号から第２号までに掲げる事務を無報酬で代行す
ることは可能か。

１．２．
３：Ｃ一
部Ｄ-１
４：Ｄ－
１
５：Ｅ

Ⅰ

―

社会保険労務士法第２７条に規定する「報酬を得て」に該当しなけ
れば、当該業務を行うことは可能である。「報酬を得て」とは、社労士
法第２条第１項第１号から第２号までの事務の対価として与えられる
反対給付を得るということであり、受けた給付が行った事務の対価
であるか否かは、その事務と相当因果関係を有する反対給付か否
かによって判断すべきであり、例えば、会費等と称していても、それ
が社労士法第２条第１項第１号から第２号までの事務を行うことに
対して支払われていると実質的に認められるような場合には、社会
保険労務士法第２７条にいう報酬を得ているものと解される。した
がって、御要望の「一定以上の持ち口会員に限り会員サービス事業
として社会保険労務士法第２条第１項第１号から第２号までに掲げ
る事務」を行うことについて、記載内容のみでは判断し難いが、サー
ビスの提供をするか否かについて会費の持ち口数により差を設ける
こととなり、当該サービスに対する反対給付を得ていると考えられ、
報酬を得ているものと判断される。

1003 1003010

雇用保険・労災保険においては、
商工会議所等で事務組合を設置
し、事業主の委託を受けて保険料
の納付事務の他、各種書類の作
成、手続きをしているが、それと同
様に商工会議所・商工会において
国が定める経営改善普及事業の
一環として、健康保険・厚生年金
の事務一切が出来るようにすべき
である。

主に小規模事業所(従業員20人以下)を対象とし社会保
険労務士有資格者又は労務実務経験10年以上の職員
が業務に当たることとし、１．健康保険の傷病手当請求
書をはじめとする各種書類の作成、手続き。2．厚生年金
をはじめとする各種年金給付裁定請求書の提出｡3．就
業規則をはじめとする会社規定の作成。4．保険料の納
付代行。5．その他労務に関する相談、指導。

宇和島商
工会議所
　連絡担
当　宇都
宮和幸

商工会議所における社
会保険事務代行構想

090250

訪問看護
師の派遣
先の学校
への拡大

健康保険法
第８８条

・　医療保険における訪問看護制度に
ついては、在宅療養の推進を図る観
点から、健康保険法第８８条第１項の
規定により「疾病又は負傷により居宅
において継続して療養を受ける状態
にある者」であって、主治医が訪問看
護の必要性を認めた者を対象として
おり、学校における医療的ケアは対象
とならない。

Ｃ Ⅰ

在宅療養は、本来通院困難な者について行うも
のであることから「居宅」を条件にしているもの
であり、学校に通学している障害者は通院困難
とは言えないことから、訪問看護制度の対象と
はならない。

提案主体のいう「地域の学
校でともに学び、ともに生き
ること」を目標に、特区にお
いて訪問看護医療費につい
て「居宅」の解釈を学校に拡
大することはできないか、再
度検討のうえ回答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

「学校に通学している障害者は通院困難とは言えないから」「対象と
ならない」となっているが、学齢児が学校で授業を受けている時間帯
では医療的ケアが必要となっても現実問題として通院することはで
きないため、いわば「通院困難」な状態といえる。そのため訪問看護
師を学校に派遣できれば、学習の保障とともに医療的ケアも行う環
境が整備される。これは訪問看護制度の趣旨とも合致すると考え
る。なお、厚生労働省でも、平成１５年度予算要求で「施設や養護学
校に対する訪問看護サービス特別事業（仮称）の創設」を考えられ、
そのとき「サービスの対象者」として、「痰の吸引、経管栄養、導尿、
呼吸器管理等の日常的な医療的ケアを必要とする者」としていまし
た。その考えを参考として今回の特区提案としたものです。

Ｃ Ⅰ

健康保険法における訪問看護は、居宅において継続して療養を受
ける状態にある者に対して実施することとされているところであり、
学校に訪問して行う看護は対象とはならない。医療のニーズの高い
幼児児童生徒に対するたんの吸引、経管栄養及び導尿について
は、本来看護師の適正な配置を行うことにより対応すべきものであ
る。

1042 1042020

健康保険法第８８条第一項の訪問
看護療養費について｢居宅｣の解
釈を学校に拡大する特例を導入す
る。

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日
常的に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援する
ために、健康保険法第８８条第一項の訪問看護療養費
について｢居宅｣の解釈を学校に拡大するという特例を導
入し、訪問看護師を学校に派遣することにより､医療的ケ
アを学校等教育活動の中で行えるようにする｡このことに
より､医療的ケアの必要な子どもも､地域の学校に就学で
きる条件を整えることができる｡　
　具体的には、箕面市の訪問看護ステーションの看護師
を学校教育に必要な時間に派遣する。派遣された看護
師は主治医の指示書に従って、医療的ケアを行う。学校
行事として校外学習や宿泊を伴う修学旅行等にも派遣
し、実費弁償額として旅費を支給する。

箕面市

医師等による研修を受
けた教職員と訪問看護
師が公立小中学校で
医療的ケアを行う特区

090260

保険医療
機関であ
る病院の
敷地内に
おける民
間保険調
剤薬局及
び小売販
売業者に
よる店舗
運営の規
制緩和

「調剤薬局の
取扱いについ
て」（昭和５７
年５月２７日　
薬発第５０６
号・保発第３４

号）

健康保険事業の健全な運営の観点
から、保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則（昭和３２年４月厚生省令第
１６号）第２条の３においては、保険薬
局が、
①保険医療機関と一体的な構造とし、
又は保険医療機関と一体的な経営を
行うこと
②保険医療機関又は保険医に対し、
患者に対して特定の保険薬局におい
て調剤を受けるべき旨の指示等を行
うことの対償として、金品その他の財
産上の利益を供与することを禁止して
いるところである。

Ｅ ー

「調剤薬局の取扱いについて」（昭和５７年５月
２７日薬発５０６号・保発第３４号通知）、「調剤
薬局の取扱いについて」（昭和５７年５月２７日
薬企第２５号・保険発第４４号通知）において
は、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
（昭和３２年４月厚生省令第１６号）第２条の３を
受けて、調剤薬局の適正な設置及び運営を確
保するための留意事項を定めているが、保険
医療機関と同一の建物又は敷地にある調剤薬
局に対して保険薬局の指定を行うことを一律に
否定するものではなく、その調剤薬局が構造
的、機能的、経済的に医療機関から独立してい
るか否かを総合的に判断している。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

再度、規制が存在しないのかを確認します。芦屋市の公有財産に第三者と賃貸を行
い、門前薬局を誘致した場合は保険医療機関と保険調剤薬局が構造上、経営上及び
金品等の利益供与等に値しないため規制が存在しないと判断して良ろしいか。また「措
置の概要」に示されている医療機関と保険調剤薬局が経済的に独立が保たれていると
判断して良ろしいか。

Ｅ -

「調剤薬局の取扱いについて」（昭和５７年５月２７日薬発５０６号・保
発第３４号通知）、「調剤薬局の取扱いについて」（昭和５７年５月２７
日薬企第２５号・保険発第４４号通知）においては、保険薬局及び保
険薬剤師療養担当規則（昭和３２年４月厚生省令第１６号）第２条の
３を受けて、調剤薬局の適正な設置及び運営を確保するための留
意事項を定めているが、保険医療機関と同一の建物又は敷地にあ
る調剤薬局に対して保険薬局の指定を行うことを一律に否定するも
のではなく、その調剤薬局が構造的、機能的、経済的に医療機関か
ら独立しているか否かを総合的に判断している。提案主体が所有す
る公有財産を第三者に対して賃貸し、門前薬局を誘致した場合に
は、保険医療機関と保険調剤薬局が構造上、経営上独立していると
は言えないこともあると考えられるが、いずれにせよ個別の判断が
必要な問題である。

1076 1076020

市有地において、芦屋市と民間事
業者との間で土地の賃貸借契約
を締結し、保険調剤薬局及びコン
ビニエンスストアー等の小売店舗
を運営する。そのために関連する
規制を撤廃する。

現在、市有地の一部（伝染病等跡地）について民間事業
者と土地の賃貸借契約を締結し、保険調剤薬局及びコン
ビニエンスストアー等の小売店舗を運営する。
このことにより、患者や地域住民の生活面での利便性向
上と、購買活動や雇用面における地域経済の活性化を
図るものである。本提案は、医薬分業の推進と患者の利
便性確保の面において、効果が見込めるものである。
（別添１：一部再掲）

兵庫県芦
屋市

公立病院効率化構想

090270

民間ヘル
パーによ
る人工呼
吸器使用
者のため
の痰の吸
引行為の
容認

医師法第１７
条、保健師助
産師看護師
法、第３１条

医師でなければ、医業をなしてはなら
ない。
看護師でない者は、療養上の世話又
は診療の補助を行うことを業としては
ならない。

Ｃ ー

ＡＬＳ以外のたんの吸引を必要とする在宅
患者・障害者に対するたんの吸引行為につ
いては、現在「在宅及び養護学校における
日常的な医療の医学的・法律学的整理に関
する研究会」において検討しているところ
であり、平成１６年度中に一定の結論を得
ることとしている。この検討を待たずに特
区で対応することは困難である。

研究会において検討中であ
り、平成１６年度中に一定の
結論を得るとのことである
が、研究会における検討内
容及び今後の具体的スケ
ジュールを示されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

・人工呼吸器を利用している人の共通した症状として、全身まひ、自力での呼吸不可な
どがあり、ＡＬＳにせよその他の障害者にせよその症状や環境は酷似している。しかし、
たんの吸引行為については、このように違った扱いを受けるのはなぜか？
・ＡＬＳと比べてそれ以外の人工呼吸器を利用している障害者に対しての支援が配慮さ
れていない点について厚生労働省の認識と見解はどうなっているのか？
・研究会においては、ＡＬＳ患者以外の人工呼吸器使用者のたんの吸引行為について、
どのような検討が行われているのか。民間ヘルパーによる人工呼吸器使用者のための
たんの吸引行為は認められる見通しなのか。

Ｃ -

在宅ＡＬＳ患者については、家族の負担軽減、患者の在宅における
療養生活の質の向上を図るための措置を講ずることが緊急に求め
られていたという経緯により、昨年「看護師等によるＡＬＳ患者の在
宅療養支援に関する分科会」において検討していただき、在宅ＡＬＳ
患者に対する家族以外の者によるたんの吸引の実施について、一
定の条件の下では、当面のやむを得ない措置として容認したところ
である。
たんの吸引を必要とするＡＬＳ以外の在宅患者・障害者に対する家
族以外の者によるたんの吸引については、その後の検討課題と認
識していたため、これまでの検討・結論等を踏まえ、「在宅及び養護
学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究
会」を開催し、改めて医師・看護師等の医療関係資格を有しない家
族以外の者が、たんの吸引を必要とするＡＬＳ以外の在宅患者・障
害者に対して、たんの吸引をすることによる問題について、医学的な
観点及び法律学的な観点から整理を行なっていただいているところ
である。
今後のスケジュールとしては、平成１７年１月及び２月にそれぞれ１
回ずつ程度研究会を開催し、年度内に一定の結論を得ることとして
いる。

1007 1007010

医師法等の規制＝「痰の吸引は
医療行為に含まれる為、民間のヘ
ルパーが業務として行う場合には
医師法に違反する」に特例措置を
設け、体の自由の利かない重度の
身体障害者で人工呼吸器を使用
している場合に民間のヘルパーに
痰の吸引行為を認める。

「ALS患者の在宅療養の支援に対する支援について（医
政発第０７１７００１号）」と同様な支援措置を在宅療養を
している人工呼吸器使用者に対して適用し、一般の介助
サービスでも人工呼吸器使用者に痰の吸引をすることを
可能とする。 吉田憲司

人工呼吸器使用者の
ための介助人に吸引を
許可する介助特区

7／23
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090280

小中学校
教職員が
医師の指
示のもと
で障害の
ある児童
生徒の介
助業務の
医療的ケ
アを行うこ
との可能
化

医師法第１７
条

医師でなければ、医業をなしてはなら
ない。

Ｃ ー

盲・聾・養護学校における医療のニーズの高い幼児児
童生徒に対する、教員によるたんの吸引、経管栄養及
び導尿については、「在宅及び養護学校における日常
的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」に
おいて検討が行われ、同研究会から本年９月１７日に
報告書「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学
的・法律学的整理に関する取りまとめ」が公表されたと
ころである。この報告書を受け、行政としても、盲・聾・養
護学校における教員の幼児児童生徒に対するたんの
吸引、経管栄養及び導尿について、看護師の常駐など
医療安全面の確保が確実となるような一定の場合と範
囲で行われる場合には、やむを得ない措置として認め
るとの考えを都道府県宛に通知したところである（平成
１６年１０月２０日付け医政発第1020008号。厚生労働省
医政局長通知）。
ご提案の内容では、看護師の常駐が確保されておら
ず、また、教職員の配置状況及び授業形態等の教育環
境が異なる小中学校において、盲・聾・養護学校と同等
の医療安全面の確保が確実に図られるのか不明であ
ることから、実現困難である。

教員の幼児児童生徒に対す
るたんの吸引、経管栄養及
び導尿について、看護師の
常駐を求める理由を明らか
にされたい。
また、小中学校においても
看護師の常駐が確保され、
盲・聾・養護学校と同等の医
療安全面の確保が確実に
図られるのであれば、提案
主体の提案が実現できるの
か、併せて明らかにされた
い。
併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

「看護師の常駐が確保されて」いないため特区として対応不可という
ことであるが、看護師、医師の役割の重要性は何ら否定するもので
はなく、提案においても、常駐ではないものの、必要不可欠な時間
帯や実施内容にあわせて看護師の派遣や医師の指示指導を十分
に確保する制度としている。医師の指示、看護師の指導、実地での
研修などはもちろんのこと、主治医・救急医療関係機関との綿密な
連携など実施体制を整備することによって、児童生徒の身体的安全
性と精神的安心感を確保しながら、日頃から一緒に学校生活をして
いる教職員が、在籍している児童生徒の「生活支援」ともいえる経管
栄養・吸引を実施できると考えます。

Ｃ -

医療に必要な知識・技能を有していない者が医行為を行うことは本質的に危険
な行為である。このため、「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学
的・法律学的整理に関する研究会」では、盲・聾・養護学校においても、医療の
ニーズの高い幼児児童生徒に対するたんの吸引、経管栄養及び導尿について
は、本来看護師の適正な配置を行うことにより対応すべきところ、短期間のうち
に看護師の適正な配置を行うことは困難であると考えられること、また、これま
で文部科学省が行ってきたモデル事業等の成果に対して一定の評価がなされ
たことから、看護師を中心としながら看護師と教員とが連携・協力してこれらの
行為について医療安全の確保が確実になるような一定の条件の下では、やむ
を得ないものと整理されたところである。
ご提案の小中学校において医療のニーズの高い児童生徒に対するたんの吸引
等を医学的に安全に実施すること及び突発的事態に対する適切な処置を行うこ
とについては、医療安全の確保を図るため、医療に必要な知識・技能を有して
いる看護師の常駐をはじめとする一定の体制整備が必要であると考えている。
また、前回回答でも申し上げたように、盲・聾・養護学校と一般の小中学校とで
は、教職員の配置状況及び授業形態等の教育環境が異なることから、直ちに
同列に論じることはできず、仮に小中学校においても盲・聾・養護学校と同様の
体制整備が確保されたとしても、同等の医療安全面の確保が確実に図られる
保障がないことから、ご提案の実現は困難であると考える。

1042 1042010

医師法第１７条の特例により、主
治医･学校医の指示と看護師の指
導のもと、実践的シミュレーション
研修を受けた当該校教職員が、保
護者の同意を受け、口腔までの吸
引･経管栄養･自己導尿補助など
をおこなう。

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日
常的に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援する
ために、医師法第１７条の特例を導入することにより、主
治医･学校医の指示と看護師の指導のもと、実践的シ
ミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保護者の
同意を受け、口腔までの吸引･経管栄養･自己導尿補助
など主治医･学校医の指示の範囲内の医療的ケアを学
校等教育活動の中で行えるようにする｡

箕面市

医師等による研修を受
けた教職員と訪問看護
師が公立小中学校で
医療的ケアを行う特区

090290

外国歯科
医師によ
る教授を
目的とし
た歯科診
療の可能
化

歯科医師法
第２条、第１７
条、出入国管
理及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令 法別表
第一の二の
表の医療の
項の下欄に掲
げる活動

外国人歯科医師が日本で歯科医業に
従事する場合、日本の免許の取得が
不可欠である（臨床修練制度を除く）。

Ｃ ー

日本の歯科医療の技術や質が外国に比べ劣っているとい
う事実は把握しておらず、ご提案で想定している高度な
歯科技術は、日本のどの歯科医師にも備わっていないと
は考えにくいため、外国の歯科医師を招き、実際の患者
を対象に診療する必要性があるとは考えられない。
また、歯科医療の提供は、患者の生命・身体に直接影響
を及ぼすものとして、国家資格によって業務独占として
いる。一方、諸外国で求められる医療水準、医学教育は
様々であり、我が国で歯科医療を提供するにあたり、外
国の歯科医師が日本の歯科医師と同等の専門的知識・技
術を有していることの客観的な証明は困難であり、ご提
案の「７年以上の臨床経験」のみではこれを担保するこ
とはできない。
さらに、歯科医師法の特例となるご提案の制度を利用し
た研修会等が頻繁に開催されることにより、外国の高度
な技術を日本人歯科医師に教授するという目的を逸脱し
た、一般患者に対する単なる歯科診療まで手がけること
になるおそれがあり、６年間の歯科医学教育及び歯科医
師国家試験の２本立ての制度で歯科医師の質を担保する
ことにより、公衆衛生上の危害を防止するという歯科医
師法の趣旨が没却されるおそれがあるのではないかと考
える。
また、ご提案の①及び②について、歯科疾患の特性か
ら、歯科診療は一度の診療で完結するものは殆どなく、
また、実際の治療後のフォローアップ等が重要であるこ
とから、特例を認める外国人歯科医師の短期間の歯科医
業は、患者に対する良質な歯科医療提供の観点から問題
があると思料する。
以上の点から、ご提案の実現は困難である。

特区において、海外の高度
な歯科医療技術を持った外
国人歯科医師が、提案主体
が示すような一定の基準を
満たした大学病院以外のク
リニックにおいて、日本人歯
科医師への教授を目的とし
た歯科診療を可能とするこ
とができないか、再度検討
のうえ回答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

「日本の歯科医療の技術や質が外国に比べ劣っているという事実は把握しておらず～」
という回答でしたが、全般的な歯科技術水準についての議論ではありません。米国等
において、先端的な技術が現に多く出てきており、これについての研修を行う必要があ
り、すでに過去においてもまた現在も、国内で歯科医師個々の技術を高めるための多く
の研修会が行われています。提案の趣旨はこのような研修会において、外国の歯科医
師が研修に必要な範囲で歯科治療ができるようにするというものです。
「７年以上の臨床経験のみでは外国の歯科医師の知識等を担保することはできない」と
いう回答でしたが、この「７年」というのは単に例示であって、海外の先端的な技術研修
に限定するので、その限定の仕方については様々な工夫が検討される必要があると考
えられますが、あくまでも日本の歯科医療技術水準向上のために提案を行っているも
のであり、一般的な歯科医療への懸念を持って提案の趣旨が実現できないというのは
理解できません。
今回の提案は日本の歯科医療技術向上のための研修において、ライブ治療を可能に
することにより、「高度な技術を的確に伝達」させる、というのが目的であって、一般的に
広く外国人歯科医師に治療の場を提供するという趣旨ではありません。本提案の再検
討を望みます。

Ｃ -

日本人歯科医師に対して「高度な技術を的確に伝達」を目的に研修
を実施するのであれば、これまでの研修会等においても実施されて
いるように模型やビデオ等での研修で十分対応できるものと考えて
おり、あえて実際の患者を利用して実演する必要のないものと考え
る。
また前回回答でも申しあげたように、歯科疾患の特性から、歯科診
療は一度の診療で完結するものは殆どなく、また、実際の治療後の
フォローアップ等が重要であることから、特例を認める外国人歯科
医師の短期間の歯科医業は、患者に対する良質な歯科医療提供の
観点から問題があると思料する。
したがって、ご提案の実現は困難である。

1223 1223010

外国歯科医師（外国において歯科
医師資格に相当する資格を有する
者）について、右記の代替措置の
内容を満たす場合に限って、病院
以外の診療所における研修会等
でも、教授を目的とした歯科診療
ができるようにすること。

日本の歯科医療高度化のため、大学病院以外の一定基
準を満たした特定のクリニック〔(1)オペ室完備（12㎡以
上）、 (2)オペに対応できる滅菌消毒設備の完備、　(3)治
療撮影機材が設置可能、 (4)教授するものが指定する機
器の設置が可能〕を会場にして研修会を開催し、高度な
技術を持った外国歯科医師が教授を目的として日本歯
科医師を前にして歯科治療業務を行う。

医療法人
社団 協立
歯科 クリ
ニーク 
デュボワ、
株式会社
ジーシー、 
PIO国際歯
科センター
株式会社

外国歯科医師による高
度歯科技術教授特区
構想

090300

一定要件
を満たし
た外国人
専門医の
入国、診
療行為及
び日本人
医師に対
する指導
を容認す
るための
医師法第
２条及び
第１７条
の特例

医師法第２条
医師法 第１７
条

外国人医師が日本で医業に従事する
場合、日本の免許の取得が不可欠で
ある（臨床修練制度を除く）。

Ｃ ー

医療の提供は、患者の生命、身体に直接影
響を及ぼすものであるため、医師には、診
療に必要な専門的知識及び技能を有してい
ることが求められる。したがって、医師免
許は大学において医学の正規の課程を修め
て卒業した者等のみが受験資格を有する医
師国家試験に合格した者のみに与えられて
いるところである。
一方、我が国の医師免許を持たない外国人
医師については、こうした専門的知識及び
技能を有していることを客観的に証明・確
認する方策はない。ご提案の日本救急医学
会における専門医の基準を応用することに
ついても、これらを担保することはできな
いものと考える。
加えて、外国人医師が、他の医療従事者と
の間で、医学的な知識・判断に関する意思
疎通を行い、また、患者を直接診療する上
では、当該分野の専門医でない日本人の医
療従事者による通訳のみでは医学的に十分
な意思疎通が行われる保障がない。ご提案
の実現は困難である。

特区において、提案者が提
示した代替措置を講じた場
合、一定基準を満たした外
国人救急専門医による診療
及び日本人医師に対する指
導を可能とすることができな
いか、再度検討のうえ回答
されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

ご回答において「我が国の医師免許を持たない外国人医師については、こうした専門的知識及
び技能を有していることを客観的に証明・確認する方策はない。」とあるが、前回提案（第５次提
案）から述べているとおり、当財団は、具体的には米国（アメリカ）人医師を招聘することを想定し
ている。そこで、米国（アメリカ）の医師免許制度と日本の医師免許制度並びに専門医資格制度
を比較し専門的知識及び技能にどの程度差がでてくるのか調べてみた。その結果、医師免許に
関しては日本の６年制の医学部教育に比べ、米国（アメリカ）は４年制の大学を卒業した後、医
学部での４年間の教育を受けている。さらに、米国（アメリカ）の場合は３段階に分かれた試験に
合格する必要があり、日本と比べても遜色ないどころか厳しい資格制度になっていると言える。
さらに、専門医資格に関しては各分野ごとに更新制度を含め我が国より明確な制度が確立され
ている。本提案においては、これらの厳しい教育課程及び資格試験を突破した専門的知識及び
技能に優れ、かつ、日本救急医学会の専門医資格に準じた豊富な経験を有した医師に限定す
ることを要件としているにもかかわらず、御省からの回答においてはこれらの要件では何故専門
的知識・技能を客観的に証明・確認する方策が足り得ないかの説明がなされていないことから、
米国（アメリカ）・日本の医師国家資格を取得するための専門的知識及び技能の相違を留意しつ
つ、具体的かつ網羅的に御説明頂きたい。
また、外国人医師を米国（アメリカ）に限定した提案にすることにより上述の懸念要素は容易に
取り除かれるが、この点についても回答いただきたい。
次に２番目の論点であるコミュニケーションについては、「英語によるコミュニケーションを確実に
行うことができる日本人医師と看護師が外国人医師と一緒に医療行為にあたることにより、外国
人医師を含めた全ての医師及び看護師が英語での円滑なコミュニケーションを図ることが可能
であるように整備し、さらにその日本人医師と看護師を通して患者やその家族とのコミュニケー
ションも円滑に行うこと」とした第５次提案時の意見及び「米国人医師と医療従事者間とのコミュ
ニケーションは日々のミーティング及び必要な研修を受けることにより円滑な意思疎通を確立す
る。」とした本提案と対応策を提示させて頂いたが、これらの対応策をもってしても、十分な意思
疎通が行われる保障がないとすれば、どういった場合、十分な意思疎通が図れないかを具体的
にお示し頂きたい。もちろん当方も口頭によるコミュニケーションの大切さは十分理解しているが、
ご回答から推察するに上記２論点を完全に達成しなければ特例措置が実行されないと考えられる

Ｃ -

ご提案のように米国の医師免許を有する者に限定したとしても、米
国の資格を持っている者が我が国の医師免許を有する者と同等以
上の専門的知識及び技能を有しているとはただちに結論づけること
はできない。
また、我が国の医師免許を有しない者は、患者・家族や他の医療従
事者との間で、医学的な判断及び知識に関し、通訳が間に入った場
合でも、日本語による意思疎通が迅速かつ十分にできないおそれ
がある。医療の現場では小さな誤解が致命的な事故を引き起こすこ
とがあり、ご提案の実現は困難である。

1254 1254010

救急専門医（特に小児救急専門
医）である外国人医師が、日本人
等に対する診療を行う目的で入国
し、以下の要件を満たした場合
は、医師法第１７条の特例として当
該外国人医師に就労ビザ（特定活
動２年更新可能）を発給する。
外国人医師に対して左記特例を認
めるにあたって、以下の要件を課
す。
①外国人医師が以下を満たしてい
ること。
・患者に与えた損害を賠償する能
力を有すること。
・米国人医師の専門的知識及び技
能を評価する指標として、日本救
急医学会において適用している基
準を応用し、日本救急医学会専門
医に相当する経験を有すること（５
年以上の臨床経験を有すること、
専門医指定施設またはこれに準じ
る救急医療施設において、救急部
門として 3 年以上の臨床修練を
行った者であること。または、それ
と同等の学識、技術を習得した者
であること。 ）によりその技術、知
識の客観性を確保する。

②外国人医師が以下に該当して
いないこと
・医師法第３条に規定する場合（未

東京都杉並区における救急医療体制の充実、日本の救
急専門医の不足を補完する為に、古くから救急専門医の
臨床研修教育が充実し、多くの救急専門医が一貫した救
急診療に携わっているアメリカ（米国）の救急専門医を招
聘し診療及び指導をさせる。そのために、日本の医師国
家資格を有さない者の医療行為を禁止する医師法の特
例を一定要件を満たした場合に認める。これらにより、病
状の訴えのある外来患者をトリアージから始まり、第三
次救命救急診療まで継続的に診療する体制が整ってい
るアメリカ（米国）の救急医療を行い「杉並ＥＲ」を実現す
る。

医療法人
財団　河
北総合病
院

杉並救急医療特区

090310

外国人研
修生（コメ
ディカル）
の医療従
事に関す
る規制緩
和

○保健師助産師看護
師法第29条、30条、31
条､32条
〔保健師業務の制限〕
第29条　保健師でない
者は、保健師又はこれ
に類似する名称を用
いて、第二条に規定す
る業をしてはならな
い。
〔助産師業務の制限〕
第30条　助産師でない
者は、第三条に規定
する業をしてはならな
い。ただし、医師法（昭
和二十三年法律第二
百一号）の規定に基づ
いて行う場合は、この
限りでない。
〔看護師業務の制限〕
第31条　看護師でない
者は、第五条に規定
する業をしてはならな
い。ただし、医師法又
は歯科医師法（昭和
二十三年法律第二百
二号）の規定に基づい
て行う場合は、この限
りでない。
２　保健師及び助産師
は、前項の規定にか
かわらず、第五条に規
定する業を行うことが
できる。
〔准看護師業務の制
限〕
第32条 准看護師で

外国のコメディカル資格を有する者が
日本で医療に係る業務に従事する場
合、日本の免許の取得が不可欠であ
る。

Ｃ ー

医療の提供は、患者の生命・身体に直接影
響を及ぼすものであるため、医療の専門的
な知識・技能、患者・家族や医師、歯科医
師をはじめとする他の医療従事者との日本
語によるコミュニケーション能力等を有す
ることが必要である。それを確認するため
にはご提案にあるような条件のみではなお
不十分であり、我が国の国家免許の取得は
不可欠であると考えられることから、ご提
案の実現は困難である。

外国人医師及び歯科医師に
ついては、「臨床修練制度」
が設けられているが、それと
同様の制度を外国人コメ
ディカルに対しても設けるこ
とができないか。できないと
すれば、その理由を示され
たい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

○阪神淡路大震災の経験と教訓を全世界に発信し、災害による被害の軽減に努めるこ
とは、被災県としての使命である。
○災害による死傷者の発生を最小限にとどめるためには、医師、看護師、理学療法士
等の災害発生時の初動における実地研修を実施することが必要である。
○特区制度の創設趣旨を活かすとともに、被災県として、災害医療分野において全世
界に貢献したいので、実地研修を行うための県災害医療センタ－における外国人の医
療従事を次の前提条件のもと、認めて頂きたい。
・指導監督に熱意と識見を有する医師、コメディカルの責任のもと、関係機関とも連携
し、万全の体制により、次の基準を満たしている者を対象にする。
（研修生受入基準）
１　医療に関する知識及び技能の修練を目的として本邦に入国していること
２　コメデイカルに関する知識及び技能を有すること
３　外国においてコメディカルの資格を取得した後、３年以上の経験を有すること
４　医療研修を行うのに支障のない程度に日本語又は英語を理解し、使用する能力を
有すること等
・準拠法令：「外国人医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第１７条及
び歯科医師第１７条の特例等に関する法律」第３条　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

Ｃ -

前回も述べたとおり、医療の提供は、患者の生命・身体に直接影響
を及ぼすものであるため、医療の専門的な知識・技能、患者・家族
や医師、歯科医師をはじめとする他の医療従事者との日本語による
コミュニケーション能力等を有することが必要であり、それを確認す
るためには、我が国の国家免許の取得は不可欠であると考えられ
る。
なお、臨床修練制度は、医療研修を目的として来日する外国医師又
は外国歯科医師が研修において診療を行うことができる途を開くこ
とにより、医療分野における国際交流の進展と、発展途上国の医療
水準の向上に一層寄与することを目的とするものである。
ご指摘のコメディカルについては、外国医師又は外国歯科医師と比
較して、上記のような必要性は乏しいものと考えられる。

1225 1225010

外国人研修生（コメディカル：看護
師、理学療法士等）の実地研修を
行うため、「兵庫県災害医療セン
ター」における外国人の医療従事
を認める。

○兵庫県災害医療センターを中心に、ＨＡＴ神戸に集積
している、人と防災未来センター、こころのケアセンター
等の施設や兵庫県立大学看護学部及び兵庫県立広域
防災センター等が連携して、コメディカル（看護師、理学
療法士等）を含めた広範な医療従事者を対象に研修を
実施する。

＜例＞ 公衆衛生学、災害医療、防災に関する知識、技
能、訓練等

○兵庫県災害医療センター（救命救急センター）におい
て、急性期医療の介助、外傷患者の心のケアやＰＴＳＤ
への対応、同リハビリ等の災害医療の時期別の研修、及
びがれきによる閉鎖空間に閉じこめられた被災者に対す
る医療研修（県立広域防災センターを利用）など、兵庫県
にしかできない研修を実施する。

兵庫県
災害医療支援拠点構
想

8／23



０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090320
医師派遣
の自由化

労働者派遣
事業の適正な
運営の確保
及び派遣労働
者の就業条
件の整備等に
関する法律
（昭和６０年法
律第８８号）　
第４条

労働者派遣
事業の適正な
運営の確保
及び派遣労働
者の就業条
件の整備等に
関する法律施
行令（昭和６１
年政令第９５
号）　第２条

医師の労働者派遣については、紹介
予定派遣によるものについては認め
られているが、紹介予定派遣以外の
労働者派遣については、禁止してい
る。

Ｃ ー

医療安全の確保を図る観点から、チーム医
療の円滑な遂行は不可欠。そのため、その
観点を十分に踏まえ、医療分野について本
年３月に紹介予定派遣の形態による労働者
派遣を解禁したところ。現在、医療安全の
確保は全国あまねく最重要の政策課題と
なっており、医師の派遣を無制限に認める
ことは困難である上、特区により一部の地
域のみを特例的に取り扱うことはできな
い。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

医師派遣がチーム医療の円滑な遂行を妨げるとの意見ですが、どのような根拠で医師
派遣がチーム医療を弱体化させるのか明確ではありません。外部からの人材が医療機
関内の活性剤として機能し、サービス・安全の質の向上につながるとも考えられます。
仮に医師派遣が阻害要因になるとしても、医師配置の偏りに伴う医療過疎地域の解消
を見過ごしてもよいという理由にはなりません。医師派遣によって医師の移動がスムー
ズになり医療過疎問題は解消できると考えております。医療安全の確保と、医療過疎
問題の解消は、どちらかが優先するのではなく、両者を平行に推し進めなければならな
い問題です。以上から、改めて医師派遣の自由化を提案いたします。

Ｃ -

　「医療分野における規制改革に関する検討会報告書（平成15年６月）」におい
て、通常の労働者派遣については、下記のような理由から問題があるとされて
いる。
　①派遣先が派遣労働者を特定できないため、医療機関における医療資格者
の労働者派遣については、チーム医療に支障が生じるおそれがあること
　②派遣労働者が頻繁に入れ替わるとすれば、医療スタッフや患者との間のコ
ミュニケーションや信頼関係に支障が生じる可能性があり、患者の視点に立っ
た適切な医療サービスが提供できないのではないかという懸念があること
から、医師の派遣を無制限に認めることは困難である。
　一方、紹介予定派遣については、
　①派遣終業開始前の面接、履歴書の送付等による派遣労働者の特定が可能
であること
　②当該派遣が直接雇用を実現させるために行われるものであることから、派
遣元事業主の意向だけで派遣労働者が入れ替わることは想定されず、そのよう
な問題は防止可能と考えられること
から、紹介予定派遣であれば、医療機関に導入しても差し支えないと考えられ、
十分な人員が確保できていない医療機関もあるという状況も踏まえ、医療分野
について本年３月に紹介予定派遣の形態による労働者派遣を解禁したところで
ある。
　なお、へき地における医師確保対策については、へき地医療拠点病院におい
てへき地診療所等への代診医師の派遣を認めており、それに対する補助を
行っているところである。

1247 1247030
医療機関における医師の派遣を
自由化することを提案いたします。

医療業務関係者の派遣を自由化することによって、医療
機関の人材確保、地域的偏在の解消、労働力需給のミ
スマッチ解消及び、医療機関内部の透明化向上を図りま
す。

株式会社
東京リー
ガルマイン
ド

医療分野における自由
化特区提案

090330
医療広告
規制の撤
廃

医療法（平成
２３年法律第
２０５号）　第６
９条

医業若しくは
歯科医業又
は病院若しく
は診療所に関
して広告する
ことができる
事項（平成１４
年厚生労働
省告示第１５
８号）

病院及び診療所並びに医業及び歯科
医業に関する広告については、医療
法第６９条及び「医業若しくは歯科医
業又は病院若しくは診療所に関して
広告することができる事項」（平成１４
年厚生労働省告示第１６８号）におい
て列挙されている事項についての広
告のみが認められており、それ以外
の広告については、医療法上禁止さ
れている。

Ｃ ー

医療に係る広告規制を撤廃することは、不当な
広告により患者が誘引され、不適切なサービス
による被害を受ける等、問題が生じるおそれが
あるため困難。

現行の制度では、ポジティブ
規制（広告することができる
事項を列挙）となっている
が、これをネガティブ規制
（広告することができない事
項を列挙）とすることはでき
ないか。できないとすればそ
の理由を示されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

不適当な広告に利用者が誘引され、その結果利用者が害される恐れがあるのは、医療
分野に限りません。不適当な医療広告で患者が害されることを防止するための規制の
必要性に関しては認識していますが、現状の限定列挙による規制方法では、医療機関
とその利用者に情報のミスマッチが生じています。そこで、現状の医療法69条等による
強い規制から、一歩規制を緩和し、不適当な広告に利用者が誘引されることを防ぎつ
つ、医療機関と利用者の情報ミスマッチを解消すべきです。具体的には、日本医療機能
評価機構を利用し、医療機関が広告したい事柄を設定し、その事柄の正確・安全性に
ついて認証を与えられれば、広告を可能とするというものです。

Ｃ -

　医療に関する広告を制限してきている理由は、医療分野における以下のよう
な特別な事情からである。
　①医療は人の生命・身体に直接関わるサービスであり、不当な広告により見
る側が誘引され、不適切なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ
て著しいものであること
　②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言か
ら、提供される実際のサービスの質について事前に判断することが困難である
こと
　このようなことから、医療は他の分野と同様とは言えず、医療法第６９条及び
第７１条に掲げられている事項以外は広告できないという限定列挙方式をとって
きているところである。
　広告規制については、従来より、患者による適切な医療機関の選択に資する
ため、数次にわたる規制緩和により、客観的に検証可能と考えられるものは広
告可能な事項として拡大しているところであり、ご提案の日本医療機能評価機
構の認証については、こうした趣旨から困難なものである。
　なお、インフォームドコンセントの理念に基づく医療を推進することは重要だと
考えており、平成１２年の医療法改正において、診療録その他の診療に関する
諸記録に係る情報を提供することができる旨（医療法第６９条第１項第９号）を
広告しうる事項として追加したところである。

1247 1247020

医療機関と利用者の情報のミス
マッチを解消し、利用者に医療機
関を選択するうえでの適切な判断
材料を与えるために、医療広告を
全面自由化することを提案いたし
ます。

現状の制度では、広告が制限されてしまっているため
に、医療機関がスムーズに医療機関自身の情報を利用
者に伝えることができません。利用者の側から言えば、
医療機関を選択する上での判断材料が限られているの
です。広告規制を撤廃することで、患者は自己の判断で
最適と考える医療機関の資料を受けることが可能になり
ます。このことによって、医療機関同士の競争が促進さ
れ、医療サービスの質の向上が図られます。

株式会社
東京リー
ガルマイン
ド

医療分野における自由
化特区提案

090340

保険医療
機関であ
る病院の
施設を利
用した個
人診療所
開業へ向
けた規制
の緩和

（関連通知）

診療所施設に
関する疑義に
ついて（平成１
２年６月８日　
総第１９号）

病院又は診
療所と老人保
健施設又は
特別養護老
人ホームを併
設する場合等
における医療
法上の取扱い
について(昭
和６３年１月２
０日　健政発
第２３号　厚
生省健康政
策局長通知)

 病院又は診
療所と老人保

複数の医療機関の同一建物内におけ
る開設については、それぞれの医療
機関の運営の独立性を確保・明確化
する観点から、当該複数の医療機関
が同一の医療機関と判断されないこ
と、患者の診療に直接供される施設を
共用しないことを条件に認めていると
ころである。

Ｃ ー

提案にあるような、既存の病院の施設及び設備
のうち、患者の診療の用に直接供されるものも
含んで共有をし、個人保険医が診療所を開業し
て外来診療を行うことは、医療機関の独立性の
確保・明確化が担保できず、また、運営主体や
責任の所在が曖昧になることから困難。

貴省の回答にある「医療機
関の独立性の確保・明確
化」は何のため、何に基づい
て求められているのか明確
にされたい。
また、医療機器等を複数の
医療機関が共同利用する際
の問題点についても明らか
にされたい。
併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

ご指摘の頂いた患者の診療の用に直接供するものは診察室及び診察室内に設置済の
医療機器及び備品等であると考えているため、芦屋病院と診療所との間で、突発的な
貸し借りを行うものではないことを申し添えます。また診療所内の機器のメンテナンスは
診療所の責任で行うものとし、さらに診療所外に設置している放射線機器等は診療所
へ賃貸ではなく、芦屋病院が診療所から依頼を受けて芦屋病院の責任において、レン
トゲン撮影等を行うため受託撮影(検査)と位置づけ、会計についても各診療所で独立す
ることから医療機関の独立性の確保･明確化を保っているものと考える。

Ｃ -

　医療機関の独立性の確保・明確化については、医療法第１０条に
おいて医療機関は管理者をおかなければいけない旨規定するととも
に、管理者は原則他の医療機関の管理者であってはならないとして
いるところである。そのような医療法の趣旨に鑑みれば、医療機関
の独立性が担保されない場合には個々の医療機関の管理者が負う
べき責任があいまいになるため、その担保・明確化は当然求められ
るものである。病院と診療所の施設が一体であれば、例えば院内で
病気が感染した場合に責任が不明確になるなどの問題が生じるお
それがあることから、ご提案の契約では、独立性の確保は困難であ
る。
　また、ご提案の中にあるレントゲン撮影については、診療に著しい
影響を及ぼす業務であり、医療法上委託することは認められていな
い。（ただ、当然診療所から病院へ患者を紹介し、レントゲンを受け
ることは問題ない。）
　なお、独立した医療機関における、施設や設備の共同利用につい
ては、医療法第１条の４第４項において、医療技術の普及及び効率
的な医療の提供という観点から促進すべきである旨規定していると
ころであり、明確な責任関係に基づいて利用される限りにおいては
特段の問題は無いと考えている。

1076 1076010

芦屋市立芦屋病院の既存の施設
を利用
し、個人保険医が診療所を開業し
て外来診療をおこなう。そのため
に施設利用目的に関連する規制
を撤廃する。

現在、同病院が外来診療に使用している外来棟の一部
の診療ブロックを、個人の保険医へ貸し出し、診療所とし
て開業・運営する。このことにより以下の効果が見込め
る。
・既存の放射線や検査等の施設及び設備、それに係る
人材の共有・有効利用
・行政財産の有効活用とともに開業医にとっての開業費
用負担の大幅軽減
・病院における紹介率向上等にともなう地域支援体制の
整備
・芦屋市の限られた税財源を効率的かつ有効に運用が
可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　また、最大の効果としては、診療データ
の共有やセカンドオピニオンの推進がなされ診療連携が
よりスムーズになることにより、同一検査の複数回実施な
ど医療費抑制への動きを推進できるとともに、患者にとっ
て安心できる診療体制を提供できるものである。これは
医療政策を考えていく上でも、全国規模で検討すべき提
案であると考える。（別添１：一部再掲）

兵庫県芦
屋市

公立病院効率化構想

090350

一般医療
法人に対
する収益
事業の規
制緩和

･医療法（昭和
２３年法律第
２０５号)第４２
条第１項及び
第２項
･医療法人の
附帯業務の
拡大について
（平成１６年３
月３１日医政
発第０３３１０
０７号）

　一定の公的要件を満たした特別医
療法人については、厚生労働大臣が
定める収益業務を行うことができる。

Ｃ ー

　一定の公的要件を満たす特別医療法人につ
いては、「その収益を当該特別医療法人が開設
する医療施設の経営に充てることを目的とし
て、厚生労働大臣が定める収益事業を行うこと
ができる」こととされており、既に医療法人制度
として収益業務を行うことができる法人類型を
設けているところ。
　提案の一般の医療法人について、特別医療
法人のような公的要件を求めずに収益事業を
行えるようにすることであり、非営利を目的とし
た医療法人制度に抵触するものと考える。
　一方で、医療法人制度については、平成１８
年の医療制度改革に向けて検討していきたい。

「医療法人制度については、
平成１８年の医療制度改革
に向けて検討していきたい」
とのことであるが、その内容
及びスケジュールについて
明らかにされたい。
また、提案を特区において
先行して実施することができ
ないか、再度検討のうえ回
答されたい。
併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

厚生省告示第百八号に規定された内容を検討する限り、今次提案した一般医療法人
における配食サービス事業は告示内容のいずれの要件も満たしており、再度認可を求
めたい。医療法人運営の実際から見ても、医療機関を退院・退所され、且つ食事療養
の必要性のある利用者の割合は半分以下と思われ、それが営利追求或いは収益事業
と見なすとは考え難い。また、特別医療法人は現在の開設数からも分かるように、一般
医療法人が目指すべき方向からは隔たりがあるのではないかと考える。以上のような
現状を踏まえ、一般医療法人においても公益に叶った活動に対しては規制緩和に連な
る広義の解釈を望むものである.

Ｃ -

　医療法人制度については平成１８年の医療制度改革に向けて、本
年１２月より「医業経営の非営利性等に関する検討会」において特
定医療法人及び特別医療法人制度を含めた医療法人制度のあり
方についての見直し作業として、新たな持分のない医療法人制度の
創設に向け議論を開始したところであり、平成１７年の夏頃には検
討会としての結論を得た上、社会保障審議会医療部会の議論を経
て平成１８年の医療法改正法案の提出を目指しているところ。
　ご提案の内容については新たな持分のない医療法人において実
施できる方向で検討したい。　
　なお、提案の一般医療法人が収益業務を行うことについては、特
別医療法人のような公的要件を求めずに収益業務を行えるようにす
るものであり、非営利を目的とした医療法人制度に抵触するものと
考えており、認めることはできない。

1057 1057010

一般医療法人が開設する医療機
関から、在宅居住者、特に食事療
養面でのケアが必要な在宅患者
様に対して、医療機関内で調理し
た食事を有償で提供する。
現行の医療法においては、医療機
関外部への食事提供（配食サービ
ス）は一般医療法人の附帯業務と
して認められていないため、同法
の規制の緩和を求める。

医療施設を活用して、在宅居住者に配食サービスを提供
する。社会的効果として、特区区域内において、利用者
様の、より一層の利便性を図る。また、介護予防の観点
から、体調・体質にあわせた食事を提供することによっ
て、利用者の日々の健康管理の定着、在宅生活の維
持、または在宅回帰を促進するサービスを提供できる。
提案主体においても、既存の設備・人材の有効活用、職
員のサービスの質の向上により大幅な効率化がなされ
る。

医療法人
新生会   　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　 社団法
人　中国
地域
ニュービジ
ネス協議
会

一般医療法人における
配食サービス特区構想
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090360

　特別医
療法人に
移行しよ
うとする医
療法人が
開設する
医療提供
施設に
「介護老
人保健施
設」を追
加

・医療法（昭
和２３年法律
第２０５号)第
４２条第２項
・医療法施行
規則（昭和２３
年厚生省令
第５０号）第３
０条の３５第１
項第２号
・「医療法施
行規則の一
部を改正する
省令」等の施
行について
（平成１６年３
月１日医政発
第０３０１００３
号）
・特別医療法
人について
（平成１０年７
月６日健政発
第８０２号）
・特別医療法

　特別医療法人の公的要件のうち「医
療施設」要件は厚生労働大臣が定め
る基準に該当する病院又は診療所で
あることとされている。

C ー
　提案の介護老人保健施設について「医療施
設」要件に追加することも含め、平成１８年の医
療制度改革に向けて検討する予定。

医療法においては、特別医
療法人に移行可能な医療法
人が営む医療施設として介
護老人保健施設が含まれて
いるにもかかわらず、同施
行規則においては含まれて
いない理由を明らかにされ
たい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

特別医療法人の要件について医療法第４２条第２項第１号では「介護老人保健施設」
は医療提供施設の一つとして認められているが、医療法施行規則第３０条の３５第１項
第２号では「介護老人保健施設」について規定がないのはどうゆう理由からか。また貴
省におけるご検討の時期が平成18年度とのことだが、医療法施行規則に「介護老人保
健施設」を加えるだけとすれば、それほど時間を要するのはどのような理由からか。ご
説明をお願いしたい。（当法人が今回提案の「グリーンピア津南施設運営プロジェクト」
は昭和６０年に年金福祉事業団《平成１３年解散。現在は年金資金運用基金が所管》
により開設された同施設につき地元新潟県津南町が譲渡を受け、当法人がその経営
権を取得しようとするものでありまして、この経営権授受の期日が平成１７年１０月１日
《閣議決定により、全国のグリーンピアは平成１７年度で廃止》とされており、町としては
平成１６年度中にも、契約の相手方を決定したいとしております。当施設の営業休止は
地域経済に多大な影響を与えます。以上の事情を考慮いただきたい。）

C -

　特別医療法人は、地域における安定的かつ公正な医療を提供で
きる医療法人として、その開設する医療施設に支障がない範囲で、
その収益を医療施設の経営に充てることを目的に、厚生労働大臣
が定める収益事業を行うことができるものである。
　このため、医療の非営利原則の下、一定の収益事業を行うことが
できる特別医療法人制度において、介護老人保健施設に係る施設
要件の可否とは関係なく、医療を提供する病院・診療所についての
公的な運営の確保を図る観点からの要件を定めているところであ
る。
　介護老人保健施設の施設要件を追加することは、公的な運営を確
保するための要件が必要であるが、その施設要件の在り方など病
院・診療所の要件等との均衡を考慮するなどの十分な検討が必要
であり、現在、特定医療法人及び特別医療法人制度を含めた医療
法人制度のあり方についての見直し作業を開始し、平成１８年の医
療制度改革において新たな持分のない医療法人制度の創設も含め
て検討しているところであり、新制度の創設に合わせて要件の見直
しを予定している。

1094 1094010

　 医療法（昭和２３年法律第２０５
号）では、「介護老人保健施設」は
医療提供施設の一つとして認めら
れており（第１条の２第２項）、特別
医療法人の業務としても介護老人
保健施設の経営を行うことが想定
されているところ（第４２条第２
項）、医療法施行規則（昭和２３年
厚生省令第５０号）の特別医療法
人関係の条文には「介護老人保健
施設」の規定がなく、特別医療法
人化の要件の一つとして、当該医
療法人が開設する医療提供施設
として「病院又は診療所であるこ
と」等が規定されているにすぎない
（第３０条の３５第１項第２号）。こ
のため、特区において、特別医療
法人化の要件の一つとして「介護
老人保健施設であること」を追加
する。

・医療法人財団光善会が特例をもって特別医療法人とな
ることにより、津南町の委託を受け、「グリーンピア津南」
で次のような事業を展開する。このことは、津南町を中心
とする周辺市町村にとって経済・産業・観光・雇用等あら
ゆる面にプラス効果を発揮し、さらに地域住民の保健・福
祉の面で大きく貢献することができる。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・展開しよう
とする事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　①「グリーンピア津南」が現在運営している施設
(ホテル・多目的ホール・浴場・スキー場・屋内外スポーツ
施設)を基本的に継続して運営し、さらにこれを発展させ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　②それには、利用者にとって魅力あるも
のにする必要があり、「魚沼こしひかり・かかし祭り」「津
南花ごよみ」「大地の恵み祭り」等ユニークなイベントを盛
んに開催し、県内外からの利用者の入り込みを飛躍的に
増大させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　③地元サッカーチーム「アルビレックス新潟」
傘下チームの合宿、練習の場を提供し、それを通じて施
設利用率の向上を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総
合的施設の整備の促進に関する法律」(平成元年法律第
６４号)に基づく「特定民間施設」を施設敷地内に建設整
備し、高齢者のためのユートピア空間を創出する。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤町立
津南病院のハード・ソフト両面にわたる運営上必要な協
調を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　⑥社会福祉法人つなん福祉会特別
養護老人ホーム「恵福園」の運営上の提携・協調を図
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑦施設敷地内に介護老人保健施設・特別養護

　医療法
人財団光
善会

　グリーンピア津南施
設運営プロジェクト

090370

　特別医
療法人に
移行しよ
うとする医
療法人が
開設する
医療施設
等につい
て、近く開
設
されること
が確実な
ものを追
加

・医療法（昭
和２３年法律
第２０５号)第
４２条第２項
・医療法施行
規則（昭和２３
年厚生省令
第５０号）第３
０条の３５第１
項第２号
・「医療法施
行規則の一
部を改正する
省令」等の施
行について
（平成１６年３
月１日医政発
第０３０１００３
号）
・特別医療法
人について
（平成１０年７
月６日健政発
第８０２号）
・特別医療法

　特別医療法人の公的要件のうち「医
療施設」要件は厚生労働大臣が定め
る基準に該当する病院又は診療所で
あることとされている。

Ｃ ー

　近く開設が予定されているものについて要件
の対象に含めることは、当該開設予定医療施
設の事業実績等による要件の確認が出来ない
などの理由により、開設見込みの施設をもって
特別医療法人の申請要件とすることは困難で
ある。
　一方で、医療法人制度については、平成１８
年の医療制度改革に向けて検討していきたい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

貴省のご見解は、近く開設見込みの施設をもって特別医療法人の申請要件とすること
は困難とのことでありますが、現在、東京都葛飾区で特別医療法人の要件に合致する
施設（介護老人保健施設・併設診療所）を、その許可権者である東京都知事にあらかじ
め綿密・詳細な開設計画を提出し、かつ、補助金（平成１６年度東京都介護老人保健施
設施設整備費補助金及び同東京都葛飾区補助金）を得て建設工事を施行中であり、
開設は確実のものであります。ちなみに当医療法人財団の設立認可申請も、開設しよ
うとする施設の事業計画の提出のみをもって医療法第４４条第１項の規定による設立
認可を受けました。一方、本提案は管理コード０９０３６０と表裏の関係にありますので、
止むを得ない場合には、施設開設と同一の日付をもって特別医療法人の設立をご許可
いただきますよう、何卒特例をもってご配意賜りたく再意見の提出に及ぶ次第でありま
す。

Ｃ -

　医療法第４４条第１項の規定は一般の医療法人の設立認可要件であって、特
別医療法人の設立認可要件は医療法第４２条第２項において、「医療法人のう
ち、次に掲げる要件に該当するものは、その開設する病院、診療所又は介護老
人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところによ
り」収益業務を行うことができる、とされている。
　また、医療法施行規則第３０条の３５の公的運営に関する要件のうち、第３号
イ、ハに係る自由診療の制限や、第５号の特別利益供与の禁止規定のうち役
職員１人につき年間の給与支給総額が３，６００万円を超えないことなどの要件
については実績を確認することが必要であることから近く開設が予定されている
ものについては要件に含めることはできない、としているところであり、現在既に
開設済みの医療施設をもって特別医療法人制度の要件を満たすのであれば特
別医療法人への定款（寄附行為）変更申請は可能である。
　さらには、平成１５年１０月の特定医療法人制度の改正に定期報告制度が盛
り込まれたところであるが、現在の特別医療法人制度にはそういった報告制度
が存在せず、開設予定の見込みのみをもって特別医療法人制度への移行を認
可した場合、実際に特別医療法人制度の要件を満たした運営がなされているか
どうか事後的にも確認ができない。
　いずれにせよ、医療法人制度については、平成１８年に向け改革案を検討し
ているところであり、ご指摘の点も含めて考えていきたい。

1094 1094020

  現行の医療法施行規則（昭和２３
年厚生省令第５０号）に基づく通知
では、特別医療法人化の要件とし
て、現に開設している病院・診療所
（・・・している病院、・・・している診
療所）とあるが、近く開設が予定さ
れている（病院・診療所）介護老人
保健施設（・・・しようとしている病
院、・・・しようとしている診療所）は
要件の中に入れられていない。特
区においては、現に開設している
病院・診療所に加え、近く開設が
確実な病院・診療所・介護老人保
健施設についても要件に加える。

・医療法人財団光善会が特例をもって特別医療法人とな
ることにより、津南町の委託を受け、「グリーンピア津南」
で次のような事業を展開する。このことは、津南町を中心
とする周辺市町村にとって経済・産業・観光・雇用等あら
ゆる面にプラス効果を発揮し、さらに地域住民の保健・福
祉の面で大きく貢献することができる。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・展開しよう
とする事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　①「グリーンピア津南」が現在運営している施設
(ホテル・多目的ホール・浴場・スキー場・屋内外スポーツ
施設)を基本的に継続して運営し、さらにこれを発展させ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　②それには、利用者にとって魅力あるも
のにする必要があり、「魚沼こしひかり・かかし祭り」「津
南花ごよみ」「大地の恵み祭り」等ユニークなイベントを盛
んに開催し、県内外からの利用者の入り込みを飛躍的に
増大させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　③地元サッカーチーム「アルビレックス新潟」
傘下チームの合宿、練習の場を提供し、それを通じて施
設利用率の向上を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総
合的施設の整備の促進に関する法律」(平成元年法律第
６４号)に基づく「特定民間施設」を施設敷地内に建設整
備し、高齢者のためのユートピア空間を創出する。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤町
立津南病院のハード・ソフト両面にわたる運営上必要な
協調を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　⑥社会福祉法人つなん福祉会特別
養護老人ホーム「恵福園」の運営上の提携・協調を図
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑦施設敷地内に介護老人保健施設・特別養護

　医療法
人財団光
善会

　グリーンピア津南施
設運営プロジェクト

090380

通所介護
事業所内
でのはり・
きゅう業
務の実施

「指定居宅
サービス等の
事業の人員、
設備及び運営
に関する基準
について」（平
成１１年９月１
７日老企第２
５号厚生省老
人保健福祉
局企画課長
通知）の第８
の１の⑤の
（３）

指定通所介護事業所における機能訓
練指導員は、「理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整
復師又はあん摩マッサージ指圧師の
資格を有する者」と規定されている。

Ｃ Ⅳ

○　指定通所介護事業所における機能訓練
は、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を
防止するための訓練」とされ、また、指定通所
介護事業所における機能訓練指導員は、機能
訓練としてのリハビリの有効性という観点から、
「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護
職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧
師の資格を有する者」と規定されているところ。
○　一方、はり師、きゅう師については、リハビ
リの有効性の観点からすると、現時点において
は、はり、きゅうについてマッサージ等と同様の
機能訓練としての評価を行うことが難しいと考
えており、関連医学分野における更なる評価や
はり・きゅう分野での更なる実績と評価を重ねる
ことが必要であると考えている。

はり、きゅうについてマッ
サージ等と同様の機能訓練
としての評価を行うためには
どの程度の実績が必要とな
るのか明らかにされたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

厚生労働省の諮問機関である高齢者リハビリテーション研究部会の中間報告によれ
ば、これからの高齢者のリハビリテーションは機能訓練のみではなく、様々な専門職が
総合的にかかわっていくことが重要であるとされています。高齢者にとって、はり・きゅう
は痛みを和らげたり、精神的に落ち着いたりと機能訓練重視のリハビリテーションでは
得られない効果があるため、通所介護事業所内の一画を施術所として認めていただ
き、そこではり・きゅう業務を実施させていただけるよう再検討をお願いします。

Ｃ Ⅳ

○はり師、きゅう師を指定通所介護事業所の機能訓練指導員として
位置付けるためには、はり、きゅうについて、リハビリの有効性の観
点から十分な科学的根拠が必要であり、このことは単に一般的な議
論として効果があるとされているだけでは不足であり、当該分野の
専門家等による有効性に係る学術的な評価・知見が十分に蓄積さ
れていることを必要とする。
○こうした観点から御提案事項について検討すると、はり、きゅうに
ついては、未だ十分な科学的根拠が蓄積されているとはいえず、し
たがって、御提案事項を現時点において認めることは困難である。

1160 1160010

はり師・きゅう師等に関する法律で
は施術所を開設しなければ業務を
実施できないとされているが、施術
所の設置基準を満たす通所介護
事業所での業務を許可していただ
きたい。

総合的なリハビリテーションを高齢者に実施する目的で
開設した通所介護事業所「生活リハビリ道場」において、
理学療法士による機能訓練のみをリハビリテーションとし
て提供するのではなく、はり師・きゅう師によるはりきゅう
をリハビリテーションとして位置づけ通所介護事業所内で
実施する。

特定非営
利活動法
人丹後福
祉応援団

通所介護事業所での
はり師・きゅう師業務の
実施

090390

あはき養
成施設学
生（無免
許者）が
イベント等
において
実習を行
うための
特例事項

あん摩マッ
サージ指圧
師、はり師、
きゅう師等に
関する法律
（昭和22年12
月20日　法律
第217号）
あん摩師、は
り師、きゅう師
又は柔道整
復師の学校
又は養成所
等に在学して
いる者の実習
等の取り扱い
について
（昭和三八年
一月九日、医
発第八号の２
各都道府県
知事あて厚生
省医務局長
通知）

あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律（以下「法」と
いう）では、あはき術を「業」として行う
場合、それぞれあはき師免許を受け
なければならない

Ｃ ー

あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又
はきゅうの業務は、医業と密接な関係にあ
り、身体に及ぼす影響が大きいため、公衆
衛生上の危害を防止する観点から、これら
の業を行うには、免許を取得することが必
要である。ご提案では、無免許者であるあ
はき養成施設の学生が実習として、イベン
ト等への一般参加者に対して、あん摩、
マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう
の施術を行うとのことであるが、このよう
な形態で学生に教育を行う必要性が認めら
れず、かつ、イベント等に参加する不特定
多数の対象に無免許者が施術を行うこと
は、公衆衛生上の危害を生ずるおそれがあ
る。したがって、ご提案の実現は困難であ
る。

貴省の回答にある「公衆衛
生上の危害」としてどのよう
なものがあるのか、これまで
そのようなことが実際に起
こった例はあるのか示され
たい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

私たちのやろうとしていることが、厚労省も対処に苦慮していらっしゃるであろう無免許
クイックマッサージなどの医業類似行為ではなく「医業と密接な関係のある業」であると
いう捉え方をしていただけたことにまず感謝を申し上げたい。ご回答のとおり規制があ
る。重々承知している。この規制改革の趣旨から、代替措置の内容を検討した上での
回答なら理解もするが「法的規制があるから実施は困難」という回答はいかがなもの
か。まったくこちらの意図を理解していただけていないようなので、別紙添付によりもう
一度具体的にこの提案と代替措置の説明を補足する。構想実現に向けて何が必要な
のか、これらの内容一つ一つに対してより具体的な厚労省の回答を期待する。

Ｃ -

前回の回答でも申し上げたように、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの
業務は、医業と密接な関係にあり、身体に及ぼす影響が大きいため、公衆衛生上の危
害を防止する観点から、これらを業として行うには、免許を取得することが必要とされて
いるところである。
将来これらの免許を取得すべく養成施設において専門的な知識及び技能を学ぶ学生
に対して、より良い養成を行うことは申し上げるまでもなく重要であると考えているが、
そのことをもって、未だ学問の途上にあり、無資格者である学生に対して、人体に対し
て侵襲性の高いあはきの業務をイベント等に参加する不特定多数の対象に行わせるこ
とについては、それらの人々の身体に及ぼす影響の大きさにかんがみると、許容するこ
とは困難であると考える。
また、自動車免許制度を例に仮免許制度についてご提案されているが、自動車の運転
と、直接人体に対して影響を及ぼすあはきの業務とを同列には論じられない。
さらに、ご指摘の啓蒙活動の意義については十分理解できるが、無資格者である学生
が施術することにより啓蒙活動を行う必要性はないのではないか。
そもそも、あはきの業務については、有資格者が行わなければ人体に危害を及ぼすお
それがあるため、それぞれの免許を受けた者の業務独占とされている。
「公衆衛生上の危害」としてどのようなものがあるのかについては、例えば無資格者が
あはきの業務を行った場合には、それぞれの専門的な知識及び技術を持たないことに
より、力を加える程度・位置、使用するもぐさ等の種類・量等の誤りや、施術の対象者の
身体の状況等を十分に理解・把握できないことにより、骨折、挫傷、火傷等の傷害を負
わせてしまうこと、また、すでに罹患している傷病を悪化させてしまうことなどが挙げら
れる。

1275 1275010

１． あん摩マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師等に関する法律（以下
「法」という）では、あはき術を「業」
として行う場合、それぞれあはき師
免許を受けなければならないとし
ている。専門教育は受けていると
はいえ無免許であるあはき師養成
施設学生が、イベント等であはき
術を行えるようにしたい。
２． 法に規定する「業」とは、「反復
継続の意思を持って施術を行う」と
いうように理解するが、この点にお
いて、単発のイベント等で、あはき
師養成施設の現役学生が「反復
継続の意思」を持って施術すること
を可能にしたい。

１． 滋賀県坂田郡山東町柏原地区（合併後の米原市）で
毎年行われている「やいとまつり」（夏休みを予定）
２． 2005年愛知県で行われる「愛知万博」（滋賀県の出
展時期を予定）
３． その他これらに準ずる自治体主催のイベント、公とな
るあはき業界団体の主催するイベントなどで、あはきの
実演を要請された場合。

やいと
station

イベント等において、あ
はき師養成施設学生
（無資格者）がボラン
ティアであはき術等を
行うことを可能とする構
想

10／23



０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090400

痴呆性高
齢者グ
ループ
ホームに
おける
ショートス
テイの受
入の容認

①　「指定居
宅サービスに
要する費用の
額の算定に関
する基準（短
期入所サービ
ス、痴呆対応
型共同生活
介護及び特定
施設入所者
生活介護に係
る部分）及び
指定施設サー
ビス等に要す
る費用の額に
算定に関する
基準の制定に
伴う実施上の
留意事項につ
いて」第２の１
の（８）
②　介護保険
法第７条第１
５項

①　痴呆性高齢者グループホームに
ついては、短期間に限定したショート
ステイ的な利用形態は実態上行われ
ていないため、平成１６年度より、全
国痴呆性高齢者グループホーム協会
が選定した事業者について、モデル
的に事業を実施することとしている。
②　痴呆性高齢者グループホーム
は、要介護者であって痴呆の状態に
あるものを利用対象者としている。

①Ａ
②Ｃ

①Ⅳ
②Ⅰ

①ショートステイとしての利用について
○　全国痴呆性高齢者グループホーム協会が
選定した事業者以外についても、サービスの質
を確保できるよう必要な条件を付した上で特区
による実施を認める。

○　全国痴呆性高齢者グループホーム協会及
び特区での実績を踏まえ平成１８年４月の事業
展開について検討したい。

②利用対象者について
○　グループホームは、徘徊などの行動障害に
陥りやすく、また、環境変化への適応が困難と
いった痴呆性高齢者の特性を踏まえて、小規
模な居住空間、家庭的な雰囲気、なじみの人間
関係、住み慣れた地域での生活を継続させ、自
発的に行動を組み立てることができなくなった
痴呆性高齢者の失われた能力を再び引き出
し、立て直すことを目的とするものであり、対象
者を痴呆性高齢者に特化したサービス類型で
あることから、痴呆性高齢者以外を利用対象者
とすることは適当ではない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

○地域密着型の介護サービスの実現を図るには、グループホームの多機能化と併せ
て、利用対象者を拡大することが必要と考える。環境変化の適応が困難な痴呆性高齢
者の特性は理解しているが、痴呆性高齢者以外の要介護高齢者と生活を共にすること
で、痴呆性高齢者の失われた能力を引き出すことにも効果があると考えられ、安定した
生活を継続することは可能と考える。

①Ａ
②Ｃ

①Ⅳ
②Ⅰ

＜①について＞
○前回回答した通りである。

＜②について＞
○　前回も回答したとおり、グループホームは、徘徊などの行動障害
に陥りやすく、また、環境変化への適応が困難といった認知症高齢
者の特性を踏まえて、小規模な居住空間、家庭的な雰囲気、なじみ
の人間関係、住み慣れた地域での生活を継続させ、自発的に行動
を組み立てることができなくなった認知症高齢者の失われた能力を
再び引き出し、立て直すことを目的とするものであり、対象者を認知
症の高齢者に特化したサービス類型であることから、認知症の高齢
者以外を利用対象者とすることは適当ではない。
○　なお、介護保険制度の見直しにおいては、グループホーム等に
併設する形で認知症の高齢者に対象を限定せず要介護者に対し
て、「通い」を中心に、「泊まり」を組み合わせて相互的なサービスを
提供する小規模多機能型居宅介護の創設を予定しており、グルー
プホームの併設拠点において、短期入所的なサービスを提供するこ
とは可能となる。

1071 1071010

痴呆性高齢者グループホームは
痴呆性高齢者専用の住居という規
制を緩和し、空き部屋をショートス
テイサービスとして利用できるよう
にするとともに、痴呆性高齢者の
他に医療的ケアの必要のない軽
度の要介護高齢者のショートステ
イの利用を認めるもの

○高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが
利用できるよう、痴呆性高齢者グループホームの空き部
屋をショートステイサービスに利用できるようにするととも
に、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの必要のない軽度
の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるもの。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○痴
呆性高齢者グループホームに多機能のサービスを認め
ることにより、より地域密着型の介護サービスの提供が
可能になるとともに、痴呆性高齢者グループホームへの
体験的入所も可能になり、痴呆性高齢者にとって、施設
選びの選択肢の範囲を拡げることにつながり、家族に
とっても安心感が増すことが期待できる。

福岡県
地域密着型介護サービ
ス提供支援構想

090410

痴呆性高
齢者グ
ループ
ホームに
おける
ショートス
テイの受
入に伴う
人員基準
の緩和

「指定居宅
サービスに要
する費用の額
の算定に関す
る基準（短期
入所サービ
ス、痴呆対応
型共同生活
介護及び特定
施設入所者
生活介護に係
る部分）及び
指定施設サー
ビス等に要す
る費用の額に
算定に関する
基準の制定に
伴う実施上の
留意事項につ
いて」第２の１
の（８）

痴呆性高齢者グループホームについ
ては、短期間に限定したショートステ
イ的な利用形態は実態上行われてい
ないため、平成１６年度より、全国痴
呆性高齢者グループホーム協会が選
定した事業者について、モデル的に事
業を実施することとしている。

Ａ Ⅳ

ショートステイとしての利用について
○　全国痴呆性高齢者グループホーム協会が
選定した事業者以外についても、サービスの質
を確保できるよう必要な条件を付した上で特区
による実施を認める。
○　全国痴呆性高齢者グループホーム協会及
び特区での実績を踏まえ平成１８年４月の事業
展開について検討したい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

○指定短期入所生活介護事業所には医師等配置しなければならないとの人員基準が
あるが、今回の回答においてはそのことについて触れられていない。特区で、痴呆性高
齢者グループホームをショートステイとして利用する場合は、指定短期入所生活介護事
業所の人員基準を適用せず、現行の痴呆性高齢者グループホームの人員基準で対応
すると理解して良いのか、確認を求める。

Ａ Ⅳ

○　痴呆性高齢者グループホームの利用形態の一種として、短期
間に限定したショートステイとしての利用を認めるものであり、人員
基準等はグループホームの運営基準に基づくこととする。
○　ただし、短期利用の場合は、居宅サービス区分に属し、支給限
度基準額を設定すること等、サービスの質の確保や適切な利用の
観点から一定の要件を設定することを考えている。

1071 1071020

指定短期入所生活介護事業所に
は医師等を配置しなければならな
いという人員基準を緩和し、痴呆
性高齢者グループホームの空き部
屋をショートステイサービスとして
利用できるようにするもの。

○高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが
利用できるよう、痴呆性高齢者グループホームの空き部
屋をショートステイサービスに利用できるようにするととも
に、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの必要のない軽度
の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるもの。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○痴
呆性高齢者グループホームに多機能のサービスを認め
ることにより、より地域密着型の介護サービスの提供が
可能になるとともに、痴呆性高齢者グループホームへの
体験的入所も可能になり、痴呆性高齢者にとって、施設
選びの選択肢の範囲を拡げることにつながり、家族に
とっても安心感が増すことが期待できる。

福岡県
地域密着型介護サービ
ス提供支援構想

090420

痴呆性高
齢者グ
ループ
ホームに
おける
ショートス
テイの受
入に伴う
設備基準
の緩和

「指定居宅
サービスに要
する費用の額
の算定に関す
る基準（短期
入所サービ
ス、痴呆対応
型共同生活
介護及び特定
施設入所者
生活介護に係
る部分）及び
指定施設サー
ビス等に要す
る費用の額に
算定に関する
基準の制定に
伴う実施上の
留意事項につ
いて」第２の１
の（８）

痴呆性高齢者グループホームについ
ては、短期間に限定したショートステ
イ的な利用形態は実態上行われてい
ないため、平成１６年度より、全国痴
呆性高齢者グループホーム協会が選
定した事業者について、モデル的に事
業を実施することとしている。

Ａ Ⅳ

ショートステイとしての利用について
○　全国痴呆性高齢者グループホーム協会が
選定した事業者以外についても、サービスの質
を確保できるよう必要な条件を付した上で特区
による実施を認める。
○　全国痴呆性高齢者グループホーム協会及
び特区での実績を踏まえ平成１８年４月の事業
展開について検討したい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

○指定短期入所生活介護事業所には利用定員を２０人以上とし、専用の居室を設ける
ものとする等の設備基準があるが、今回の回答においてはそのことについて触れられ
ていない。特区で、痴呆性高齢者グループホームをショートステイとして利用する場合
は、指定短期入所生活介護事業所の設備基準を適用せず、現行の痴呆性高齢者グ
ループホームの設備基準で対応すると理解して良いのか、確認を求める。

Ａ Ⅳ

○　痴呆性高齢者グループホームの利用形態の一種として、短期
間に限定したショートステイとしての利用を認めるものであり、人員
基準等はグループホームの運営基準に基づくこととする。
○　ただし、短期利用の場合は、居宅サービス区分に属し、支給限
度基準額を設定すること等、サービスの質の確保や適切な利用の
観点から一定の要件を設定することを考えている。

1071 1071030

指定短期入所生活介護事業所の
利用定員を２０人以上とし、専用の
居室を設けるものとする等の設備
基準を緩和し、痴呆性高齢者グ
ループホームの空き部屋をショー
トステイサービスとして利用できる
ようにするもの。

○高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが
利用できるよう、痴呆性高齢者グループホームの空き部
屋をショートステイサービスに利用できるようにするととも
に、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの必要のない軽度
の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるもの。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○痴
呆性高齢者グループホームに多機能のサービスを認め
ることにより、より地域密着型の介護サービスの提供が
可能になるとともに、痴呆性高齢者グループホームへの
体験的入所も可能になり、痴呆性高齢者にとって、施設
選びの選択肢の範囲を拡げることにつながり、家族に
とっても安心感が増すことが期待できる。

福岡県
地域密着型介護サービ
ス提供支援構想

090430

痴呆性高
齢者グ
ループ
ホームと
有料老人
ホーム等
への住所
地特例制
度の適用

介護保険法第

住所地特例制度は介護保険施設（介
護老人福祉施設・介護老人保健施
設・介護療養型医療施設）に適用され
ている

B-2 Ⅰ

○　現在、介護保険制度の見直し作業を進めているとこ
ろであり、次期通常国会に関係法案を提出する予定で
ある。
○　その改正の内容について、平成16年11月10日の全
国介護保険担当課長会議等で示しているとおり、
　・　痴呆性高齢者グループホームや小規模の特定施
設施設入所者生活介護対象施設（有料老人ホーム等、
介護専用型）等については、新しいサービス類型として
身近な地域での利用を前提とする地域密着型サービス
に位置付け、市町村が事業所を指定し、介護保険事業
計画における必要利用者定員総数を超える場合は指
定の拒否を可能とするなど、市町村が中心となって整
備をコントロールできるようにする方向で検討している。
　　　これにより、住所地特例の対象としなくとも、市町
村が自市町村のサービス量を調整できるようになり、
「財政基盤の強化を図り、計画的な介護保険事業を運
営していく」という提案の趣旨は達成できるものと考えて
いる。
　・　小規模以外の特定施設施設入所者生活介護対象
施設（介護専用型）等については、広域的に利用される
一般的なサービスとして、都道府県が中心となり整備を
コントロールすることになるが、その上で、整備された施
設については、他市町村からの転入による施設所在市
町村の財政影響を考慮し、住所地特例の対象とする方
向で検討しているところである。
○　上記の内容は、特区による対応ではなく、次期通常
国会へ提出を予定している介護保険法等の改正におい
て、全国的に対応する予定である。

提案主体は「住所地特例制
度の適用対象施設の拡大」
を提案しているが、痴呆性
高齢者グループホームや小
規模の特定施設施設入所
者生活介護対象施設（有料
老人ホーム等、介護専用
型）等について住所地特例
の対象として認めない理由
を明らかにされたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。
さらに、次期通常国会に関
係法案を提出する予定であ
るならば、年度内に措置（＝
法案の提出）するという整理
になるので、措置の分類欄
を見直されたい。

痴呆性高齢者グループホーム等は、地域密着型サービスに位置づけ、市町村が事業
所を指定し、事業計画における定員総数を超える場合は指定の拒否を可能とするな
ど、整備をコントロールできるようにする方向で検討しているとのことであるが、地域密
着型サービスは、他の市町村から転入して来る方が利用ができないというものではな
い。これでは、整備量の多い松山市に利用者が転入してくることになり、現状よりもさら
に状況が悪化する恐れがある。現在、市外から転入してグループホームに入居してい
る方に対する給付費だけでも１ヶ月に約１千万円の負担となっている。地域密着型サー
ビスについても住所地特例の適用を検討していただきたい。

Ｂ-１
（施行
は平成
１８年４
月）

Ⅰ

○　住所地特例対象者は、自らが居住し、税金を納め、選挙権を有する市町村と、介護
保険の保険者となる市町村が異なるため、自らの加入する介護保険の事業計画の策
定や条例・介護保険料の決定に関与することができない等の問題を有しており、これを
拡大することは慎重な検討が必要である。
○　住所地特例の安易な拡大は、自らの事業計画・保険運営の及ばない他市町村で
行われたサービスにより給付が増大することになる恐れがあることから、かえって保険
者の安定的、計画的な保険財政の運営を妨げることにもなりかねず慎重な検討が必要
である。
○　今般の制度見直しにおいて、痴呆性高齢者グループホームや小規模の特定施設
入所者生活介護対象施設（有料老人ホーム等、介護専用型）等については、地域密着
型サービスに位置付け、市町村が事業所を指定し、介護保険事業計画における必要
利用者定員総数を超える場合は指定の拒否を可能とするなど、市町村が中心となって
整備をコントロールできるようにする方向で検討しており、原則として地域密着型サービ
スを利用できるのは所在地の被保険者に限り、他市町村の被保険者が利用するため
には、所在地の保険者の同意の下それら他市町村のサービスとして当該事業者が指
定を受けなければならない方向で検討しているところである。これにより、住所地特例
の対象としなくとも、市町村が自市町村のサービス量を調整できるようになり、「財政基
盤の強化を図り、計画的な介護保険事業を運営していく」という提案の趣旨は達成でき
るものと考えている。
○　また、サービスの利用者である被保険者の立場から考えた場合にも、高齢期に
なっても、住みなれた地域で人生を送ることは多くの人々の願いであるが、住所地特例
の安易な拡大は、住みなれた地域から遠く離れた地での介護を促進するおそれがあ
り、高齢者介護のあり方の点からも慎重な検討が必要であり、地域密着型サービスに
分類される小規模なサービスについては、住所地特例の対象とすることは適当ではな
い。
○介護保険制度の見直しについては、次期通常国会に関係法案を提出する予定であ
る。
○なお、地域密着型サービスの創設については、平成１８年４月の施行を予定してい
る。

1193 1193010

被保険者が、住所を変更して介護
保険施設（介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護療養型医
療施設）に入所した場合、施設の
所在地の市町村ではなく、転居前
の市町村の被保険者とする住所
地特例を適用しているが、これを
痴呆性高齢者グループホームや
有料老人ホーム等についても適用
する。

被保険者が、住所を変更して介護保険施設（介護老人福
祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に
入所した場合、施設の所在地の市町村ではなく、転居前
の市町村の被保険者とする住所地特例を適用しており、
これによって介護保険施設が偏在した場合でも各市町村
の給付と負担の均衡が図られている。
痴呆性高齢者グループホームや有料老人ホーム等につ
いても同様に住所地特例を適用することにより、本市の
財政基盤の強化を図り、計画的な介護保険事業を運営
していくものである。

愛媛県松
山市

生きいき介護推進特区
構想
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090440

痴呆性高
齢者グ
ループ
ホームと
有料老人
ホーム等
への指定
の適用権
限の市町
村へ移譲

○　介護保険
法第４１条及
び第７０条

○居宅サービス事業者の指定は都道
府県知事が行う。

B-2 Ⅰ

○　介護保険制度の見直しの中で、平成１８年
度から、要介護者の日常生活圏域内にサービ
ス提供の拠点を確保するサービスについては、
市町村がサービス事業者の指定権限を有する
仕組みを設けることとしている（地域密着型
サービス）。その対象となるサービスには、痴呆
性高齢者グループホーム及び小規模な介護専
用型の特定施設入所者介護を含んでいる。

○　なお、地域密着型サービスの内容について
は、本年９月１４日及び１１月１０日に開催した
全国介護保険担当課長会議の説明資料を御参
照いただきたい。

次期通常国会に関係法案を
提出する予定であるならば、
年度内に措置（＝法案の提
出）するという整理になるの
で、措置の分類欄を見直さ
れたい。

Ｂ-１
（施行
は平成
１８年４
月）

Ⅰ

○介護保険制度の見直しについては、次期通常国会に関係法案を
提出する予定である。

○なお、地域密着型サービスの創設については、平成１８年４月の
施行を予定している。

1193 1193020

痴呆対応型共同生活介護と特定
施設入所者生活介護の指定権限
を、利用者や事業者に最も身近な
市町村に移譲する。

痴呆対応型共同生活介護と特定施設入所者生活介護
の指定権限を、利用者や事業者にも身近な保険者であ
る市町村にすることにより、責任の所在を明確にし、市町
村がきめ細かな指導を行うことで、サービスの質も確保さ
れ、介護給付費の適性化も図られる。

愛媛県松
山市

生きいき介護推進特区
構想

090450

介護対象
者の要介
護状態改
善によっ
て事業者
に減収が
あった場
合の補填
制度の導
入

指定居宅サー
ビスに要する
費用の額の
算定に関する
基準（平成１２
年２月１０日
厚生省告示
第１９号）
指定居宅介
護支援に要す
る費用の額の
算定に関する
基準（平成１２
年２月１０日
厚生省告示
第２０号）
指定施設サー
ビス等に要す
る費用の額の
算定に関する
基準（平成１２
年２月１０日
厚生省告示２
１号）

介護報酬は、提供したサービスの内
容に応じて、介護給付費単位数算定
表により単位数を算定する。

Ｃ Ⅲ

○　要介護度が改善した場合にいわゆる成功
報酬として介護報酬を支払うことについては、こ
れを導入することでサービスを提供する上での
事業者のインセンティブになると考られることか
ら、介護保険制度創設時においても議論がなさ
れたところである。
○　しかしながら、当該議論においては、
　　①　在宅サービスを利用していて、要介護度
が改善した後に利用者が事業者を変更した場
合、改善に成功した事業者に対する評価がなく
なる　
　　②　一人の利用者に対して様々な事業者に
よる様々な介護保険サービスが提供されること
が予想される中で、具体的にどの事業者のど
のサービスが要介護度の改善に寄与している
のかどうかの特定が困難であること
　 等の技術的な問題を中心とした指摘がなさ
れ、最終的には見送られた経緯があるところ。
○　こうした経緯を踏まえると、現時点で直ちに
成功報酬を導入することは困難であり、御指摘
の御提案については、平成１８年４月に予定さ
れている介護報酬改定での一つの検討課題と
させていただきたいと考えている。

提案主体は４次提案にて同
内容の提案を行っている
が、貴省における４次提案
以降の検討状況を示された
い。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

回答中の①についての意見。一般的には、要介護状態が改善されると、利用者自身も
身心の機能の回復等を自覚するのであり、その結果、当該事業者に対しては、利用者
からプラスの評価が下されるものと考えられる。従って、ご指摘にある事業者の変更は
少数にとどまるものと推測される。仮に事業者の変更があった場合であるが、利用者か
ら継続して選択されなかったことは、事業者側にも、利用者への対応・企業姿勢等の面
で何らかの責めに帰すべき要因があると考えてよいのであり、事業者が何らかの不利
益を被るのはやむを得ないものと考えても問題はないのではないか。よって、この場合
は、補填金額・補填期間の削減等によって対応すればよいものと考える。
回答中の②についての意見。添付資料の新聞記事にあるように、現在全国の自治体で
は、要介護状態の改善に向けた様々な取組みが行われている（記事は、提案者が居住
する東京都豊島区の「筋力向上トレーニング」「学習療法」に関する取組み内容）。本提
案の意図は、このような、効果がほぼ実証された介護手法の普及・積極活用である。
従って、科学的な検証が不十分な介護手法・有効性に疑問のある介護手法について
は、本提案が実現された場合の活用対象として想定していない。ご指摘の点について
は、提案中の代替措置③にも記載した通り、当該自治体等が予め有効性等を認めた介
護手法を活用した場合に限定してよいものと考える。

Ｃ Ⅲ

○第４次提案に対する回答においても述べたとおり、要介護状態の改善をどの
ように進めるかは大変重要な課題と考えており、自立支援の観点から高齢者の
リハビリテーションの在り方等について専門家から構成される高齢者リハビリ
テーション研究会を開催し、本年１月に中間報告を取りまとめたところである。ま
た、本研究会における報告書も踏まえつつ、次期通常国会に提出予定の介護
保険法の改正法案においては、より介護予防を重視したシステムの構築に向
け、検討を進めているところである。
○一方、要介護度が改善した場合にいわゆる成功報酬として介護報酬を支払う
ことについては、前回の回答においても示したとおり、サービスを提供するに際
しての事業者のインセンティブになることから、要介護状態の改善を進める上で
の一つの検討すべき選択肢ではあると考えてはいるが、介護保険制度創設時
における議論の結果を見ても、前回の例示としてお示しした点も含め、様々な課
題が提示されており、これらの諸々の課題について、社会保障審議会介護給付
費分科会等における専門家の御意見を踏まえながら慎重な検討を行うことが必
要であると考えている。
○したがって、いわゆる成功報酬について、これを直ちに導入することは困難で
あり、平成１８年４月に予定されている介護報酬改定での一つの検討課題とさ
せていただきたいと考えている。

1249 1249010

現行介護保険制度では、介護対
象者への介護サービス提供に対
し、その提供量に応じて介護報酬
が支払われる仕組みとなってい
る。この仕組みによれば、一般的
傾向として、介護対象者の要介護
度が改善され、サービス利用量が
減れば、事業者に支払われる介護
報酬も減少することとなる。本提案
は、事業者を要介護状態改善に向
かわせることを目的としているの
で、このような結果の回避を求め
る。即ち、介護対象者の要介護状
態改善によって事業者に減収が
あった場合、その減収分が一年間
程度補填されるよう、事業者への
介護報酬支払規定が変更されるこ
とを求める。

本提案における事業主体は介護保険制度においての保
険者である自治体である。介護給付費膨張の抑制をめ
ざす自治体が、「要介護状態改善」の効果的な介護手法
を有する事業者と連携することで要介護状態の改善への
取り組みを進める。その促進のインセンティブとして、前
述の介護報酬支払に関する特例を活用する。この仕組
みによって要介護状態の改善が進めば、介護対象者に
おいては自身の健康の回復・保持を、事業者において
は、自らの手法・事業姿勢をアピールすることによるビジ
ネスチャンスの拡大を、期待できる。さらに、多くの介護
対象者に効果が生じることで、自治体にとっては財政負
担削減の効果が期待できる。

豊島区議
会議員　
日野克彰

「要介護状態の改善を
進める『介護保険特
区』」構想

090460

知事が指
定する短
期入所生
活介護の
指定居宅
ｻｰﾋﾞｽ事
業者につ
いて、市
町村長が
指定でき
るように
追加

○　介護保険
法第４１条及
び第７０条

○　居宅サービス事業者の指定は都
道府県知事が行う。

B-2 Ⅰ

○　ご提案のような施設に関しては、介護保険
制度の見直しの中で、平成１８年度から、小規
模多機能型居宅介護（仮称）という新たなサー
ビス類型を設けることとしている。

○　小規模多機能型居宅介護（仮称）とは、「通
い」を中心として、要介護者の様態や希望に応
じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提
供するサービスであり、要介護者の日常生活圏
域内にサービス提供の拠点を確保する地域密
着型サービスとして、市町村がサービス事業者
の指定権限を有することとしている。

次期通常国会に関係法案を
提出する予定であるならば、
年度内に措置（＝法案の提
出）するという整理になるの
で、措置の分類欄を見直さ
れたい。

Ｂ-１
（施行
は平成
１８年４
月）

Ⅰ

○介護保険制度の見直しについては、次期通常国会に関係法案を
提出する予定である。

○なお、地域密着型サービスの創設については、平成１８年４月の
施行を予定している。

1261 1261010

知事の指定を受け、通所介護を
行っている事業者に対して、一定
の要件を備えた事業所に、志木市
長が短期入所生活介護の事業者
として指定できること。

短期入所生活介護の指定居宅サービス事業所は、知事
の指定した事業者に限られているので、下記の基準を満
たした事業者について、志木市長が指定する。

「志木市地域密着型宿泊介護」施設の人員及び施設基
準
①単独型デイサービス提供施設として県の指定を受けて
いること。
②居室は１３．２㎡（８畳）以上で利用者は３人までとす
る。
③介護職員（又は看護職員）は１人を配置する。
④浴室、便所及び洗面設備は要介護者に使用の適した
ものであること。
⑤病状急変時等の対応（協力医療機関の明示）があるこ
と。

埼玉県志
木市

志木市地域密着型宿
泊介護

090470

地域福祉
連携セン
ターの設
置

○　「在宅介
護支援セン
ター運営事業
等の実施につ
いて」（平成１
２年９月２７日
老発第６５５
号）

○　在宅介護支援センターは、老人の
福祉に関し、必要な情報の提供並び
に相談及び指導、主として居宅におい
て介護を受ける老人又はその者を現
に養護する者と市町村、老人の福祉
を増進することを目的とする事業を行
う者等との連絡調整等の援助を総合
的に行うことを目的とする施設であ
る。

D-1 Ⅳ
○　現行制度においても、市役所の一角を在宅
介護支援センターとし、そこに行政サービスの
情報を提供することは可能。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページを見ていただくとおわかりの通り、
全国社会福祉協議会、社会福祉施設、民生委員児童委員協議会、組織図にもあります
が地域福祉の権限、財源も結局全国社会福祉協議会に集まっている。全国在宅介護
支援センターも委託事業でありながら、全国社会福祉協議会のなかに事務局がある。
現行制度では結局地域の取り組みに矛盾がある。民間事業者にも地域福祉に積極的
に取り組むことができるよう規制緩和を求めるものである。

Ｅ Ⅳ

○　在宅介護支援センターの実施主体は市町村であり、市町村は、
適切な事業運営が確保できると認められる場合には、地方公共団
体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することが
できるものとしている。

1008 1008010

　ゴールドプラン２１があっても、ど
んな理想があっても、専門性を追
求する施設団体は増えても逆に、
総合的に対応できない領域のは
ばのきかせあいとなっている現状
を考えたとき、相談窓口としては既
存の窓口を利用してもらうこと、地
域住民の方々には相談窓口をわ
かりやすくお伝えすることができる
機能をもった第三者的中立公平な
ものが必要かと考える。
　痴呆に関する相談窓口を見て
も、岡山県保健福祉部長寿社会対
策課としては、市町村・保健所・保
健センター・最寄りの在宅介護支
援センター・老人性痴呆疾患セン
ター（県内２ヶ所）・岡山県精神保
健福祉センター・岡山県高齢者
サービス相談センター・（社）呆け
老人をかかえる家族の会岡山県
支部と広報を出しています。
　相談窓口はたくさんあっても、何
を相談するかによって相談場所す
らもどこにしていいのかわからない
のが現状です。
　地域住民が最大の利益を受けら
れるかどうかは、地域住民にま
ず、どこに相談すればいいのかを
伝えて情報提供していかなければ
ならない。
専門性を追求している相談窓口

　地域福祉連携センターの大きな力となるのが、在宅介
護支援センターである。一番地域にねざし、社会資源と
の関係ももっている。地域型在宅介護支援センターには
相談協力員がいます。それを構成しているメンバーは、
地域の民生委員、愛育委員、老人クラブ、町内会など、
本当に地域を守っているネットワークを持っている方々で
す。そのネットワークの中に行政サービスの情報を提供
していく。地域福祉連携センターの存在を知ってもらうこ
とで在宅介護支援センターにはない情報をも提供してい
く。今年から倉敷市特定郵便局５５ヶ所の郵便局長が相
談協力員として委嘱をうけています。その強みを生かし、
地域のお店にも情報提供のチラシの協力を依頼し、地域
経済が有する地域住民との関係に地域住民のための情
報発信元として地域住民とのネットワークの中心として働
きをもってもらう。そのなかで地域のお店の福祉に対する
意識が高まり、バリアフリーの意識の向上の効果があが
ればと考える。
　たとえば、高齢者の方々の相談ごとははばが広いで
す。高額医療、高額医療貸付け制度のことすらも知らな
い方が多いです。医療費に対する不安がのけぞれば、
年金に対する不安も取り除く一因になるでしょう。
　お孫さんの乳幼児医療の無料は何歳までかなど。高齢
者のとりまく環境には、いろんな不安があります。
　地域経済、地域住民とかかわるなか、地域の力をお借
りすることで宣伝のコストを下げる努力をし、そのかわり、
地域住民のために情報を提供するという関係の中、お互
いを支えあう関係をつくりあげる指定管理者制度を積極
的に活用し、地域の行政に対する信頼回復をねらい、市
役所の一角に設けたい。
　倉敷市役所市長公室公聴広報課が出している倉敷市
民便利帳も 平成１３年度発行以来とまっています 中核

木村　貴
子

民間や地域の知恵が
主導する経済社会シス
テムの構築のための地
域福祉連携センターの
設置

12／23



０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090480

在宅介護
支援セン
ターの財
源確保

○　「在宅福
祉事業費補
助金の国庫
補助につい
て」（平成４年
３月２日厚生
省発老第１９
号）

○　地域型在宅介護支援センターは、
その運営費について国庫補助を受け
ている。

E Ⅳ

○　在宅介護支援センターの運営に要する経
費については、国庫補助の対象としているとこ
ろ。

○　また、在宅介護支援センターが地域の要援
護高齢者等の心身の状況及びその家族等の
状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ
等の評価を行う場合には、国庫補助事業である
「介護予防・地域支え合い事業」において、「実
態把握加算」を算定できることとしている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページを見ていただくとおわかりの通り、
全国社会福祉協議会、社会福祉施設、民生委員児童委員協議会、組織図にもあります
が地域福祉の権限、財源も結局全国社会福祉協議会に集まっている。全国在宅介護
支援センターも委託事業でありながら、全国社会福祉協議会のなかに事務局がある。
現行制度では結局地域の取り組みに矛盾がある。民間事業者にも地域福祉に積極的
に取り組むことができるよう規制緩和を求めるものである。

Ｅ Ⅳ

○　在宅介護支援センターの実施主体は市町村であり、市町村は、
適切な事業運営が確保できると認められる場合には、地方公共団
体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することが
できるものとしている。

1008 1008020

地域型在宅介護支援センターの
財源は国庫補助から、老人福祉法
に変わり、これからは、市町村財
源に移行していきます。一番地域
に身近である相談窓口である地域
型介護支援センターの存亡の危
機です。

本来ならば、高齢福祉課の管轄である在宅介護支援セ
ンターは、基幹型も地域型も市役所外にその施設を設け
ています。行政は移動が多く、地域型の職員、基幹型職
員も人材が確保されていない。
　そのため、情報の共有、高めあいも進まず、本来一番
優秀に対応しなければならないはずが、まったく機能しな
くても許されるのが現状です。市の委託であればなおさら
責任があるはずなのに、市の委託で委託料でまかなって
いるからサービスの向上がなされていない現状です。民
間であるならば許されない話です。だから、財源も確保さ
れず、やる気のある施設が委託を持ちつづけるのかもし
れない。しかし、それで地域を本当に守ることができるの
だろうか？公平中立である情報提供なくして、本当に地
域を守っていける組織があるのでしょうか？ならば現存
する在宅介護支援センターに業務改善をしていかなくて
はいけない。
たとえば、業務の一つである高齢者実態把握調査にして
も、民生委員にもさせています。地域型在宅介護支援セ
ンターにもさせています。基幹型は失業対策という名目
で、高齢者実態把握調査を人を雇ってしています
　なぜ一本化できないのでしょうか？
　行政は民生委員が訴えてもききません。
　民生委員は地域で重要な役割を果たし、申請書類に
よっては民生委員の印が必要なものもあります。そのこ
とが原因で申請書類が地域から提出されない。逆に、民
生委員の印が必要だからといって、相談・申請ができな
い地域住民がいます。
　本当に中立公平の立場を確保するには、民生委員の
仕組みにも着手していかなくてはいけないし、本当に民
生委員の印がいるのかも検討しなくてはいけない。

木村　貴
子

民間や地域の知恵が
主導する経済社会シス
テムの構築のための地
域福祉連携センターの
設置

090490

地域ケア
会議の
チェック機
関の整備

○　「在宅介
護支援セン
ター運営事業
等の実施につ
いて」（平成１
２年９月２７日
老発第６５８
号）

○　基幹型在宅介護支援センターは、
介護予防・生活支援の観点から、介
護保険外のサービス提供が必要な高
齢者を対象に、効果的な介護予防・生
活支援サービスの総合調整や地域ケ
アの総合調整を行うため、地域ケア会
議を開催することとしている。

D-1 Ⅳ

○　在宅介護支援センター運営事業は、市町村
が行う事業であり、基幹型に置かれる地域ケア
会議についても市町村がその適正な運営にあ
たることとしている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページを見ていただくとおわかりの通り、
全国社会福祉協議会、社会福祉施設、民生委員児童委員協議会、組織図にもあります
が地域福祉の権限、財源も結局全国社会福祉協議会に集まっている。全国在宅介護
支援センターも委託事業でありながら、全国社会福祉協議会のなかに事務局がある。
現行制度では結局地域の取り組みに矛盾がある。民間事業者にも地域福祉に積極的
に取り組むことができるよう規制緩和を求めるものである。

Ｅ Ⅳ

○　在宅介護支援センターの実施主体は市町村であり、市町村は、
適切な事業運営が確保できると認められる場合には、地方公共団
体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することが
できるものとしている。

1008 1008030

各関係機関との連携のために行
われている地域ケア会議は、現在
ただの人権侵害の場でしかありえ
ない。１つの高齢者台帳に基づい
て話をしていても、その台帳自体
の信憑性も低い。生活保護課の情
報に基づいて、すべてそうらしいと
いう情報のもと、つくられた台帳
で、娘がうつ病にされていたり、家
族関係も高齢者虐待と断言された
り、そのことについて基幹型に問
い合わせたところ、後でその方の
本当の状況を確認するということ
でした。確認したところ、高齢者台
帳の候補として３つ出したうち、そ
の１人の台帳を指定し、本来なら
ば、今後どう援助していくかという
ための話し合いであるにもかかわ
らず、今後一切この台帳の家族に
はかかわるなと前もっていわれて
いました。
　形だけの地域ケア会議のため
に、お宅を訪問し、援助しているセ
ンターの職員の行動、思いを踏み
にじり、地域の有力者と人権侵害
の場としてしか生かせないずさん
さ。
　何のための地域ケア会議なの
か、その会議のためにいくら税金
が使われているのか？倉敷市だ
けではなくもっとひどいと聞いてい

地域ケア会議のチェック機能がはたらかないと、行政レ
ベルで人権侵害をしていることを誰もかえることができな
い構造になっているのが現状です。
　それにかかわる人に与える影響を考えても、行政のマ
イナスでしかありえない。
　そのためにも地域福祉連携センターに市町村の社会資
源開発会議の強化を含め、チェック機能をもたせる。
　まず行政レベルでの人権侵害を止めさせる。人材とし
ては委任という形をとり、コストを下げ、第三者に管理、
チェックしてもらうことにより浄化を図る。

木村　貴
子

民間や地域の知恵が
主導する経済社会シス
テムの構築のための地
域福祉連携センターの
設置

090500

ホームヘ
ルパーの
派遣先の
拡大

介護保険法第
居宅において訪問介護を提供した場
合に居宅サービス費を支給する。

C Ⅰ

○　介護保険制度は、被保険者が要介護状態
となった場合においても、可能な限り、その居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるようにサービスを提供
するものである。

○　そのため、ホームヘルプサービスは、要介
護被保険者が居宅においてサービスを受ける
場合に限定しているところであり、居宅以外で
の一時的な滞在における訪問サービスの利用
等は、一義的に日常生活をおくるために不可欠
なものとはいえないことから、原則として給付対
象とすることはできない。

○　なお、医療機関等については、専門のス
タッフが配置されており、それらの者によって
サービスが提供されるべきである。

1140 1140030

現在介護保険法で「居宅」にのみ
訪問が限定されているホームヘル
パーの派遣先を、訪問可能地域や
内容を限定したうえで、ホテルや
福祉施設や医療機関などへ拡大
し、多様化するニーズへの対応を
図る。また「自立支援」の範囲、解
釈を拡大する。

■「福祉」の枠に限定しない小規模多機能・地域密着の
新サービスの開発　　　・現在、当ＮＰＯが企画している緊
急用ショートステイ施設の建設は、宿泊機能付きデイ
サービスの形態をとり運営していく予定であるが、小規模
多機能という考え方や地域密着、また「福祉」という枠組
みを超えた不特定多数へのサービス展開を考え、余暇
的な活用も含めた誰もが気軽に利用できるコミュニティ資
源を建設していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■利用場所は変化しても介護の顔ぶれは変化し
ない安心感と痴呆予防　　　　　・高齢者がショー
トステイやデイサービス（デイケア）等の福祉施設を利用
した場合でも、家族等と外出した先でも、顔なじみのヘル
パーに介助してもらえることやホテルや自宅以外の場所
に泊まっても安心してヘルパーを頼めることは、本人や
家族にとって安心感が大きいだけでなく、痴呆の進行予
防につながる。

特定非営
利活動法
人　雑木
林物語（ざ
つぼくりん
ものがた
り）

向こう三軒両隣ご近所
づきあい再生特区～多
世代交流自然村計画

090510

指定介護
通所事業
所におけ
る放課後
児童の受
入の容認

指定居宅サー
ビス等の事業
の人員、設備
及び運営に関
する基準第９
５条第３項

指定通所介護事業所は居宅要介護
高齢者等に対して、入浴及び食事の
提供、その他日常生活上の世話や機
能訓練サービスを提供する施設であ
る。

C Ⅲ

○　通所介護は、居宅要介護高齢者等に対して、入浴
及び食事の提供、その他日常生活上の世話や機能訓
練サービスを提供するものである一方、放課後児童ク
ラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与
えて、その健全な育成を図ることを目的とするものであ
り、両者は、その目的や提供するサービスの内容、サー
ビスの提供にあたり必要とされる人員や環境が大きく異
なるものである。

○　ご提案は、放課後児童が増加傾向にあるため、整
備されているデイサービスセンターにおいて放課後児
童クラブを実施するというものであるが、そもそも放課
後児童クラブにおける受入児童の拡大は、放課後児童
クラブの整備を行うことにより解決すべき問題である。

○　また、要介護高齢者と児童という全く異なる対象者
に対して全く異なるサービスを同一の時間帯に同一の
場所で提供する場合、それぞれに対して、専門性の高
い適切なサービスを提供することは困難と考えるために
どのような対応が必要なのかについての検討、検証を
行われ、具体的な案があれば示されたい。

要介護高齢者と児童という
全く異なる対象者に対して
全く異なるサービスを同一
の時間帯に同一の場所で提
供する場合、どのような問題
点があるのか明らかにされ
たい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

○本県における待機児童が発生している原因は、既存の放課後児童クラブの受入児
童数が施設面で許容量に達していることにより、新たな児童の受入が困難なためであ
る。安全・安心な子育て環境や健全な子供の育成を図るには必ずしも児童のみの単独
クラブを設置するより、デイサービスセンターを活用することにより、児童の情操教育や
高齢者への効果が期待できる。○この提案においては、児童が専ら使用する室をデイ
サービスセンター内に確保し、通常時間はそれぞれが各々のサービスを受け、一部の
時間帯にふれあいの時間を設けて食堂や機能訓練室でおやつの提供やレクリエーショ
ンを実施することなどによりそれぞれに専門性の高いサービスを提供可能と考える。

Ｄ－１ Ⅲ

○　ご提案のように、児童が専ら使用する部屋を同一の建物内に別
途整備し、通常時間は、要介護高齢者と児童はそれぞれに対応した
サービスを受け、レクリエーションを通じた機能訓練を行う時間帯の
み児童と要介護高齢者等が同一の場所で、両者の安全等や適切な
利用スペースが確保された上でサービスを受ける場合は、要介護高
齢者等の社会的孤立感の解消等にも資すると考えられ、要介護高
齢者等の指定通所介護サービスの提供に支障はないものと考えら
れる。

○　よって、現状の制度下においても、ご提案のとおりに事業の実
施をすることができる。

1070 1070010

介護保険上の指定介護通所事業
所（以下デイサービスセンターとい
う）は専ら指定介護の事業の用に
供するものでなければならないと
いう規制を緩和し、小学校低学年
の放課後児童の受入を認めるも
の。

放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学
校低学年の児童を対象とし、遊びを主体として、児童の
健全育成の場として設置される趣旨から、これを一歩前
進させ、デイサービスセンターに放課後児童を受け入れ
ることにより、３世代が同居した家庭と同じような高齢者
との交流の場を創ることができ、児童の心の健全育成に
効果的と思われる。また、高齢者にとっても孫との交流を
疑似体験でき、意識の活性化が期待できる。

福岡県
児童と高齢者のふれあ
い交流・子育て支援構
想

13／23
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090520

指定介護
通所事業
所におけ
る放課後
児童の受
入に伴う
機能訓練
室等の利
用定員の
緩和

指定居宅サー
ビス等の事業
の人員、設備
及び運営に関
する基準第９
５条第２項

指定通所介護事業所の食堂及び機
能訓練室はそれぞれ必要な広さを有
するものとし、その合計した面積は、３
平方メートルに利用定員を乗じて得た
面積以上とすること規定されている。

C Ⅲ

○　介護保険制度は、国民の共同連帯に基づく
保険料及び公費を財源としていることから、保
険給付の対象としてふさわしいサービスを法定
し、サービスの質の確保のため必要最小限の
基準を定めている。
○　通所介護についても、食事の提供、その他
の日常生活上の世話や機能訓練を実施するた
めに最低限必要な基準が定められており、ス
ペースについては、高齢者に対して適切な日常
生活上の世話や機能訓練を行うため、１人あた
り３㎡の広さを最低限確保することを求めてお
り、これを緩和することはサービスの質の確保
の観点から困難。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

○食堂及び機能訓練室については、一部の時間帯に高齢者と児童のふれあいのため
に、おやつの提供や交流を図るためのレクリエーションを実施し、両者が使用する。
従って、この場合においては一人当たりの面積規定を緩和する。両者が使用する時間
帯を一定時間に制限し、また、受入児童数を２０人未満にするなど安全に支障のない範
囲に制限することによりサービスの質の確保を図ることは可能と考える。なお、この場
合、放課後児童指導員は専任の者を配置することにより、事故等は未然に防止できる
ものと思われる。

Ｄ－１ Ⅲ

○　ご提案のように、児童が専ら使用する部屋を同一の建物内に別
途整備し、通常時間は、要介護高齢者と児童はそれぞれに対応した
サービスを受け、レクリエーションを通じた機能訓練を行う時間帯の
み児童と要介護高齢者等が同一の場所で、両者の安全等や適切な
利用スペースが確保された上でサービスを受ける場合は、要介護高
齢者等の社会的孤立感の解消等にも資すると考えられ、要介護高
齢者等の指定通所介護サービスの提供に支障はないものと考えら
れる。

○　よって、現状の制度下においても、ご提案のとおりに事業の実
施をすることができる。

1070 1070020

デイサービスセンターの食堂及び
機能訓練室の利用定員（３㎡以上
／１人）を緩和し、安全に支障のな
い範囲で小学校低学年の放課後
児童の受入を認めるもの。

放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学
校低学年の児童を対象とし、遊びを主体として、児童の
健全育成の場として設置される趣旨から、これを一歩前
進させ、デイサービスセンターに放課後児童を受け入れ
ることにより、３世代が同居した家庭と同じような高齢者
との交流の場を創ることができ、児童の心の健全育成に
効果的と思われる。また、高齢者にとっても孫との交流を
疑似体験でき、意識の活性化が期待できる。

福岡県
児童と高齢者のふれあ
い交流・子育て支援構
想

090530

社会福祉
施設の設
置基準緩
和による
木材利用
推進

○　特別養護
老人ホームの
設備及び運営
に関する基準
○　養護老人
ホームの設備
及び運営に関
する基準
○　軽費老人
ホーム設置運
営要綱
○　指定居宅
サービス等の
事業の人員、
設備及び運営
に関する基準
○　介護老人
保健施設の
人員、施設及
び設備並びに
運営に関する
基準
○　児童福祉
施設最低基
準

○　特別養護老人ホーム等において
は、要介護の高齢者等をその入所対
象としており、こうした入所者の安全
性を確保する観点から、その最低基
準において耐火及び準耐火建築物で
あることを要件としている。

Ｃ Ⅲ

○　特別養護老人ホーム等の社会福祉施設に
ついては、その入所対象者の性格からすれば、
火災時にすべての入所者が２階以上から迅速
に避難することは極めて困難であると考えられ
る。このため入所者の安全性を確保する観点
から、その最低基準等において耐火及び準耐
火建築物であることを要件としており、この基準
を緩和することは困難である。

○　なお、構造改革特区において認められてい
る特別養護老人ホーム等の木造建築について
は、入所者の安全性を確保する観点からスプリ
ンクラー設備の設置等の防火、消火への十分
な対応を要件として、居室等から外部へ直接避
難することが可能である平屋建てである場合に
限り、規制を緩和しているものである。

火災時にすべての入所者が
２階以上から迅速に避難す
る体制を整えたうえで、一定
の面積以下のものに限定す
るという代替措置を講じたと
しても、木造２階建ての社会
福祉施設を特例で認めるこ
とができないか、再度検討
のうえ回答されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

　本提案は、全国有数の林業県である本県が、森林資源木材価格の長期低迷等、構
造的な不況にあえぐ林業の振興や、環境に優しい循環資源である木材の利用促進を
図るという政策的見地から行っているものであり、まさしく、地域の資源等を活かし、地
域の特性に応じた規制の特例を地域限定で導入するという、特区制度本来の趣旨に
沿った提案であると考えている。
　なお、16年8月に、全国知事会をはじめとした地方６団体が取りまとめた『国庫補助負
担金等に関する改革案』においても、「地方自治体の主体性を制約し、実質的に国が関
与している事例」として“木造による社会福祉施設の整備”を筆頭に掲げ、国による関
与・規制の見直し等を求めているところであり、国としても、本提案の趣旨を御理解の
上、再検討をお願いする。
　なお、今回の回答においては「火災時にすべての入所者が2階以上から迅速に非難
することは極めて困難」とのことであるが、そもそも、避難に要する時間は、施設入所者
やスタッフの人数、施設の配置・構造等によって大きく左右されるものであり、一律に規
定できるものではなく、むしろ、スプリンクラーや避難用スロープの設置等の防火・安全
措置を講じることにより、避難までの時間の確保や待避時間の短縮が図られるものと解
するが、これに対する見解をお伺いしたい。

Ｃ Ⅲ

○　「火災時にすべての入所者が２階以上から迅速に避難する体制
を整えたうえで」というご指摘であるが、特別養護老人ホーム等の社
会福祉施設については、その入所対象者の性格からすれば、仮に
「スプリンクラーや避難用スロープの設置」といった措置を講じたとし
ても、火災時にすべての入所者が２階以上から迅速に避難すること
は極めて困難であると考えられる。従って、入所者の安全性を確保
することを最優先とする観点から、２階以上について耐火及び準耐
火建築物であることの要件を緩和することは困難である。

1163 1163020

【現状】
建築基準法の上乗せ規定で厚生
労働省が施設の耐火・準耐火基
準を設けていることにより、木材の
利用促進が阻害されている事例が
ある。
【提案】
下記の社会福祉施設の構造基準
における、耐火・準耐火の緩和措
置を行うことにより木造２階建て建
築の推進を図る。
○特別養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準
○指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準
○介護老人保健施設の人員、施
設及び設備並びに運営に関する
基準
特区申請の要件となっている「スプ
リンクラーの設置、避難口の増
設、非常警報設備の設置」等の入
所者の防火安全対策の基準を満
たせば、上記厚生省令で「入所者
（利用者）の日常生活に充てられ
る場所を２階以上の階及び地階の
いずれにも設けている場合」に
あっても準耐火建築とする旨の規
制緩和

これまで、厚生労働省の施設設置基準により、県内の社
会福祉法人等が限られた敷地面積の中で木造２階建の
施設を建設することが困難であったが、耐火・準耐火規
制が緩和されれば、木材利用の推進が図られる。

愛媛県
愛媛県公共施設木材
利用推進構想

090540
介護保険
法の規制
緩和

指定居宅サー
ビス等の事業
の人員、設備
及び運営に関
する基準

指定基準の要件を満たせば指定通所
介護、指定通所リハビリテーションの
事業を実施することは可能。

Ｄ－１ Ⅲ

○既存の宿泊施設であっても指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準の要件を満たし、都道府県知事の指定を受
けることで指定通所介護、指定通所リハビリ
テーションの事業を行うことは可能である。

1143 1143010
介護施設に適用するための規制
緩和

既存宿泊施設の介護施設への転用を図っていきます
栃木県藤
原町

旅館ホテル介護構想

090550
介護保険
法の規制
緩和

介護保険法第

市町村は、要介護被保険者のうち居
宅において介護を受けるものが、指定
居宅サービス事業者から居宅サービ
スを受けたときは、居宅介護サービス
費を支給する

C Ⅰ

○　介護保険制度は、被保険者が要介護状態
となった場合においても、可能な限り、その居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるようにサービスを提供
するものである。

○　そのため、保険給付対象となるサービス
は、要介護被保険者が居宅においてサービス
を受ける場合や、介護保険施設に入所した場
合に限定しているところであり、居宅以外での
一時的な滞在における通所サービスの利用等
は、一義的に日常生活をおくるために不可欠な
ものとはいえないことから、原則として給付対象
とすることはできない。

1143 1143020
居住地以外でも居宅サービスを受
けられるように規制緩和を求めま
す

本来であれば居住地でしか受けられない、居宅サービス
を居住地以外でも受けられるようにして、福祉・癒しの観
光地を目指します

栃木県藤
原町

旅館ホテル介護構想
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090560

「介護付
き有料老
人ホー
ム」を第2
種社会福
祉事業に
含める。

老人福祉法
第２９条
介護保険法
第７条
社会福祉法
第２条

　介護付き有料老人ホームは第２
種社会福祉事業に位置付けられて
いない。

C Ⅰ

　老人福祉法に規定された有料老人ホーム
は、相応の負担をしても質の高い生活を希
望する高齢者が自らの選択で入居する施設
であり、介護付き有料老人ホームは、有料
老人ホームのうち、介護保険法に基づく特
定施設入所者生活介護の指定を受けて介護
サービスを提供する施設である。
　社会福祉事業は、要援護者が自立した生
活を送る上で欠くべからざるサービスであ
るため税制上の優遇を行っているが、有料
老人ホームは、上記のように、要援護者の
自立に欠くべからずサービスとはいえず、
社会福祉法に基づく社会福祉事業に位置付
け、税制上の優遇措置を講じる事業である
とは考えていない。
　なお、本提案は、特区において介護付き
有料老人ホームに税制の優遇を求めるもの
であり、特区の趣旨にそぐわないものであ
る。

1220 1220010

社会福祉法第2条に規定されてい
る第２種社会福祉事業に「介護付
き有料老人ホーム」を含め、社会
福祉事業としての設立や運営上の
規制緩和を適用することで、利用
者のニーズに合った地域で介護付
き有料老人ホームを行い、地域が
地域の高齢者を支援し、末永く地
域で生活できるまち作りを行う。

　地域に住む軽度な要介護高齢者の介護問題の解決策
として、「介護付き有料老人ホーム」を整備数の少ない地
域の遊休地等に設置することにより、要介護高齢者が住
みやすい住居の提供及び、食事の提供、２４時間の介護
を、低額で提供したいと考えます。これによって、家での
介護が限界に達している方を受け入れることで、家庭問
題や家庭崩壊、高齢者の虐待問題をいくらかは回避でき
ると考えます。さらに、病院や老人保健施設で待っている
介護を必要とする高齢者に生活する場を提供できるよう
になります。そして、特養入所予定者の行き先を確保し、
社会的入院や入所を減らすと共に、各種の規制緩和を
受けられれば、民間より利用額を安く設定することがで
き、条件さえそろえば生活保護者の受け入れも可能とな
ります。また、住み慣れた地域に建設しているため、家族
や知人との関係を保ったまま、入所ではなく、住み替え
感覚で移住できます。さらに、一般法人と違い、社会福祉
法人は公益法人であるという立場から、行う事業から安
易に撤退したりしないため、入所後に安定した生活が望
めます。また、副次的な効果として、利用者の介護者や
その家族は介護から解放されるために、その空き時間を
ボランティア活動や育児、パートなどの就労に使うことが
できるようになるため、社会的な利益を生むことにもつな
がります。

社会福祉
法人　美
木多園

要介護高齢者が住み
慣れた地域で安心して
生活出来るまちづくり
構想

090570

外国人看
護師受入
（2年程
度のワー
クビザの
発給・延
長の可能
化および
介護保険
配置基準
における
看護師カ
ウントの
承認）

指定居宅サー
ビス等の事業
の人員、設備
及び運営に関
する基準
指定介護老
人福祉施設
の人員、設備
及び運営に関
する基準
介護老人保
健施設の人
員、施設及び
設備並びに運
営に関する基
準
指定介護療
養型医療施
設の人員、設
備及び運営に
関する基準

海外の看護師資格を有する者は認め
ていない。

Ｃ Ⅲ

○　介護保険サービスを利用する高齢者に対
し、安全かつ適切な医療を提供するためには、
日本の看護師資格を有する看護師を配置する
ことが必要である。

○　なお、医療の提供は、患者の生命・身体に
直接影響を及ぼすものであるため、我が国の
看護師免許の取得が不可欠であり、個別に一
部の地域のみに特例的な取扱いを認めること
は困難である。
　また、我が国の看護師国家試験の受験資格
の付与については、厚生労働大臣が保健師助
産師看護師法に基づき付与しているところであ
る。

○　フィリピンとのＦＴＡ交渉においては、我が国
の看護師国家資格の取得を条件に実質的に合
意したところであり、今後、その合意内容に基づ
いてフィリピン人看護師の受入等へ向けた準備
を行っていくこととしている。

ＦＴＡの合意内容に基づいて
フィリピン人看護師の受入
等へ向けた準備を行ってい
くこととしている、とのことで
あるが、その具体的内容及
びスケジュールを明らかにさ
れたい。

Ｃ Ⅲ

　日比ＦＴＡについては、昨年１１月に大筋合意に至ったところである
が、まだ協定文書が完成し、発効している段階ではない。
　今後まずは早期に協定文書を完成させ、できるだけ早く署名でき
るよう、作業を進めることとしている。
　大筋合意の内容としては、フィリピンの看護師国家資格を取得する
等の一定の要件を満たすフィリピン人看護師候補者の入国を認め、
日本語等の研修修了後、日本の看護師国家資格を取得するための
準備活動の一環として、我が国の医療機関で就労することを認め
（滞在期間の上限は３年）、資格取得後は、看護師として就労を認め
るというものである。
　また、円滑な実施のため、適切な送り出し、受入れの仕組みの整
備等を行うこととしている。

5116 51160001

問題点を踏まえ特区で2名程度
を皮切りに、看護師を一年勤務
させ、そこで浮かび上がる問題
点を当法人で整理する。
２）当初質の高いと評判のフィ
リピンの看護師をターゲットに
候補者を数名面接し日本に入国
させる。
３）募集の方法、日本への招聘
はメディカルアソシアが担当す
る。
４）各種社会保険、税等に関し
てもメディカルアソシアが担当
する。
５）規制緩和としては　　2年
程度のワークビザの発給（本人
が希望すればビザの更なる延
長）　　介護保険配置基準にお
ける看護師カウントの承認
６）当法人では当該看護師の能
力、内部での人事問題等に関し
て検討する。以上のことより、
社会福祉法人恵泉会とメディカ
ルアソシア（株）の共同提案と
し、特区構想で問題点をあらい
だし全国展開の礎にしたい。

各国の各分野を業とする法人が、全国又は特区の自
治体において外国人看護師・介護士の教育、人事管
理（派遣・職業紹介）等の事業者指定を受け、フィ
リピンなど東南アジア諸国において、日本国看護師
国家資格受験準備講座、介護士養成講座（日本型介
護施設でのOJTを含）を受託する。日本語能力につ
いては、現地の日本語学校の受講生で、かつ日本語
検定試験の２級（一般的なことがらについて会話が
でき、読み書きができる能力）又は3級以上に合格
した者を、研修生として受け入れる。比国での看護
師養成所卒業者、看護実務経験のあるものは看護
師・介護福祉士国家資格受験の権利を付与する。訪
問看護員については日本又は比国内で同等の教育を
実施。これらの条件を満たしたものが、人事管理法
人より管轄省庁又は自治体へ申請のあった医療機
関・社会福祉施設へ派遣、紹介、紹介予定派遣で斡
旋し、「正看護師、介護福祉士、訪問介護員」とし
て送り出す。日本滞在中は、人事管理法人が生活や
文化指導を行う。在留期限が来たら、人事管理会社
が責任を持って帰国あるいは在留資格の更新手続き
を行う。

社会福祉
法人恵泉
会
株式会社
メディカ
ルアソシ
ア

090570

外国人看
護師の受
入（外国
人の機能
実習移行
対象職種
に介護職
種新設）

技能実習制
度推進事業
運営基本方
針（平成５年
労働省公示）
Ⅰの５(1)、Ⅱ
の３、８(1)イ,
ロ,ハ

　基本方針等に基づき、研修生送出
国のニーズに合致する職種かつ対象
技能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基とする公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開発
促進法に基づく技能検定（５１職種）と
②（財）国際研修協力機構の認定する
評価制度の仕組み（１１職種）がある。

Ｃ ー

　　「技能実習制度」は、日本の労働力の不足を補うた
めのものではなく国際貢献の観点から開発途上国等へ
の効果的な技能等の移転を図ることを目的としており、
一定期間の研修後、研修成果の評価等を行い、一定の
水準に達したこと等の要件を満たした場合に、その後、
雇用関係の下で技術、技能等の熟練度を高める機会を
与えることとする制度である。このように、技能実習後
は母国へ帰国し、修得した技能等を母国の発展のため
に役立てることによる開発途上国への技術移転をその
目的としていることから、技能実習後日本国内に残って
就労することは本制度の趣旨に反するものであり、国
内事業所からの人手不足との要望に応じて対応すべき
性格のものでもない。
　よって、当該要望の実施は困難である。　

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

今提案は、2つの性質を持つものである。1つは、急速な高齢化の進展にともない、介護
分野を担う人材の育成が急がれる中国へ日本の介護技術の技術移転を目的としてい
るところである。2001年より社会福祉法人こうほうえんでは中日友好病院から看護師を
研修生として受け入れ、既に実績があり、効果も見られている。この介護技術を技能実
習移行対象職種に位置づけることにより、OJTを中心とした研修が可能となり、より精度
の高い技術の移転が可能となることを認めていただきたい。

C -

技能実習制度においては、研修生送出国のニーズがあり、対象技
能等の公的評価制度が整備されている職種を技能実習移行対象職
種としているところであることから、当該制度の対象職種とするため
には、関係業界団体等において当該職種に関する評価試験制度を
構築し、（財）国際研修協力機構（JITCO）の認定を受け、研修成果
の評価制度として認定されなければ、当該制度の対象職種とするこ
とはできない。
さらに、介護業務については、医療福祉関連の専門サービスとし
て、高齢者施設入所者等の直接処遇に関連し、人の身体及び精神
に直接関わり、また、他の専門家とのチームワークの中でサービス
を提供することから、専門技術と高度のコミュニケーション能力が求
められるものであり、現在の技能実習制度が対象とする範囲を越え
ている。したがって、当該制度において今回の要望に対応すること
は困難である。
加えて、技能実習制度は、国際貢献の観点から技能実習後母国へ
帰国し、修得した技能等を母国の発展のために役立てることによる
開発途上国への技術移転をその目的としていることから、技能実習
後日本国内に残って就労することは本制度の趣旨に反する。

1084 1084011

外国人の機能実習移行対象職種
に介護職種新設
外国人看護師の労働を伴う介護
技術研修を可能にするための規
制緩和

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会
福祉法人こうほうえんが主に育成と実習場所の提供の
役割を担い、アポプラスステーション株式会社が協働す
ることにより、中国人看護師の受入・介護技術の取得が
より効率的に実現する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）
で介護に関心の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）、大
連（日本語研修所）に受け入れ、日本語研修、基礎介護
研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

社会福祉
法人こうほ
うえん
アポプラス
ステーショ
ン株式会
社

中国人看護師の介護
福祉士養成プログラム

090570

外国人看
護師の受
入（外国
人看護師
の労働を
伴う介護
技術研修
を可能に
するため
の規制緩
和）

技能実習制
度推進事業
運営基本方
針（平成５年
労働省公示）
Ⅰの５(1)、Ⅱ
の３、８(1)イ,
ロ,ハ

　基本方針等に基づき、研修生送出
国のニーズに合致する職種かつ対象
技能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基とする公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開発
促進法に基づく技能検定（５１職種）と
②（財）国際研修協力機構の認定する
評価制度の仕組み（１１職種）がある。

Ｃ ー

　　「技能実習制度」は、日本の労働力の不足を補うた
めのものではなく国際貢献の観点から開発途上国等へ
の効果的な技能等の移転を図ることを目的としており、
一定期間の研修後、研修成果の評価等を行い、一定の
水準に達したこと等の要件を満たした場合に、その後、
雇用関係の下で技術、技能等の熟練度を高める機会を
与えることとする制度である。このように、技能実習後
は母国へ帰国し、修得した技能等を母国の発展のため
に役立てることによる開発途上国への技術移転をその
目的としていることから、技能実習後日本国内に残って
就労することは本制度の趣旨に反するものであり、国
内事業所からの人手不足との要望に応じて対応すべき
性格のものでもない。
　よって、当該要望の実施は困難である。　

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

今提案は、2つの性質を持つものである。1つは、急速な高齢化の進展にともない、介護
分野を担う人材の育成が急がれる中国へ日本の介護技術の技術移転を目的としてい
るところである。2001年より社会福祉法人こうほうえんでは中日友好病院から看護師を
研修生として受け入れ、既に実績があり、中日友好病院からは高い評価を得、効果も
見られている。この介護技術を技能実習移行対象職種に位置づけることにより、OJTを
中心とした研修が可能となり、より精度の高い技術の移転が可能となることを認めてい
ただきたい。

C -

技能実習制度においては、研修生送出国のニーズがあり、対象技
能等の公的評価制度が整備されている職種を技能実習移行対象職
種としているところであることから、当該制度の対象職種とするため
には、関係業界団体等において当該職種に関する評価試験制度を
構築し、（財）国際研修協力機構（JITCO）の認定を受け、研修成果
の評価制度として認定されなければ、当該制度の対象職種とするこ
とはできない。
さらに、介護業務については、医療福祉関連の専門サービスとし
て、高齢者施設入所者等の直接処遇に関連し、人の身体及び精神
に直接関わり、また、他の専門家とのチームワークの中でサービス
を提供することから、専門技術と高度のコミュニケーション能力が求
められるものであり、現在の技能実習制度が対象とする範囲を越え
ている。したがって、当該制度において今回の要望に対応すること
は困難である。
加えて、技能実習制度は、国際貢献の観点から技能実習後母国へ
帰国し、修得した技能等を母国の発展のために役立てることによる
開発途上国への技術移転をその目的としていることから、技能実習
後日本国内に残って就労することは本制度の趣旨に反する。

1084 1084012

外国人の機能実習移行対象職種
に介護職種新設
外国人看護師の労働を伴う介護
技術研修を可能にするための規
制緩和

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会
福祉法人こうほうえんが主に育成と実習場所の提供の
役割を担い、アポプラスステーション株式会社が協働す
ることにより、中国人看護師の受入・介護技術の取得が
より効率的に実現する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）
で介護に関心の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）、大
連（日本語研修所）に受け入れ、日本語研修、基礎介護
研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

社会福祉
法人こうほ
うえん
アポプラス
ステーショ
ン株式会
社

中国人看護師の介護
福祉士養成プログラム
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090570

外国人看
護師の受
入（中国
人看護師
の日本の
介護福祉
士国家資
格の取得
を条件と
する特定
活動の在
留資格許
可）

出入国管理
及び難民認
定法第２条
の２及び別
表第一の五

　出入国管理及び難民認定法別表
第一の五における特定活動として
の中国人看護師の介護福祉士資格
取得は認められていない。

C Ⅰ

　介護分野の在留資格については、現在、
介護分野の労働力は不足している状況にな
く、新たな在留資格を創設し、外国人介護
労働者を受け入れる必要性はないものと考
えている。
　一方、諸外国との経済連携協定交渉を進
めていく過程で、交渉相手国から介護労働
力の受け入れ要望があり、経済連携協定締
結促進の観点から、交渉相手国に限り我が
国の介護福祉士資格取得など一定の要件の
もとに受け入れることを、関係省庁と連携
しつつ検討しているところであるが、その
受け入れにあたっては、犯罪の防止等に留
意し、我が国の労働市場への影響等を勘案
しつつ、国内において慎重かつ十分な検討
が必要であることから、現在進められてい
る経済連携協定交渉とは別に、特区におい
て先行的に実施することは、現在のところ
考えていない。
　なお、中国との経済連携協定交渉は現在
進められていない。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討のう
え回答されたい。

介護保険導入後、介護サービスの質の向上が議論されているところであるが、介護
サービスに従事する介護職員数は約６０万人にのぼり、そのうち、介護福祉士資格取
得者は２７％の１６万人程度である。また、介護福祉士資格合格者の動向をみると毎年
２～３万人の合格者（合格率約４０％程度）にとどまり、その年齢構成は２０代世代が３
割以上を占めている。今後、介護分野においてサービスの質を高めるため、介護福祉
士の資格保持者を基準とするならば、現時点において少なくとも４０万人程の有資格者
が必要であり、少子化を控えることを考えても、早急な対策が必要であると思われる。

C Ⅰ

　福祉分野の職業紹介事業を行っている福祉人材センター・バンク
の平成１５年度職業紹介実績報告によると、「福祉分野」における有
効求人倍率は０．５４となっており、現在、介護分野の労働力は不足
している状況になく、外国人介護労働者を受け入れる必要性はない
ものと考えている。
　なお、介護福祉士の登録者数は順調に増加傾向で推移しており、
平成１６年９月末現在で４０９，３６９人（前年比５８，１０２人増）となっ
ている。

1084 1084020

中国人看護師の日本介護福祉士
資格取得を目的とする特定活動者
の在留資格新設

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会
福祉法人こうほうえんが主に育成と就労場所の提供の
役割を担い、人材ビジネスを事業の柱とするアポプラス
ステーション株式会社が協働することにより、中国人看護
師の受入・介護技術の取得・就労を事業化する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）
で介護に関心の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）に受
け入れ、日本語研修、基礎介護研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

社会福祉
法人こうほ
うえん
アポプラス
ステーショ
ン株式会
社

中国人看護師の介護
福祉士養成プログラム

090580

中国人看
護師の日
本の介護
福祉士国
家資格受
験資格の
要件緩和

社会福祉士
及び介護福
祉士法第４
０条第２項
社会福祉士
及び介護福
祉士法施行
規則第２１
条
出入国管理
及び難民認
定法第２条
の２及び別
表第一の五

　介護福祉士試験受験資格とし
て、中国人看護師の中国での看護
経験は認められていない。

C Ⅰ、Ⅲ

　介護分野の在留資格については、現在、介護分野
の労働力は不足している状況になく、新たな在留資
格を創設し、外国人介護労働者を受け入れる必要性
はないものと考えている。
　一方、諸外国との経済連携協定交渉を進めていく
過程で、交渉相手国から介護労働力の受け入れ要望
があり、経済連携協定締結促進の観点から、交渉相
手国に限り我が国の介護福祉士資格取得など一定の
要件のもとに受け入れることを、関係省庁と連携し
つつ検討しているところであるが、その受け入れに
あたっては、犯罪の防止等に留意し、我が国の労働
市場への影響等を勘案しつつ、国内において慎重か
つ十分な検討が必要であることから、現在進められ
ている経済連携協定交渉とは別に、特区において先
行的に実施することは、現在のところ考えていな
い。
　なお、中国との経済連携協定交渉は現在進められ
ていない。
　また、介護福祉士は、我が国において日本国民を
対象として介護業務を行う者に係る国家資格である
ことから、中国における看護経験を繰り入れること
により、国家試験の受験要件である「３年以上の実
務経験期間」を短縮することは適当でないと考えて
いる。

中国における看護経験が
わが国の介護福祉士の受
験要件である実務経験期
間と関連がないとする理
由を明確にされたい。
また、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検
討のうえ回答されたい。

介護保険導入後、介護サービスの質の向上が議論されているところであるが、介護
サービスに従事する介護職員数は約６０万人にのぼり、そのうち、介護福祉士資格取
得者は２７％の１６万人程度である。また、介護福祉士資格合格者の動向をみると毎年
２～３万人の合格者（合格率約４０％程度）にとどまり、その年齢構成は２０代世代が３
割以上を占めている。今後、介護分野においてサービスの質を高めるため、介護福祉
士の資格を１つの基準とするならば、現時点において少なくとも４０万人程の有資格者
が必要であり、少子化を控えることを考えても、早急な対策が必要であると思われる。
なお、本提案においては、中国で基礎介護研修を実施し、その研修期間を介護業務に
従事した年数に繰り入れるものであるから、現在の介護福祉士国家試験受験資格要件
と遜色がないと思われる。

C Ⅰ、Ⅲ

　福祉分野の職業紹介事業を行っている福祉人材センター・バンク
の平成１５年度職業紹介実績報告によると、「福祉分野」における有
効求人倍率は０．５４となっており、現在、介護分野の労働力は不足
している状況になく、外国人介護労働者を受け入れる必要性はない
ものと考えている。
なお、介護福祉士の登録者数は順調に増加傾向で推移しており、平
成１６年９月末現在で４０９，３６９人（前年比５８，１０２人増）となって
いる。
　また、介護福祉士の受験に必要な実務経験については、介護福祉
士は日本国内での一定の範囲の介護等の業務に従事した期間を対
象とすることとしており、また国内においても、看護業務や、介護に
関するものであっても研修については、介護等の業務の範囲として
認められていないものであり、中国における看護経験や介護研修を
実務経験として勘案することは適当でないと考えている。
　なお、先般大筋合意した日比経済連携協定においても、介護福祉
士国家試験を受験するために、一定の要件を満たすフィリピン人が
日本国内における介護業務について３年以上の実務経験を要する
ものとされたところ。

1084 1084030

中国人看護師の日本介護福祉士
受験資格要件緩和
中国人看護師の中国での看護経
験を日本の介護福祉士受験資格
用件へ繰り入れ、現状の実務経験
年数3年を2年以内に短縮。

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会
福祉法人こうほうえんが主に育成と就労場所の提供の
役割を担い、人材ビジネスを事業の柱とするアポプラス
ステーション株式会社が協働することにより、中国人看護
師の受入・介護技術の取得・就労を事業化する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）
で介護に関心の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）に受
け入れ、日本語研修、基礎介護研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

社会福祉
法人こうほ
うえん
アポプラス
ステーショ
ン株式会
社

中国人看護師の介護
福祉士養成プログラム

090590

民生委員
法第6条
の規制緩
和

民生委員法第

　民生委員法第６条において民生
委員を推薦するに当たっては、
「当該市町村の議会の議員の選挙
権を有する者のうち、人格識見高
く、広く社会の実情に通じ、且
つ、社会福祉の増進に熱意のある
者であって児童福祉法の児童委員
としても、適当である者」から推
薦することとされている。また、
市町村の議会の議員の選挙権の要
件は、公職選挙法第９条第２項に
規定されており、外国籍の者は該
当しないものとなっている。

C Ⅰ

　民生委員・児童委員（民生委員は、民生
委員法に定められており、同時に児童委員
は、相談援助活動の上での能率と効果を高
める観点から、児童福祉法によって民生委
員が兼ねることとなっている。）は特別職
の地方公務員であり、地方公務員の国籍要
件については、「公権力の行使を行う公務
員となるためには日本国籍を必要とする」
こととされている。
　民生委員・児童委員については、児童委
員として児童虐待等の立入調査権に基づく
公権力の行使を行うことなどから、民生委
員法の規定にかかわらず、日本国籍を必要
とする。

民生委員が児童委員と兼
ねることとなっている理
由・必要性は何か。提案
主体は、民生委員につい
て永住外国人が就くこと
を認めるよう求めている
のであり、必ずしも児童
委員資格の緩和を求めて
いないと思料されるが如
何。

C Ⅰ

  民生委員と児童委員はその職務内容が相互に関連しており、限ら
れた人員の中、同一人が担当することが民生委員及び児童委員の
円滑な活動に資すること、また、支援を受ける者の負担の軽減にも
資することから、民生委員と児童委員を兼務させているものである。

1005 1005020

民生委員法第6条で民生委員の推
薦を受ける為の資格は「当該市町
村の議会の議員の選挙権を有す
る者」に限られているが、この要件
を緩和し永住外国人にも適用でき
るようにする。

当市は、豊かな自然環境を活かしながら、市民の一人ひ
とりをかけがえのないものとして大切にし、違い・特色を
尊重し、それぞれが支えあい、生かしあって、そして高め
あって生きるいわば「調和と発展のまほろば」の里づくり
を目指しています。このような中、永住外国人市民の
方々は、長年、丹後の住民として地域や地域住民と共に
歩んでこられ、地元住民と一体となってのまちづくりをは
じめ地域社会の中で責任と義務を果たし、地域の中での
信頼関係を深めてこられています。このため、支配的な
制度利用などのご懸念を仮にも招くことのないような制度
的な工夫、担保の検討も視野に入れ、これらの永住外国
人市民の方々に、特区として地方参政権を付与すること
により、一層、人権が大切にされ、一人ひとりがますます
尊ばれ、ひいては信頼感で深く結ばれる、安心で希望の
もてる地域社会、国際社会からも評価され信頼される共
生社会の創造に貢献していきたい。

京都府京
丹後市

市民との共生によるま
ちづくり特区
～国境を越え、京丹後
市のまちづくりでひとつ
になる～

090600

民生委員
の推薦及
び指揮監
督権限の
市町村長
への委譲

民生委員法
第５条及び
同第１７条
児童福祉法
第１２条、
同第１２条
の２及び同
第１３条

　
　民生委員法第５条において、民
生委員の選出方法は、市町村に設
置された民生委員推薦会が推薦し
た者について、都道府県に設置さ
れた社会福祉法第７条第１項に規
定する地方社会福祉審議会の意見
を聴き、都道府県知事の推薦に
よって、厚生労働大臣が委嘱する
こととされている。
また、民生委員法第１７条におい
て、民生委員はその職務に関し
て、都道府県知事の指揮監督をう
けることとされている。
　児童福祉法第１２条において、
民生委員は児童委員に充てられる
こととされている。
　また、児童福祉法第１２条の２
第３項において、児童委員は、そ
の職務に関して、都道府県知事の
指揮監督を受けることとされてい
る。　
　　
　　

D-1,C Ⅰ

　民生委員の推薦については都道府県知事
の行う民生委員・児童委員の推薦事務は、
地方自治法の事務処理特例の規定（地方自
治法第２５２条の１７の２）に基づき、都
道府県が条例の定めるところにより、市町
村へ事務の移譲を行うことができるものと
されているので、現行制度で対応可能であ
る。
　民生委員の指揮監督権限の市町村長への
委譲については、民生委員・児童委員の活
動において、様々な福祉課題を解決するた
めに、市町村を超えたエリアを対象として
設置される専門機関である福祉事務所、保
健所、児童相談所等との密接な連携・協力
が必要な場合が多く、このような連携・協
力を適切に行うにあたっても、市町村域を
超えた都道府県による監督が大きな役割を
果たすものである。よって指揮監督権限に
ついては、現行通り都道府県知事とするこ
とが適当である。

貴省回答では、指揮監督
権については都道府県知
事にあるとしながら、推
薦事務については市町村
に移譲できるとのことだ
が、指揮監督についての
責任と委嘱にあたってそ
の選考過程に関わること
で取扱いに違いが生じる
ことについて、その考え
方を示されたい。
また、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検
討のうえ回答されたい。

民生委員の活動は、市の区域で展開され、実態上も市行政と一体不可分の活動を展
開している。草加市に限らず、都市自治体に福祉事務所が置かれていることは言うまで
もない。折に触れ、児童相談所等との調整が必要であるにせよ、だから知事の指揮監
督権に置かなければならないというのは論理の飛躍である。回答のように、「民生委員
が広域的な連携協力関係のもとに活動するものであるから知事の指揮監督権下に置
かなければならない」とするなら、これを都道府県の事務とすることが妥当ということに
なる。この点の整理を含め、この事務の一義的な責任主体はどこかを明確にし、その上
で、役割と責任、そして権限を一致させるよう求める。

D-1,C Ⅰ

   民生委員・児童委員の大臣委嘱にあたって適格な方を選任する
ための手続である推薦と、民生委員・児童委員活動の健全な発展を
図るために行う指揮監督とは、その目的も役割も異なるものであり、
その権限の所在に係る取扱いについても、それぞれの目的や役割
に応じて規定されるものと考えている。なお、民生委員・児童委員の
指揮監督権限については都道府県知事としているが、民生委員法
第１７条第２項及び児童福祉法第１３条第１項により、市町村長に民
生委員・児童委員の職務に関する個別の指導等の権限を与えてい
る。この市町村長の指導と都道府県知事の広域的観点からの指揮
監督を併せて運用することにより、民生委員・児童委員制度の円滑
な運営がなされることを期待しているものである。

1256 1256010

現行において、都道府県知事の推
薦によって厚生労働大臣が委嘱す
ることとされている民生委員・児童
委員（以下「民生委員」という。）に
ついて、市町村長の推薦により厚
生労働大臣が委嘱することとし、
同時に、民生委員の指揮監督権も
都道府県知事から市町村長に委
譲する。

　民生委員は、市町村の区域において住民の立場に
立って相談、援助等の社会福祉活動を行うものとされて
いるが、その選任等は、民生委員法及び同法施行令に
より、次のように行われている。
ア　市町村に市町村長が委嘱する民生委員推薦会をお
く。
イ　民生委員推薦会は民生委員を推薦する。
ウ　都道府県知事は、これをもとに、都道府県社会福祉
審議会の意見を聞いて民生委員を推薦する。
エ　厚生労働大臣が民生委員を委嘱する。
オ　民生委員は、その職務に関して都道府県知事の指
揮監督を受ける。
　これを、特区認定を受けた市町村においては、次のよう
に改める。
・都道府県知事に替わって市町村長が民生委員を推薦
し、指揮監督を行う。
・都道府県知事は、必要に応じて、広域的観点からの調
整、民生委員への啓発、研修活動等の支援を行う。

埼玉県草
加市

生き生き地域福祉特区
（民生委員の推薦及び
指揮監督権限を市町村
長に委譲）

16／23



０９　厚生労働省
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「措置
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ロジェ
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提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090610

新たな
「児童養
護促進施
設」の体
制の整備

児童福祉法
（昭和２２年法
律第１６４号）
第４１条、第４
５条
児童福祉施
設最低基準
（昭和２３年厚
生省令第６３
号）第４１条～
第４７条

児童の入所施設は、児童福祉法の規
定に基づき、設置運営されている。
また、児童養護施設は、保護者のな
い児童、虐待をされている児童その他
環境上養護を要する児童を入所させ
て、これを養護し、あわせて自立を支
援することを目的とする施設である。

Ｃ －

   児童養護施設については、従前から、被虐待
児個別対応職員、心理療法担当職員、総合的
な家族調整を担う家庭支援専門相談員（ファミ
リーソーシャルワーカー）を配置するなどして、
個々の入所児童の状況や問題に即した対応が
できるように、体制の充実に努めてきたところで
ある。
　また、家庭的な雰囲気の中できめ細やかな処
遇を行うため、ケアの小規模化や地域小規模
養護施設の推進にも努めている。　
　
   さらに、施設退所後の自立を支援するため、
児童入所施設を退所した児童に対し、共同生
活を営みつつ就業等の支援を行う児童自立生
活援助事業（自立援助ホーム）も実施されてい
るところである。
    現在、以上のような取組を進めており、ご提
案にある処遇内容については、これらの児童養
護施設の処遇等において取り組まれていくべき
ものと考える。

1082 1082010

全国の公私「児童養護施設」は、
その体制強化が必要であるに拘ら
ず、経済的経営・処遇内容、共に
危機にひんしている。例えば、ある
成績不振の公立施設は、民間へ
の払下げ・売却を行って、他部門
の公的財政の調整財源に充てよう
とする傾向まで有る。支援処遇内
容についても、養護自立指導、不
登校児指導、就学児卒後就職指
導、分園自活指導、レクリエーショ
ン指導、等多岐にわたるが、それ
らは必ずしも統合化されていない
ために、個々の児童の本来必要な
処遇になり得ていない。児童養護
施設体制が現状のままでは、やが
てその存立は危ぶまれる。そこで
現在の施設体制の強化を超えて、
新規に「児童養護促進施設」の体
制を提案し、その構築を促す。

（１）新規…「児童養護促進施設」の構築、全国各域に１
箇所、計５箇所（２）施設の規模、種類…（各箇所宛）敷地
２万坪、建物５千坪、鉄筋３階建、各種運動設備、野菜生
産設備、食品生産加工設備（パン、麺類、等）（３）入所者
定員…５０名　宿泊室５０室＋両親の宿泊設備（４）職員
定員…５０名　宿泊室１０室（５）専門職員…栄養士蝶理
士、スポーツ指導士、精神身体管理士、職業士（６）経営
主体…公益法人（７）設立費用…国費５億円、自治体費
２.５億円、 民間費　２.５億円

飯田精一
児童養護促進施設構
想（現　児童養護施設）

090620

幼稚園と
保育所制
度の一元
化

児童福祉法、
児童福祉法
施行令

幼稚園は学校教育法に基づく学校で
あり、保育所は児童福祉法に基づく児
童福祉施設である。

Ｃ Ⅰ

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２
００３」（平成１５年６月２７日閣議決定）において
検討することとされた「就学前の教育・保育一体
として捉えた一貫した総合施設」については、平
成１６年度に基本的な考え方のとりまとめを行
い、平成１７年度に試行事業を実施し、平成１８
年度からの実現を目指している。

平成１６年度に基本的な考
え方のとりまとめを行い、平
成１７年度に試行事業を実
施し、平成１８年度からの実
現を目指している、とのこと
であるが、その具体的内容
及びスケジュールを明らか
にされたい。

Ｃ Ⅰ

○　「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、平成１６年度中に基本的な考え方をとりまとめた上で、平
成１７年度に試行事業を先行実施し、平成１８年度から本格実施を
行うこととしている。
○　厚生労働省・文部科学省においては、社会保障審議会児童部
会と中央教育審議会幼児教育部会の合同の検討会議を設置して検
討を進め、１２月２４日に総合施設の基本的なあり方について報告
書が取りまとめられたところである。
○　また、厚生労働省・文部科学省においては、平成１７年度予算
案において、平成１７年４月から公立１５箇所、私立１５箇所におい
て試行事業を実施するための経費を計上しているところである。
○　今後のスケジュールについては、これらの試行事業の結果も踏
まえた上で、具体的な制度設計を行い、平成１８年度から本格実施
することとしているところである。

1251 1251010
現行の幼稚園・保育所制度の再
構築

港区芝浦４丁目芝浦アイランド開発地区内において新設
する新たな子育て支援施設を幼稚園機能と保育所機能
を一体化した乳幼児・児童向け施設として整備運営す
る。平成16年度基本・実施設計、平成17～18年度工事、
平成19年４月オープン予定、約2000㎡、想定定員（幼稚
部　　３歳　　20名　　４歳　　５０名　　５歳　　５０名　　計
120名、保育部　０歳　１２名　１歳　１５名　２歳　18名　３
歳　20名　　　計６５名　　合計　１８５名）

港区
豊かな都心居住と子育
て活動を支えるすこや
か特区

090630

高齢者施
設と児童
養護施設
の併設に
関する省
庁間の連
携と規制
の一体化

児童福祉法
（昭和２２年法
律第１６４号）
第４１条、第４
５条
児童福祉施
設最低基準
（昭和２３年厚
生省令第６３
号）第４１条～
第４７条
高齢者の居
住の安定確
保に関する法
律（平成１３年
法律第２６号）
第３０条、第３
１条

　児童福祉施設の設置認可は、都道
府県知事が行う。
　高齢者向け優良賃貸住宅の供給計
画の認定は、都道府県知事が行う。
　児童の入所施設は、児童福祉法、
児童福祉施設最低基準の規定に基
づき、設置運営されている。
　児童養護施設と他の社会福祉施設
等との併設は、それぞれに定められ
た基準を満たせば、可能である。

Ｅ －

   施設の設置認可等は、都道府県知事が行う
こととなっており、都道府県における窓口の一
元化については、各自治体が地域の実情に応
じて判断するものである。
　 なお、同一敷地内に、別の種別の社会福祉
施設等を併設することは、それぞれの施設等に
ついて、定められた基準に基づき運営できる状
況にあれば可能である。　
　

1019 1019010

現状の課題として「少子高齢化」が
問題と
なって居るが、本来この問題は表
裏一体
を成すものと考えられる。高齢者
施設とし
ては、厚生労働省所管の「老人福
祉施設
」国土交通省所管の「高齢者向け
優良賃貸住
宅」が考えられ、児童福祉施設に
関しては
厚生労働省が所管して居るが、本
件に対
する庁内一体意識を高める事によ
り、より
実効のある施策実施可能と思わ
れる。
特に、国土交通省所管の「高齢者
向け優良賃
貸住宅」制度と｢児童養護施設」と
の整合
性は無く、合一施設として有用性
に対する
認識が看過されて居る。高齢者の
「生き
甲斐と自立性」児童の「豊かな情
緒の育
成」は、共に充足され得る施設か
ら涵養
されるが事が 運営的にも財政的

本計画は、現在開発を完了した用地
30000㎡に
1.高齢者向け優良賃貸住宅若しくは有料老
人ﾎｰﾑ（収容人員100名）
2.児童養護施設（50名）
3.供用施設（医療施設・厨房施設・遊戯
施設等）を本、併合施設により、高齢者
の自立度を高め、児童の精神的育成を
図り、相互に「心身の故郷」を創設する。
特に、高齢者施設に関しては、一世代
では無く二世代・三世代を視野に長期
ｻｲｸﾙでの負担軽減を図る。
児童養護施設に関しては、地域の過疎
化・高齢化対策を視野に子供達が永住
の地として選択出来うる地域環境を整え
、自治体より受け入れを促進する。
本来の複合施設の目的である実効ある
運営と、相互の家族意識による物心両面
の真のｹｱｰを図る。

三紘企業
株式会社

高齢者施設並び交通
災害遺児等児童養護
施設併用特区構想

090640

「知的障
害者援護
施設の設
備及び運
営に関す
る基準」、
「指定知
的障害者
更生施設
等の設備
及び運営
に関する
基準」に
規定する
通所授産
施設にお
ける、主と
して施設
外での作
業訓練を
行う施設
形態の認
容

知的障害者
援護施設の
設備及び運営
に関する基準
（平成１５年厚
生労働省令
第２２号）第４
９条　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
指定知的障
害者更生施
設等の設備
及び運営に関
する基準（平
成１４年厚生
労働省令第８
１号）第４９条

　知的障害者通所授産施設において
は、施設内における授産活動のみな
らず、施設外における授産活動も行
われている。

Ｄ－１ ー
　知的障害者通所授産施設における授産活動
については、現行制度においても、施設外での
作業訓練は可能である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

施設内授産活動を行なう目的で設立された知的障害者通所授産施設が施設外での作
業訓練を行なうことは可能であるが、「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する
基準」、「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準」は施設内授産活
動を前提としているため施設外授産活動を目的とした施設の新設の許可は得られな
かった。当事業団で計画している授産施設は基本的には施設外での作業訓練（公の公
園や民間の事業所の清掃、高齢者などで介護保険のヘルパーには頼めない場所の清
掃等）を目的としており、施設内作業訓練より外部の人との接触が多くなるため社会性
を育み、労働の目的を理解し、努力の必要性を確認することができる。

Ｄ－１ -
　知的障害者通所授産施設における授産活動については、現行制
度においても、施設外での作業活動は可能である。

1040 1040011

「知的障害者援護施設の設備及び
運営に関する基準」、「指定知的障
害者更生施設等の設備および運
営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓
練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運
動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼
食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託
により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができるこ
ととする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、
河川敷などの清掃業務を地方自治体から受託する。　　　
　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個人の家、特に高
齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

社会福祉
法人岐阜
市社会福
祉事業団

施設外作業訓練授産
施設構想
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090650

「知的障
害者援護
施設の設
備及び運
営に関す
る基
準」、
「指定知
的障害者
更生施設
等の設備
及び運営
に関する
基準」に
規定する
通所授産
施設にお
ける、作
業室又は
作業場と
食堂の兼
用の認容

知的障害者
援護施設の
設備及び運営
に関する基準
（平成１５年厚
生労働省令
第２２号）第４
９条　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
指定知的障
害者更生施
設等の設備
及び運営に関
する基準（平
成１４年厚生
労働省令第８
１号）第４９条

　知的障害者援護施設の設備及び運
営に関する基準及び指定知的障害者
更生施設等の設備及び運営に関する
基準の規定により、知的障害者通所
授産施設においては作業室又は作業
場及び食堂を整備することとなってい
る。

Ｃ ー

　知的障害者通所授産施設における利用者の
生活習慣の確立、衛生管理及び作業環境の確
保の観点から、作業室又は作業場と食堂を兼
用することは認められない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

基本的に施設外での作業訓練で外へ出て、昼食だけに授産施設へ帰ってくることは無
駄が多いため、作業場所で昼食を摂ることになる。そのとき「知的障害者援護施設の設
備及び運営に関する基準」、「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基
準」に規定する食堂を確保することは、効率的ではない。ただし、雨天のときなど一部の
作業訓練ができないときもあるため、作業室または作業場を確保する必要はあると思
われる。そのときだけ、昼食をそこで摂る必要があるが、衛生管理には注意を払いた
い。

Ｃ -

　知的障害者通所授産施設における食堂の確保は、単に食事をと
る場所というだけでなく、利用者の生活習慣の確立、衛生管理の観
点から重要なものであり、作業室又は作業場と食堂の兼用は認めら
れない。

1040 1040012

「知的障害者援護施設の設備及び
運営に関する基準」、「指定知的障
害者更生施設等の設備および運
営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓
練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運
動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼
食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託
により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができるこ
ととする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、
河川敷などの清掃業務を地方自治体から受託する。　　　
　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個人の家、特に高
齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

社会福祉
法人岐阜
市社会福
祉事業団

施設外作業訓練授産
施設構想

090660

「知的障
害者援護
施設の設
備及び運
営に関す
る基
準」、
「指定知
的障害者
更生施設
等の設備
及び運営
に関する
基準」に
規定する
通所授産
施設にお
ける、運
動場必置
基準の緩
和

知的障害者
援護施設の
設備及び運営
に関する基準
（平成１５年厚
生労働省令
第２２号）第４
９条　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
指定知的障
害者更生施
設等の設備
及び運営に関
する基準（平
成１４年厚生
労働省令第８
１号）第４９条

知的障害者援護施設の設備及び運
営に関する基準及び指定知的障害者
更生施設等の設備及び運営に関する
基準の規定により、知的障害者援護
施設の設備及び運営に関する基準知
的障害者通所授産施設においては、
運動場を整備することとなっている。

Ｄ－１ ー

　現行制度においても、利用者の支援に支障が
ない場合には、運動場について、専ら当該指定
通所授産施設の用に供するものでなくてもよい
こととしている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

施設外授産活動を目的とした授産所を開設するときは、運動場として活用できる場所を
確保します。 Ｄ－１ -

　指定知的障害者通所授産施設には運動場を整備することとしてい
るところ。

1040 1040013

「知的障害者援護施設の設備及び
運営に関する基準」、「指定知的障
害者更生施設等の設備および運
営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓
練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運
動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼
食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託
により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができるこ
ととする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、
河川敷などの清掃業務を地方自治体から受託する。　　　
　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個人の家、特に高
齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

社会福祉
法人岐阜
市社会福
祉事業団

施設外作業訓練授産
施設構想

090670

「知的
障害者
援護施
設の設
備及び
運営に
関する
基準」
に規定
する通
所授産
施設に
おけ
る、調
理室必
置基準
の緩和

知的障害者
援護施設の
設備及び運営
に関する基準
（平成１５年厚
生労働省令
第２２号）第４
９条

　知的障害者援護施設の設備及び運
営に関する基準の規定により、知的
障害者通所授産施設においては、調
理室を整備することとなっている。

Ｄ－１ ー
　現行制度においても、知的障害者通所授産施
設における調理室は、利用者の支援に支障が
ない場合には、設けないことが可能である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

外部で調理した給食を、安全で衛生面に配慮した体制で提供できるよう、場所及び業
者を選定します。 Ｄ－１ -

　現行制度においても、知的障害者通所授産施設における調理室
は、利用者の支援に支障がない場合には、設けないことが可能であ
る。

1040 1040014

「知的障害者援護施設の設備及び
運営に関する基準」、「指定知的障
害者更生施設等の設備および運
営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓
練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運
動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼
食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託
により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができるこ
ととする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、
河川敷などの清掃業務を地方自治体から受託する。　　　
　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個人の家、特に高
齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

社会福祉
法人岐阜
市社会福
祉事業団

施設外作業訓練授産
施設構想

090680

１人の居
宅介護従
業者によ
るサービ
スについ
て、複数
の障害者
が共同で
利用する
ことの可
能化

法令上明確な
規制は設けら
れていない
が、居宅生活
支援費の支
給は個人給
付となってい
る。

　身体障害者、知的障害者及び障害
児の居宅生活支援は個別給付となっ
ており、
①家事援助
②移動介護
は、障害者一人に対し、一人以上の
居宅介護従業者が支援を行ってい
る。

①Ｃ
②Ｂ－
２

①ー
②Ⅰ

　一人の居宅介護事業者によるサービスを複
数の障害者が共同で利用することについては、
現行法令上明確な規制は設けられていない
が、居宅生活支援費の支給は個人給付となっ
ており、①及び②について、ご提案のような居
宅支援の利用形態は実際上困難となっている。
　②の移動介護については、現在行っている障
害保健福祉制度改革の中で、地域の特性や利
用者の状況に応じたサービス提供が可能とな
るよう、柔軟な事業形態の創設を検討してお
り、平成１７年度から、法改正により対応するこ
ととしている。

次期通常国会に関係法案を
提出する予定であるならば、
年度内に措置（＝法案の提
出）するという整理になるの
で、措置の分類欄を見直さ
れたい。
また、提案主体は、「共同利
用の内容、方法等につい
て、あらかじめ市町村、事業
者等による調整を行うことと
し、これにより、障害者の状
態、希望等に応じ、効率的
に適切なサービスを利用す
ること」を示しており、このよ
うな方法になったとしても家
事援助について複数の障害
者が共同で利用することは
認められないのか、再度検
討のうえ回答されたい。
併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討
のうえ回答されたい。

居宅介護支援（家事援助）については、個人給付の
形をとりつつ、①複数の障害者にまたがる利用調整
を行うこと、②支援費を利用者間で按分すること、等
により、実態に即した適切な支給決定と効率的な
サービス利用が可能になる（例：共同で生活する知
的障害者が、調理、掃除等のサービスを共同で利用
する場合）と期待されることから、複数の障害者によ
る共同利用が有効と考えられる。

Ｃ -

　一人の居宅介護事業者によるサービスを複数の障害者が共同で
利用することについては、現行法令上明確な規制は設けられていな
いが、居宅生活支援費の支給は個人給付となっており、ご提案のよ
うな居宅支援の利用形態は困難である。

1129 1129010

１人の居宅介護従業者によるサー
ビスについて、複数の障害者が共
同で利用することを可能とする。

　障害者（身体障害者、知的障害者及び障害児）の居宅
介護支援は、個々の障害者ごとに提供することとされて
いるが、これを緩和し、家事援助及び移動介護につい
て、１人の居宅介護従業者によるサービスを、複数の障
害者が共同で利用することを可能とする。
　その際、共同利用の内容、方法等について、あらかじ
め市町村、事業者等による調整を行うこととし、これによ
り、障害者の状態、希望等に応じ、効率的に適切なサー
ビスを利用することが可能となる。

北海道
共同利用型の障害者
居宅介護支援

18／23



０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090690

身体障害
者デイ
サービス
施設･レス
パイト事
業所によ
る訪問看
護の提供
の可能化

介護保険法
（平成９年法
律第１２３号）
第７条第８項

健康保険法
第８８条

介護保険制度における訪問看護は、
病状が安定期にあり、居宅において
療養上の世話又は必要な診療の補
助を要する者に対して行われる

医療保険における訪問看護制度につ
いては、在宅療養の推進を図る観点
から、健康保険法第８８条第１項の規
定により「疾病又は負傷により居宅に
おいて継続して療養を受ける状態に
ある者」であって、主治医が訪問看護
の必要性を認めた者を対象としてお
り、身体障害者デイサービス施設・レ
スパイト事業所における医療的ケア
は対象とならない。

Ｃ Ⅰ

○　御指摘のとおり、医療的ニーズの高い要介護者に
おいて、要介護者の家族へのレスパイトを目的とした通
所系サービスの必要性があることについては承知して
おり、平成１６年７月３０日にとりまとめられた社会保障
審議会介護保険部会中間報告においても、「在宅ケア
をめぐる課題の一つは、医療ニーズの高い難病などの
在宅療養の支援である。こうしたケースは、訪問系サー
ビスだけでは限界があり、家族は常時の介護のため身
体的にも精神的にも重い負担を負っている。一方、現行
の通所系サービスでこうした医療面でのニーズに対応
できるものは数少ない。こうした状況の中で、訪問看護
ステーションの現場で家族等のレスパイトのために、日
中の一定時間要介護者を預かる取組が始まっており、
家族支援に成果をあげている。このような機能を併せ持
つ複合型のサービスについても、新たなサービス形態と
して検討を進めることが望まれる」とされているところで
ある。
○　このような指摘を踏まえ、訪問看護を利用するよう
な医療的ニーズの高い要介護者に対する適切なサービ
スの在り方について、次期通常国会への介護保険法等
の提出及び平成１８年４月の介護報酬の改定に向けて
検討をすることとしている。
○在宅療養は、本来通院困難な者について行うもので
あることから居宅を条件にしているものであり、身体障
害者デイサービス施設・レスパイト事業所に通所してい
る障害者は通院困難とは言えないことから、訪問看護
制度の対象とはならなない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

訪問看護の対象者は健康保険法第８８条に定める主治医が居宅において継続して療
養を受ける状態にあると認めた者とされており、通院可能か否かのみで判断されるもの
ではない。現在、医療的ニーズの高い利用者は、居宅外のサービス利用が制限される
ため、家に閉じこもり、社会との唯一の繋がりが看護師の訪問であり、家族の負担も多
大である。本提案は、地域密着型の福祉の実践、安心できる居宅外のサービスの提
供、地域在宅ケア等現場の実情に応えた生活の質の向上を目指すものである。平成１
５・１６年度日本訪問看護振興財団の事業で厚生労働省採択の未来志向研究プロジェ
クト「通所看護」と本申請は同様の内容と考えるが、否認点を示されたい。

Ｃ Ⅰ

現在、医療保険制度及び介護保険制度における訪問看護は、居宅において継続
して療養を受ける状態にある者又は療養上の世話等を要する者に対して実施す
ることとされているところであり、身体障害者ディサービス施設、レスパイト
事業所に訪問して行う看護は対象とはならない。
　障害者ディサービスについては、障害者又はその介護を行う者につき、手
芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護の方法の指導、入浴、食事の提
供等の福祉サービスを提供することを目的とするものであり、医療を提供する
ことは想定していないところである。
　むしろ、現行制度においても、肢体不自由児通園施設や重症心身障害児
（者）通園事業の制度があり、医療が必要な障害者等はこれらを活用すること
により対応が可能であると考える。
　なお、現在進めている障害保健福祉制度改革においては、医療を要する障害
者に対してよりよい支援が提供できるよう、事業体系の再編を行い、病院及び
診療所等において、機能訓練その他必要な医療及び療養上の管理、看護等の便
宜を提供する事業を設けることとし、次期通常国会に障害者自立支援給付法案
（仮称）を提出することとしているところである。
　また、介護保険制度においても、社会保障審議会介護保険部会中間報告のご
指摘を踏まえ、訪問看護を利用するような医療ニーズの高い要介護者に対する
適切なサービスの在り方について、次期通常国会への介護保険法等の提出及び
平成１８年４月の介護報酬の改定に向けて検討をすることとしているところで
ある。

1175 1175010

・居宅において訪問看護を受けて
いる身体障害者が、介護保険法第
７条第８項及び健康保険法第８８
条第１項、老人保健法第４６条の５
の２第１項でその者の居宅におい
て行うと規制されている訪問看護
を居宅以外の身体障害者デイ
サービス施設又はレスパイト事業
所で利用を可能とするもの。

・訪問看護を利用して在宅生活を維持している身体障害
者は、継続的な医療サービスができないことにより、身体
障害者デイサービス施設又はレスパイト事業所の利用が
できない状況にある。
・そこで、医療的ニーズの高い身体障害者が、社会参加
や生活意欲向上のために身体障害者デイサービス施設
又はレスパイト事業所を利用しているとき、日常生活を掌
握している看護師による訪問看護の提供を訪問看護事
業として実施する。
・この事業の効果として、訪問看護を利用して継続的な
医療サービスを受けている身体障害者が、身体障害者
デイサービス施設又はレスパイト事業所の利用をできる
ようになり、結果として、身体障害者の社会参加が促進さ
れることによる生活の質が向上し、また、家族が緊急時
や休息に利用することにより、身体的・精神的負担を軽
減することができる。

愛知県丹
羽郡大口
町 　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　社会福
祉法人　
おおぐち福
祉会

障害者地域生活看護
ハートフル作戦

090700

障害者
ホームヘ
ルプサー
ビスの通
勤、通学
等の利用
制限の緩
和

身体障害者
居宅生活支
援事業の実
施等について
（平成１２年７
月７日障第５
２８号厚生省
大臣官房障
害保健福祉
部長通知）
障害者・児
ホームヘルプ
サービス事業
について（平
成１２年７月７
日障第５２９
号厚生省大
臣官房障害
保健福祉部
長通知）

　現行の身体障害者居宅介護、知的
障害者居宅介護及び障害児居宅介
護による外出時の移動の介護等の便
宜は、重度の視覚障害者及び脳性ま
ひ者等全身性障害者であって、社会
生活上必要不可欠な外出及び余暇活
動等社会参加のための外出をすると
きにおいて、適当な付き添いを必要と
する場合に提供されるものであり、通
勤、営業活動等の経済活動に係る外
出、通年かつ長期にわたる外出及び
社会通念上本制度を適用することが
適当でない外出は含まれない。

Ｃ ー

　通勤、通学、営業活動等の経済活動等に係る
外出等については、勤務先、学校等が必要な
支援を行うべきものであるため、公費助成のあ
るホームヘルプサービスを利用することは適当
でない。
　今回の提案は、現行の事業対象を拡大するも
のであり、実現された場合には新たな財政支出
を伴うものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

〇一人では外出や移動が困難な障害者に対して、現実には、通学､通勤及び営業活動
等に係る支援がないことから、学びたい、働きたいと望む障害者の権利が阻害され、自
立を目指す障害者の意欲の低下にもつながっている。
〇厚生労働省が公表された、今後の障害者福祉に関する「改革のグランドデザイン案」
においても、自立支援型の施策に重点を置くとの方向性が示されており、障害福祉施
策としての支援を行うことが不可欠であり、再考されたい。
〇また、新たな財政支出については、自立する障害者が増えることは、結果として、社
会保障全体にかかる負担が軽減することとなる。

Ｃ -

　通勤、通学、営業活動等の経済活動等に係る外出等については、
勤務先、学校等が必要な支援を行うべきものであるため、公費助成
のあるホームヘルプサービスを利用することは適当でない。
　今回の提案は、現行の事業対象を拡大するものであり、実現され
た場合には新たな財政支出を伴うものである。

1182 1182010

〇身体障害者、知的障害者及び
障害児の通勤、営業活動等の経
済活動及び通年かつ長期にわた
る外出時に係る障害者ホームヘ
ルプサービスの利用を可能とす
る。

〇支援費制度を利用する際、「通勤、営業活動等の
経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出」
においても利用可能とすることにより、就労や就学
の機会が生まれ、障害者が健常者と同様に、地域社
会において自立した生活を営むことができるように
する。

大阪府
障害者の地域生活支
援特区

090710

知的障害
者グルー
プホーム
の定員要
件の緩和

知的障害者
福祉法に基づ
く指定居宅支
援事業者等
の人員、設備
及び運営に関
する基準（平
成１４年厚生
労働省令第８
０号）第８４条
第１項

知的障害者グループホームの定員は
４人以上７人以下とされている。

Ａ Ⅲ

　知的障害者グループホームの利用者に個室
を提供するための適当な物件の確保が困難で
ある場合に、地方自治体の障害者計画、地域
の住宅物件事情及びニーズ等を総合的に勘案
し、当該特例措置の適用を希望するグループ
ホーム事業者の指定権者である都道府県及び
援護の実施者となりうる市町村が、やむを得な
いと判断する場合には、入居定員を３人以上７
人以下とする知的障害者グループホームの設
置を可能とする。この場合の単価については、
入居定員が４人の場合の単価を適用することと
する。
　なお、当該特例措置を実施するにあたって
は、当該措置についての支援に係る事務が円
滑に行われるよう、当該措置の実施希望主体
が都道府県である場合には、援護の実施者と
なることが見込まれる市町村と、当該措置の実
施希望主体が市町村（指定都市、中核市を除
く。）である場合には、当該措置の適用を希望
するグループホーム事業者の指定権者である
都道府県等との間において、十分な調整を行う
ものとする。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

〇大阪府内におけるグループホーム入居者は、障害程度の重い者が多く、現行の支援
費単価では、グループホームの運営が厳しい状況にある。３人定員のグループホーム
についても、同様のことが予測される。このため、グループホームの支援費単価につい
ては、質の高いサービス提供を保障する実態を踏まえた単価を設定とすべきである。

①Ａ
②Ｃ
③Ｄ－
１

①Ⅲ
②-
③-

①知的障害者グループホームの利用者に個室を提供するための適
当な物件の確保が困難である場合に、地方自治体の障害者計画、
地域の住宅物件事情及びニーズ等を総合的に勘案し、当該特例措
置の適用を希望するグループホーム事業者の指定権者である都道
府県及び援護の実施者となりうる市町村が、やむを得ないと判断す
る場合には、入居定員を３人以上７人以下とする知的障害者グルー
プホームの設置を可能とする。
②当該特例措置は、住宅事情により特例的に定員条件を緩和した
ものであって、入居定員を３人以上とする知的障害者グループホー
ムについて、定員が３人の場合の新たな単価を設定することは、新
たな財政支出を伴うものであり、認められない。
③なお、グループホームをはじめ支援費制度の対象サービスの単
価については、事業所の経営状況等を把握し適宜見直すこととして
おり、平成１７年度においても、支援費事業経営実態調査を行うこと
としているところである。

1182 1182020

知的障害者グループホームの定
員は４人～７人とされているが、
「家」の確保を容易にするために
は、これを３人以上に緩和する。

施設福祉重視から地域福祉重視へと障害者福祉施策の
方向が転換するなか、入所施設から地域への移行を促
進するためにも、障害者の地域生活の場としてのグルー
プホームの設置促進が重要な課題となっている。
しかしながら、本府のような都市部においては、入居者
居室を個室として提供するための物件（４ＬＤＫ以上）の
確保が困難となっているので、定員要件を緩和（3人以
上）し、グループホームのさらなる増設を図る。

大阪府
障害者の地域生活支
援特区

090720

特定知的
障害者授
産施設の
指定要件
の拡大

医療法第４２
条第１項
農業協同組
合法第１０条
第１項
知的障害者
福祉法（昭和
３５年法律第
３７号）第１５
条の２４第２
項

知的障害者福祉法第１５条の２４に規
定する指定知的障害者更生施設等の
指定の対象は、申請者が地方公共団
体又は社会福祉法人である場合とさ
れている。

Ｂ－２ Ⅰ

　現行制度において、知的障害者福祉法等に
規定する指定施設支援を提供することができる
施設の実施主体は地方公共団体又は社会福
祉法人とされているところであるが、現在進め
ている障害保健福祉制度改革において、既存
の施設体系を機能に応じて再編し事業として新
たに位置づけ、再編後の事業の実施主体につ
いて、社会福祉法人以外の法人に拡大すること
を検討しているところであり、平成１７年度から、
法改正により対応することとしている。

次期通常国会に関係法案を
提出する予定であるならば、
年度内に措置（＝法案の提
出）するという整理になるの
で、措置の分類欄を見直さ
れたい。
また、「社会福祉法人以外
の法人に拡大することを検
討している」とのことである
が、この中に提案者が想定
している「厚生農業協同組
合連合会」が含まれるのか
明らかにされたい。

Ｂ－１ Ⅰ

○ご指摘の通り、措置の分類をＢ－１に見直す。

○次期通常国会に提出を予定している障害者自立支援給付法（仮
称）において、当該法律に基づくサービスを提供する事業者等として
都道府県知事の指定を受けることができる事業者及び施設につい
ては、法人であればよいこととする方向で検討をしているところであ
り、厚生農業協同組合連合会も指定事業者の対象となるものと見込
まれる。

1152 1152010

知的障害者授産施設の指定を受
けることのできる団体は、地方公
共団体又は社会福祉法人に限定
されているところ、適正な運営がな
されると認められる場合は、厚生
農業協同組合連合会が指定を受
けられることを可能とする。

医療を行う厚生農業協同組合が組合員及び地域福祉増
進の観点から、知的障害者（通所）授産施設を支援費制
度の下で行うことにより、医療と福祉が一体となった運営
が行われることとなる。
特に本町のような過疎地では、病院は地域の拠点施設
であり、病院が福祉事業を行うことにより、新たな地域づ
くりが進むことが見込まれ、より一層の地域福祉の増進
が図られる。

長野県小
海町

医療と福祉連携特区
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090730

児童（障
害児）ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽ事
業が対象
としていな
い児童の
指定ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽ事
業所の利
用の可能
化

身体障害者
福祉法、知的
障害者福祉
法、児童福祉
法、介護保険
法、児童デイ
サービスに係
る居宅生活支
援費の支給
対象となる児
童について
（平成１５年６
月６日障第０
６０６００１号
厚生労働省
社会・援護局
障害保健福
祉部長通知）

現行の障害児通園（デイサービス）事
業は、通園になじむ障害のある幼児
を対象としている。

Ｃ ー

　現行の障害児通園（デイサービス）事業は、通
園による指導になじむ障害のある幼児を対象と
している事業である。今回の提案は、現行の事
業に加えて新たに中高生についても補助金の
対象としてほしいとの要望であり、実現された場
合には、従来の補助金が拡大され、新たな財政
支出を伴うものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

今回の提案は、補助金の対象として欲しいということではなく、現行
制度では児童デイサービスの対象となっていない12歳から18歳未満
の児童をデイサービスの対象とし、介護保険法による指定通所介護
事業所、身体障害者福祉法等による指定デイサービス事業所を利
用可能にするという、制度面での特例措置を要望しています。三重
県としては県単独事業として実施することを予定していますが、たと
え、県単独事業として財源を県で負担するとしても、特例措置は不
可能でしょうか。

Ｄ－１ -

○現行の障害児通園（デイサービス）事業は、通園による指導にな
じむ障害のある幼児を対象としており中高生は対象としていないとこ
ろであるが、対象となる者の支援に支障を来さない範囲において、
県単独事業としてご提案の事業を行うことについては妨げない。

○介護保険法による指定通所介護事業所、身体障害者福祉法等に
よる指定デイサービス事業所を、１２歳以上１８歳未満の障害児が
利用することについても、対象となる者の支援に支障を来さない範
囲において、県単独事業としてご提案の事業を行うことについては
妨げない。

1037 1037010

児童（障害児）デイサービス事業
の対象を広げ、12才～18才未満
の障害児も、児童デイサービスの
対象とし、介護保険法による指定
通所介護事業所、身体障害者福
祉法による指定デイサービス事業
所、知的障害者福祉法による指定
デイサービス事業所、児童福祉法
による指定デイサービス事業所の
利用を可能とする。

介護保険法による指定通所介護事業所、身体障害者福
祉法による指定デイサービス事業所、知的障害者福祉
法による指定デイサービス事業所、児童福祉法による指
定デイサービス事業所にて、児童（障害児）デイサービス
の対象となっていない障害のある中学生、高校生に対し
デイサービスを行うことにより、保護者の就労支援、レス
パイトを図る。

三重県

児童（障害児）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽ事業が対象としてい
ない児童のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業

090740

外国人研
修生の保
険等の加
入手続の
緩和

厚生年金保
険法第９条
雇用保険法
第４条、第６
条

  公的年金制度においては、老齢、障
害、死亡時の本人又は遺族の生活保
障の観点から、国籍を問わず適用事
業所に常時使用される労働者を厚生
年金保険の被保険者としている。
外国人技能実習生は、一定期間の研
修期間を経た者が、雇用関係の下で
技能実習をするものであり、厚生年金
保険が適用される。　
　雇用保険においては、適用事業に
雇用される労働者であれば、原則そ
の者又は事業主の意志の如何にか
かわらず、これを保護の対象としてい
る。
　日本国に在住する外国人について
も、外国公務員及び外国の失業補償
制度の適用を受けていることが立証さ
れた者を除き、国籍の如何を問わず
被保険者となる。

Ｃ Ⅰ

  外国人技能実習生を厚生年金保険の適用除外とする
ことはできない。
  外国人技能実習生も含めて、外国人の方に対して、
自国民と同じように社会保障制度を適用し、必要な保障
を行うことは、世界的な流れであり、厚生年金保険にお
いても、適用事業所に常時使用される労働者は、老齢、
障害、死亡時の本人又は遺族の生活保障の観点から、
国籍に係わらず被保険者としているところである。
  これらの方々に対しては、我が国に滞在中、障害や死
亡という保険事故が発生した場合には、厚生年金保険
から障害給付、遺族給付が行われる。滞在期間が短い
ことで老齢給付に結びつかない問題は、最終的には国
際年金通算協定の締結により解決すべきであるが、こ
のような解決が図られるまでの間の特例措置として、短
期滞在の外国人の方が帰国した場合に脱退一時金を
支給する仕組みを創設し、対応しているところである。
　また、技能実習生についても、受入先の倒産等により
離職した場合であって、他の受入先が見つかるまでの
間、失業状態にあることから、技能実習生の生活及び
雇用の安定、再就職の促進の観点から、雇用保険を適
用することが必要であるものと考える。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

・外国人技能実習生は、一応、受入企業と雇用関係を結ぶが、その滞在目的は単なる
「労働」ではなく、帰国を前提としながら「研修」を実践するいという立場である。
・貴省の回答では、厚生年金加入は障害給付や遺族給付のためとあるが、実習生個人
が保険等に加入するなど代替措置があれば十分であると考えられ、脱退時の一時金に
ついても、掛け金に比較してほとんど戻りがなく、そもそも適用除外であれば関係者の
煩雑な事務手続きは必要ないものと考える。
・雇用保険については、受入企業が倒産した場合は、その制度の目的からして研修生
は直ちに帰国すべきであり、労働者の失業・再就職という観点で説明するのは妥当でな
いと考える。
・よって、このような特殊な雇用関係である技能実習制度を考慮し、再検討をお願いし
たい。

C Ⅰ

（厚生年金保険について）
・外国人技能実習生は、技能実習を目的としつつも、企業等に雇用
され賃金の支払いを受ける者であり、労働法制上、一般の被用者と
の区別がないことから、厚生年金保険法の適用関係についても、他
の被用者と区別することはできない。
・代替措置があれば公的年金は不要であるとの御指摘については、
公的年金の役割を私的保険で代替することはできないと考えてお
り、この点について、国籍等による差別的な取扱いはできない。
・脱退一時金の額については、保険料納付額の２分の１相当額（本
人負担相当分）を基準とした額が支給されている。（具体的な水準は
被保険者期間の月数により異なる。）
（雇用保険について）
・「受入企業が倒産した場合には、その（技能実習）制度の目的から
して研修生は直ちに帰国すべきであり、」との提案主体の意見は事
実誤認。（なお、現実に、離職した技能実習生に対して雇用保険の
基本手当の支給がなされていることについて留意すべきである。） 
・このため、前回と同様の理由により提案は受け入れられない。

1267 1267040
雇用保険及び厚生年金の適用除
外枠の拡大

　技能実習生については、実習期間（特定活動）におけ
る雇用保険及び厚生年金保険の被保険者の適用除外と
する。

北九州市
北九州市国際物流特
区

090750

技能実習
移行対象
職種への
「光学機
能性フィ
ルム製造
業務」職
種の追加

技能実習制
度推進事業
運営基本方
針（平成５年
労働省公示）
Ⅰの５(1)、Ⅱ
の３、８(1)イ,
ロ,ハ

　基本方針等に基づき、研修生送出
国のニーズに合致する職種かつ対象
技能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基とする公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開発
促進法に基づく技能検定（５１職種）と
②（財）国際研修協力機構の認定する
評価制度の仕組み（１１職種）がある。

D-1 ー

○具体的な対象技能等を精査する必要があるが、既存の技能実習制度の対象職
種に該当する余地はある。
○受入企業が試験実施機関として評価の主体となる旨の代替措置については、受
入企業が自らの雇用方針に基づき評価を行う危険性等が払拭できず、 また受入企
業ごとに評価基準のばらつきが生じることとなり、研修成果の評価の客観性及び公
正性が確保できず、認められない。
○　「技能実習制度」は、国際貢献の観点から開発途上国等への効果的な技能等
の移転を図ることを目的とするものであり、一定期間の研修後、研修成果の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等の要件を満たした場合に、その後、雇用関係の
下で技術、技能等の熟練度を高める機会を与えることとする制度である。
　技能実習への移行には、研修成果の客観的かつ公正な評価を行う仕組みが必要
不可欠なことから、研修生送出国のニーズに合致する職種かつ対象技能等の公的
評価制度が整備されている職種を技能実習移行対象職種としているところである。
　「研修成果の評価」の基となる公的評価制度としては、①職業能力開発促進法に
基づく技能検定制度、②営利を目的としない機関における技能評価制度を（財）国
際研修協力機構（以下「JITCO」という）が一定の要件の下に認定するものの２種類
があり、①の技能検定にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②の方法で
対応している。
　②の評価制度の認定においては、当該技能について、公的に評価できるものであ
り、かつ、送出国のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及び階層性が確
保されていることを前提として、当該評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、
試験実施体制等を考慮し認定するものとしている。具体的には、
　ⅰ技能評価試験の実施主体について、
　　　・営利を目的としないこと
　　　・受入機関ではないこと
　　　・評価を適正に実施できる体制整備がなされていること
　ⅱ技能の評価試験について、
　　　・所管官庁等が定めた方法により実施されていること
　　　・受験者に所属の制限はないこと（員外利用制限のないこと）
等を勘案して行うことにより、研修成果の客観的かつ公正な評価を担保している。
　関係業界団体等において対象職種に関する評価試験制度を構築し、（財）国際研
修協力機構の認定を受けることで、研修成果の評価制度として認定されることとな
り、技能実習移行対象職種とすることが可能となる。

貴省回答に「具体的な対象技能
等を精査する必要があるが、既
存の技能実習制度の対象職種に
該当する余地はある。」とある
が、どの対象職種に該当するの
か、具体的に示されたい。また、
既存の対象職種に該当する場
合、提案主体のいう「光学機能性
フィルム製造業務」に係る外国人
技能実習生を受け入れることは
可能になると解してよいか、併せ
て示されたい。
また、仮に上記について明確に
該当すると言えない場合には、Ｄ
－１回答と認めることはできない
ので、新規産業分野では業界団
体設立は困難であり、関係業界
団体等において対象職種に関す
る評価試験制度が構築されるこ
とを待っていては、適時の受入を
行うことができなくなることから、
新規産業分野に限って、一定の
評価制度により技能実習移行対
象職種とすることはできないか、
再度検討のうえ回答されたい。

D-1 -

第１次回答の後、今回の要望にある「光学機能性フィルム製造業
務」に係る具体的な実習内容等について提案主体から回答を得た。
そして、研修成果等の評価を行うＪＩＴＣＯが当該実習内容について
検討した結果、ＪＩＴＣＯより既存の対象職種である「機械保全」に「包
含される」との判断があったところ。よって、当該提案に対しては、既
存の対象職種の枠組みで対応できるものである。

1060 1060010

「技能実習制度推進事業運営基
本方針」の「Ⅱ．各論　３．対象技
能等」（２）の項では「（１）の対象技
能等に係る公的評価制度につい
ては、(財)国際研修協力機構に設
置する技能評価の連絡調整に関
する会議において審議の上、同機
構が具体的に認定し、公表するも
のとする。」とされているが、当社
愛媛工場における光学機能性フィ
ルム製造業務については、当該業
務における個別事情を勘案し、地
域限定的に(財)国際研修協力機
構の認定を受けずに「技能実習制
度」へ移行することを可能にする。

中国において2004年7月に設立し、2005年8月より操業を
開始する住友化学全額出資子会社の光学機能性フィル
ム製品化工場における現地採用のプラントオペレーター
を住友化学愛媛工場内にある光学機能性フィルム工場
で３年間受入れ、技能実習を通じて、光学機能性フィル
ム工場のプラントオペレーションに必要な技能を習得さ
せ、それを部下のｵﾍﾟﾚｰﾀｰに指導できる監督者候補とし
て育成する。
　この技能実習を通じて次のような効果が期待できる。
①外国人オペレーターを実習生として受入れることによ
り、国際人材交流を図ることができる。
②現在、当社は、光学機能性フィルム事業において、激
化する国際競争に勝ち抜くため、製造拠点を海外へシフ
トしているが、この技能実習が可能となれば、愛媛工場
を先端技術開発・国際人材育成を行う開発センターとす
る生産体制を構築することができ、国内製造拠点の確保
により国内従業員(業務委託先である愛媛ケミカルテクノ
(株)従業員)の雇用確保、国内IT産業の存続・発展が期
待できる。

住友化学
株式会社
愛媛工場
愛媛ケミカ
ルテクノ株
式会社

外国人労働者育成およ
び光学機能性フィルム
産業発展構想

090760

　技能実
習生に対
する社会
保険・労
働保険
加入の一
部撤廃

国民年金法
第７条
厚生年金保
険法第９条
雇用保険法
第４条、第６
条

　公的年金制度においては、老齢、障
害、死亡時の本人又は遺族の生活保
障の観点から、国籍を問わず適用す
ることとしている。
国民年金は、国籍を問わず日本国内
に住所を有する者を被保険者としてお
り、また、厚生年金保険は国籍を問わ
ず適用事業所に常時使用される労働
者を被保険者としている。
外国人技能実習生は、一定期間の研
修期間を経た者が、雇用関係の下で
技能実習をするものであり、厚生年金
保険が適用される。
　雇用保険においては、適用事業に
雇用される労働者であれば、原則そ
の者又は事業主の意志の如何にか
かわらず、これを保護の対象としてい
る。
　日本国に在住する外国人について
も、外国公務員及び外国の失業補償
制度の適用を受けていることが立証さ
れた者を除き、国籍の如何を問わず
被保険者となる。

Ｃ Ｉ

  外国人技能実習生を厚生年金保険の適用除外とする
ことはできない。
外国人技能実習生も含めて、外国人の方に対して、自
国民と同じように社会保障制度を適用し、必要な保障を
行うことは、世界的な流れであり、厚生年金保険におい
ても、適用事業所に常時使用される労働者は、老齢、
障害、死亡時の本人又は遺族の生活保障の観点から、
国籍に係わらず被保険者としているところである。
  これらの方々に対しては、我が国に滞在中、障害や死
亡という保険事故が発生した場合には、厚生年金保険
から障害給付、遺族給付が行われる。滞在期間が短い
ことで老齢給付に結びつかない問題は、最終的には国
際年金通算協定の締結により解決すべきであるが、こ
のような解決が図られるまでの間の特例措置として、短
期滞在の外国人の方が帰国した場合に脱退一時金を
支給する仕組みを創設し、対応しているところである。
   我が国の健康保険制度は、就労実態に応じて、その
加入の有無が一律に決定されるべきものであって技能
実習生のみに対し、その例外を認めることは困難であ
る。
   また、技能実習生についても、受入先の倒産等により
離職した場合であって、他の受入先が見つかるまでの
間、失業状態にあることから、技能実習生の生活及び
雇用の安定、再就職の促進の観点から、雇用保険を適
用することが必要であるものと考える。

雇用保険については、技能
実習生の就労期間が短期
間であり、失業の可能性が
極めて低いことから、実習生
受け入れ企業が組合等に補
償金を預託した場合は雇用
保険加入を免除することが
できないか、再度検討のうえ
回答されたい。

C Ⅰ

・再検討要請中には、「技能実習生の就労期間が短期間であり、失
業の可能性が低い」とあるが、根拠不明。
・また、再検討要請の趣旨は外国人労働者に対して日本人労働者と
あえて異なった取扱いを行うという趣旨にもとれ、そのような要請は
そもそも受け入れられない。
・このため、前回と同様、提案は受け入れられない。

1195 1195010

　外国人技能実習生の就業期間
は２年間にもかかわらず、、日本
人従業員と同様に、社会保険や労
働保険の加入が義務づけられて
おり、事業主や実習生の負担が大
きいことから、労災保険には加入
するが、年金と雇用保険の加入は
撤廃し、医療保険については待遇
の一律化をはかるため国民健康
保険への加入に改める。

  （協）川口鋳物海研会は、厚生年金の遺族年金・障害
者年金に代えて技能実習生総合保険に加入し、補償一
時金により対応を図っている。
　雇用保険法の失業給付に対しては、組合は実習生受
け入れ企業から３０万円の補償金を預託して失業時に備
えている。
　労災保険には加入しているが、医療保険については、
実習生の待遇の一律化を図ることから国民健康保険の
加入としている。

埼玉県川
口市、
（協）川口
鋳物海研
会

外国人技能実習生に
対する社会保険等一部
適用除外構想
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０９　厚生労働省

管理コー
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措置の
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「措置
の分
類」の
見直し

「措置
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各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090770

外国人研
修生の技
能実習対
象職種等
の拡大

技能実習制
度推進事業
運営基本方
針（平成５年
労働省公示）
Ⅰの５(1)、Ⅱ
の３、８(1)イ,
ロ,ハ

　基本方針等に基づき、研修生送出
国のニーズに合致する職種かつ対象
技能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基とする公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開発
促進法に基づく技能検定（５１職種）と
②（財）国際研修協力機構の認定する
評価制度の仕組み（１１職種）がある。

C（一
部D-
1）

Ⅳ

○関係業界団体等において対象職種に関する評価試験制度を構築し、JITCOの認
定を受けることで、研修成果の評価制度として　認定されることとなり、技能実習移
行対象職種とすることが可能となる。
○受入企業及び民間機関が評価の主体となることに対しては、
　　①受入企業が自らの雇用方針に基づき評価を行う危険性等が払拭できないこ
と、
　　②受入企業及び民間機関ごとに評価基準のばらつきが生じること、
　となるため、研修成果の評価の客観性及び公正性が確保できず、認められない。
○　「技能実習制度」は、国際貢献の観点から開発途上国等への効果的な技能等
の移転を図ることを目的とするものであり、一定期間の研修後、研修成果の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等の要件を満たした場合に、その後、雇用関係の
下で技術、技能等の熟練度を高める機会を与えることとする制度である。
　技能実習への移行には、研修成果の客観的かつ公正な評価を行う仕組みが必要
不可欠なことから、研修生送出国のニーズに合致する職種かつ対象技能等の公的
評価制度が整備されている職種を技能実習移行対象職種としているところである。
　「研修成果の評価」の基となる公的評価制度としては、①職業能力開発促進法に
基づく技能検定制度、②営利を目的としない機関における技能評価制度を（財）国
際研修協力機構（以下「JITCO」という）が一定の要件の下に認定するものの２種類
があり、①の技能検定にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②の方法で
対応している。
　②の評価制度の認定においては、当該技能について、公的に評価できるものであ
り、かつ、送出国のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及び階層性が確
保されていることを前提として、当該評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、
試験実施体制等を考慮し認定するものとしている。具体的には、
　ⅰ技能評価試験の実施主体について、
　　　・営利を目的としないこと
　　　・受入機関ではないこと
　　　・評価を適正に実施できる体制整備がなされていること
　ⅱ技能の評価試験について、
　　　・所管官庁等が定めた方法により実施されていること
　　　・受験者に所属の制限はないこと（員外利用制限のないこと）
等を勘案して行うことにより、研修成果の客観的かつ公正な評価を担保している。
　 
   客観的かつ公正な一定水準の技能修得の確認は、雇用関係に移行した後の適
正な技能実習に不可欠であり、客観的かつ公正な一定水準の技能修得を担保する
上記評価制度によらず、技能実習へ移行させることは、技能実習制度の本来の目的
の効果的な技能移転が期待できなくなり、制度の目的を逸脱した単純労働力としての

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

・本市の提案は、研修職種が送出国のニーズに合致しているにもかかわらず、移行対
象となっていない職種について拡大するよう提案しているものである。
・法務省の同提案に対する回答では、評価制度を整備した団体若しくは関連性を有す
る業界団体で、(財)国際研修協力機構等の認定を受ければ移行対象職種の拡大は可
能となっている。
・業界団体も民間機関であるので、例えば、受入企業数社で組合などを作って移行職
種の評価制度を整備し(財)国際研修協力機構等の認定を受ければ、客観的かつ公正
な一定水準の研修成果の評価が可能と考えるがいかがなものか。

D-1 Ⅳ

第１次回答で示したとおり、研修生送出国のニーズがあり、関係業
界団体等（事業協同組合も含む）において対象職種に関する評価試
験制度を構築し、JITCOの認定を受けることにより、技能実習の対
象職種とすることは可能である。
ただし、評価試験の実施主体としてＪＩＴＣＯの認定を受けるために
は、研修成果の評価の客観性及び公正性を確保する観点から、当
該団体等が営利を目的としないこと、直接の研修生受入機関（団体
又は当該団体を構成する企業）ではないこと等、一定の要件を必要
としている。
従って、提案にあるように仮に受入企業数社で組合などを作って評
価制度を整備しても、ＪＩＴＣＯの認定を受けることは困難である。

1267 1267030
技能実習制度の認定機関や対象
職種（現行６２職種１１３作業）を拡
大する

　財団法人国際研修協力機構が実施（委託先の公的機
関を含む）する研修成果の評価に基づく認定だけでなく、
受入企業や他の民間機関の評価に基づく認定も技能実
習制度への移行を可能とする。

　また、現行制度で技能実習へ移行できる建設関係や機
械・金属関係分野の職種・作業も増やすとともに、その他
の分野の職種・作業も増やす。

北九州市
北九州市国際物流特
区

090780

障害者雇
用率の調
整方法等
の見直し

障害者の雇
用の促進等に
関する法律
（昭和３５年法
律第１２３号）
第４３条、第４
９条～第５１
条、第５３条
～第５６条

　障害者の雇用の促進等に関する法律（以
下「障害者雇用促進法」という。）は、障害者
が職業生活において自立することを促進す
るための措置を総合的に講じ、もって障害者
の職業の安定を図ることを目的とする法律
であり、この目的を達成するため、障害者の
雇用の促進等を図ることとしている。
　こうした考えの下、障害者雇用促進法にお
いては、雇用の場を直接管理する事業主に
身体障害者又は知的障害者の雇用義務を
課すとともに、身体障害者又は知的障害者
の雇用に伴う経済的負担の調整や身体障
害者又は知的障害者を雇用する事業主に
対する助成・援助により、経済的側面から事
業主の雇用義務の履行を求めるための障
害者雇用納付金制度を設けている。　
　障害者雇用納付金制度においては、常用
労働者が３００人を超える事業主であって、
障害者雇用率が未達成である企業から納付
金を徴収し、障害者雇用率達成企業に対し
て障害者雇用調整金・報奨金を支給するこ
ととしている。

Ｃ Ｉ

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）
においては、障害者の雇用を促進し、もって障害者の職業の安定を図るた
め、雇用の場を直接管理する事業主ごとに、身体障害者又は知的障害者
についての雇用義務を平等に課しているものであり、この課された義務を
数値化したものが、障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する障害
者雇用率である。
既に雇用されている障害者については、雇用先事業所の実雇用率（御要
望の中の「障害者雇用率」をいう。）に算入されており、当該障害者に対し
て業務の発注を行った場合に、障害者の雇用を支えているとの理由から
発注元企業の実雇用率にも算入することとすると、同一の障害者について
二重に障害者雇用を評価することになる。これは、障害者の雇用機会の確
保を念頭に設定されている障害者雇用率が、障害者への発注によっても
達成されることになり、結果として障害者の雇用が障害者への発注によっ
て代替されることを意味している。したがって、雇用の場を直接管理する事
業主ごとに、身体障害者又は知的障害者についての雇用義務を平等に課
している障害者雇用率制度の趣旨を没却するものであることから、御要望
のように障害者を多数雇用する事業所等への業務の発注を実雇用率にお
いて調整することは適当ではない。また、障害者による起業であるからと
いって、当該事業主について実雇用率において特別な取扱いをすること
は、合理性を欠くものである。
なお、雇用義務の履行を確保するための障害者雇用納付金制度について
も同様である。ただ、御要望の「エ　在宅就業障害者のうち一定の要件を
満たすもの」で挙げられている在宅就業障害者については、雇用形態を
とっていないことから、障害者雇用率に算入されておらず、納付金制度の
対象となっていないところである。これについては、障害者雇用問題研究
会報告書（平成１６年８月）において、多様な働き方の選択肢として、通勤
等移動に制約を抱え、あるいは健康上の理由等から企業での勤務に耐え
られない障害者について、その職業的自立に資するという観点から、企業
で雇用されずに在宅で就業する障害者に対して一定の発注を行った場
合、障害者雇用率には算定しないが、納付金の減額、障害者雇用調整金
及び報奨金の加算を行うことが考えられるとの御提言をいただいており、
現在労働政策審議会障害者雇用分科会において御検討いただいていると
ころである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

　今回の提案は、障害者自らが多様な職業生活を選択し、自立にたる収入を確保しうる
環境を整備することを目的としています。
　
　そのため「納付金の納付」について、その一部の負担形態を「障害者等への発注」に
替え、民間事業主の協力と平等な負担の下で障害者の就業と経済的自立の促進を図
ろうとするものです。

　また、同一障害者の二重評価の問題については、個々の事業主の義務・負担の履行
という点に着目し、外注について納付金の納付と同等以上に評価しようとするものであ
り、実質的には納付金等の調整を内容とし、雇用義務を事業主の義務の基本に据える
ことまで否定するものではありません。

　以上より、法の趣旨を没却するものではないと考えます。

C Ⅰ

　障害者の雇用の促進等に関する法律においては、障害者の雇用を促進し、もって障
害者の職業の安定を図ることを目的として、身体障害者又は知的障害者に対して一般
労働者と同等の雇用機会の確保を図ることとしており、具体的には、雇用の場を直接
管理する事業主ごとに、障害者雇用率に基づき身体障害者又は知的障害者について
の雇用義務を平等に課している。
　障害者雇用納付金制度は、各事業主の実雇用率（当該事業主の総労働者数に占め
る雇用障害者数の割合）を勘案して、納付金の納付、調整金・報奨金の支給を通じて、
身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を行うこと等により、障害
者雇用率に基づく事業主の雇用義務の実現を経済的側面から裏打ちするための制度
であり、障害者雇用率制度と表裏一体となった制度である。
　御要望にあるように、障害者雇用に関して、「「納付金の納付」について、その一部の
負担形態を「障害者等への発注」に替え、」「外注について納付金の納付と同等以上に
評価しようとする」ことを認めることは、障害者雇用納付金制度上、同一の障害者に関
して、雇用している事業主と、発注を行う事業主の両面で評価を行うことになり、結果と
して障害者雇用を二重に評価することになるとともに、障害者雇用納付金制度上、障害
者の雇用が障害者への発注によって代替されることを許容することになる。したがっ
て、障害者についても一般労働者と同等の雇用機会を確保するという障害者雇用率制
度及びその実現を経済的側面から裏打ちする障害者雇用納付金制度の趣旨を没却す
るものである。このため、御要望のように、障害者雇用に関して、「外注について納付金
の納付と同等以上に評価しようとする」ことを認めることは適当ではない。

1283 1283010

障害者や障害者を多数雇用する
事業所等への業務の発注等も間
接的に障害者の雇用を支えている
ことを考慮して、一般事業主から
のこうした業務の発注等について
も、その発注額の多寡に応じて、
その一定割合を障害者の雇用に
相当するものとみなして障害者雇
用率を調整することとする。当該調
整後の雇用率により、障害者雇用
納付金、障害者雇用調整金、報奨
金を取り扱うこととする。

以下の障害者等への発注を対象として障害者雇用率の
調整を行う。

ア　障害者を多数雇用する事業所（25％以上、かつ、５人
以上）
イ　福祉工場など福祉的就労施設のうち一定の要件を満
たすもの
ウ　障害者の起業に係る事業所のうち一定の要件を満た
すもの
エ　在宅就業している障害者のうち一定の要件を満たす
もの

上記の事業所への発注額が１８０万円を超えるごとに雇
用１人分相当として取り扱う。

①障害者雇用納付金については、発注額の３分の１に相
当する額を控除する。
②障害者雇用調整金及び報奨金については、発注額が
１８０万円を超えるごとに雇用１人分としてカウントして、
支給金額を調整する。

有限会社
ヒグチ、企
業組合
アップル工
房ウエダ、
企業組合
アップル工
房イイダ

自立に向けた障害者の
多様な職業生活の選
択を可能とする就業環
境の実現をめざす特区
構想

090790

ＮＰＯ法人
が人材派
遣業に参
入する際
の資産要
件の緩和

労働者派遣
法第７条第４
号、労働者派
遣事業関係
業務取扱要
領（平成１１年
１１月１７日付
け職発第８１
４号労働省職
業安定局長
通知）の許可
基準の４の(1)

一般労働者派遣事業の事業許可につ
いては、資産（繰延資産及び営業権を
除く。）の総額から負債の総額を控除
した額が１千万円に当該事業主が一
般労働者派遣事業を行うことを予定
する事業所の数を乗じた額以上であ
ること等の資産要件がある。

Ｃ Ⅳ

○一般労働者派遣事業は、派遣する期間に限
り派遣労働者を雇用するなど、特に派遣労働者
の雇用が安定せず、派遣労働者の保護に欠け
る事態等が生ずるおそれが大きいものである。
このため、事業の許可に当たっては、当該申請
者について、一般労働者派遣事業を的確かつ
安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織
的基礎等一定以上の事業遂行能力が存在する
ことを求めているところ。この資産要件を緩和し
た場合には、事業運営の基礎資金が不足する
などにより、事業計画の適切な遂行、適正な雇
用管理、必要な賃金支払い、十分な教育訓練
等がなされず、派遣労働者の保護に欠ける事
態が生ずるおそれがあり、この緩和は困難であ
る。

「一般労働者派遣事業を的
確かつ安定的に遂行するに
足りる財産的基礎」を「制度
の現状」に記載された額とし
ている理由を明確にされた
い。

Ｃ Ⅳ

○　本資産要件は、労働者派遣事業制度を創設した昭和61年度
に、事業計画の適切な遂行、適正な雇用管理、必要な賃金支払い、
十分な教育訓練等の確保を図る観点から、資産要件を一事業所当
たり700万円（派遣労働者一人当たり約31.1万円）としていたもので
あるが、平成８年度に、中央職業安定審議会の建議も踏まえて、昭
和61年度からの消費者物価指数の上昇（昭和61年度の1.14倍）及
び一事業所当たりの派遣労働者数の増加（昭和61年度の1.26倍）を
考慮し、資産要件を一事業所当たり1000万円（派遣労働者一人当た
り約35.3万円）としたもの。
○　平成１４年度の消費者物価指数（平成７年度とほぼ同じ）及び一
事業所当たりの派遣労働者数（平成７年度の1.67倍。約５０人）にか
んがみ、派遣労働者の１ヶ月平均賃金（約２０万円）を考慮すると、
現在の資産要件を引き下げることは適当でない。

1286 1286010

労働者派遣法第７条第１項第４号
における資産要件において、ＮＰＯ
法人が許認可申請する場合、行政
との協働事業をもって、資産要件
の緩和を求めるものである。ＮＰＯ
法人は、資本金を持つことができ
ないため、資産要件である１千万
円を持つことは、非常に難しいとい
える。しかし、実質的には派遣的
事業（請負）を行っているところは
多くある。現在有償ボランティアな
どのあり方も議論されているところ
であるが、むしろ介護保険での介
護事業者同様にＮＰＯ法人が公共
性の高い人材派遣業に参入する
ことは意義あるものと思われる。そ
のためには、資産要件の緩和を切
に願うものである。要件緩和に当
たっては、該当するＮＰＯ法人にお
ける要件が問題になってくるが、行
政との協働を積極的に進めている
ＮＰＯ法人やすでに派遣的事業
（請負）を行っていたり、キャリア教
育をおこなっていたり、就労支援を
ミッションにもっていらり、ＮＰＯ法
人に対する中間支援を行っている
ところが対象になると思われる。す
でに自前の事務所を持ち活動して
いる団体も多いのである。

現在移行されている電子認証、電子入札、電子税務申
告等電子化においては、ＩＴの遅れている小規模事業所
にとって、対応に苦慮し死活問題となっており、支援を求
められているのが現状である。新たな雇用受け皿として、
ＩＴ化に苦慮している小規模事業所における派遣が進む
ことは地域経済の活性化に寄与するものである。実際に
これらの事業を進めていくためには、多様な働き方を望
んでいる女性とシニアの活用がふさわしく、スキルアップ
等の教育を進めることにより市民のＩＴ化も促進される。
特に、母子家庭の就労支援を行っていくうえでは、ＩＴスキ
ルの向上は必須であり、就労トレーニングとしてもワーク
シェアリングなどの働き方が求められる。このように、取り
組みを促進していくことは、行政との協働が必須となる
が、今日求められている行政のアウトソーシングをも進め
るものでもあり、市民参加を促進するものである。
求職者におけるキャリアアップ支援，キャリアカウンセリ
ング、キャリアデザイン構築支援など、雇用のミスマッチ
の解消が図られ，子育てが一段落した後に再就職を希
望する女性や，雇用情勢が他の年代層に比べて極めて
厳しい状況にある中高年齢層の求職者を中心に雇用機
会が拡大し，就職者数の増加，ひいては地域経済の活
性化につなげていくことができる。

NPO法人
CCCNET、
東京都町
田市

NPO法人による多様な
働き方をすすめる人材
派遣特区

090800

士業者の
派遣の容
認（社会
保険労務
士の派遣
の容認）

社会保険労務

社会保険労務士又は社会保険労務
士法人でない者は、他人の求めに応
じ報酬を得て、社会保険労務士法第２
条第１項第１号から第２号までに掲げ
る事務を業として行ってはならない。

Ｃ Ⅰ

　派遣元は、派遣先への指揮命令権譲渡後も、
派遣労働者との間に雇用契約を結んでおり、当
該契約に基づく包括的指揮命令権限を派遣労
働者の行う社労士業務に及ぼし得るものであ
る。なお、包括的指揮命令とは、助言・指導の
ほか、例えば、派遣先の指定、変更及び派遣先
における社会保険労務士業務への従事などに
関する命令であり、派遣という形態をとる限り、
派遣元の包括的指揮命令が行われることとな
る。
　また、勤務社会保険労務士は、勤務する事業
主の指揮命令のもと、勤務する企業の社会保
険労務士業務に従事するものであるため、そも
そも、他人からの指揮命令が介在するものでは
ない。

貴省回答にある「社会保険
労務士業務への従事などに
関する命令」の具体的内容
及び「他人」の範囲について
示されたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

派遣元は、派遣社員に対し包括的指揮命令権を有するため、社労士派遣を認めると、
社会保険労務士でない派遣元企業が、他人の求めに応じて報酬を得て社労士業務を
行うのと同じこととなるため社労士法27条に違反し認められないというご回答です。しか
し、派遣元の有する指揮命令権は、貴省のご回答にもあるとおり「派遣先の指定、変更
及び派遣先における社会保険労務士業務への従事」等外形的な業務の従事方法に及
ぶにとどまり、具体的業務をどのように処理するかという内容面には及ばないと考えま
す。従って、社労士法27条違反にはなりえません。貴省のご回答は「包括的」という漠
然とした言葉を用いてこの点を曖昧にしています。派遣元の指揮命令権が、派遣社員
が派遣先企業で具体的業務をどのように処理するかという内容面にも及ぶとお考えな
のか否か、貴省の見解を明確にして頂きたいと考えます。

Ｃ Ⅰ

  派遣元の指揮命令権が、派遣社員が派遣先企業で具体的業務を
どのように処理するかという内容面に及ぶか否かにかかわらず、無
資格者である派遣元が、派遣先に社会保険労務士を派遣してサー
ビスを提供させ、当該派遣の対価を得る行為自体が、派遣元企業
の雇用契約に基づく包括的な指揮命令を行使して実質的に社会保
険労務士業務を取扱っていると評価されて、社会保険労務士法第２
７条に抵触するおそれがあるものである。また社会保険労務士法の
趣旨に照らすと、高い専門性・公平性が要求される労働社会保険諸
法令関係事務の適正な遂行に支障を来し、また社会保険労務士に
対する社会的信頼が失われることにより、ひいては事業主・労働者
に著しい不利益を生ずるおそれがあるものである。
なお、前回回答したところでいうところの「社会保険労務士業務への
従事などに関する命令」とは、派遣先企業において社会保険労務士
業務に従事せよ、という指示そのものを示すものであり、また、ここ
でいう「他人」とは、勤務社会保険労務士と勤務先事業主以外の全
ての者を示すものである。

1243 1243010
士業者の派遣業に関する計画（社
会保険労務士の派遣業に対する
計画）

士業者の能力を最大限に活用すべく、士業者の派遣を
認める。そのことにより、企業は季節的・時期的に発生す
る専門職業務を円滑に行え、かつ、顧問契約を行いにく
い中小企業にもリーガルサービスの裾野が広まります。

株式会社
東京リー
ガルマイン
ド

士業者派遣に関する規
制改革提案(社会保険
労務士の派遣業計画)
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０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090810

年次有給
休暇の時
間単位で
の付与の
容認

・労働基準法
第39条
・昭和２４年７
月７日付け基
収第１４２８
号、昭和６３
年３月１４日
付け基発第１
５０号
・平成７年７月
２７日付け基
監発第３３号

　雇入れの日から起算して6ヵ月継続
勤務し、全労働日の8割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割し
た10労働日の有給休暇を与えなけれ
ばならず、また1年6ヵ月以上継続勤務
した労働者に対しては継続勤務2年
6ヵ月まで継続勤務1年ごとに1日、3年
6ヵ月以後継続1年ごとに2日を加算し
た有給休暇（ただし、20日が限度）を
与えなければならない。

Ｃ Ⅰ

　労働基準法第39条に規定する年次有給休暇
は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力
の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活
実現にも資するという趣旨で規定されているこ
とから、１労働日単位の付与を原則としていると
ころである。半日単位での付与については、年
次有給休暇の取得促進にも資するものと考えら
れることから、労働者がその取得を希望して時
季を指定し、これに使用者が同意した場合で
あって、本来の年次有給休暇取得方法による
取得の阻害とならない範囲で適切に運用される
限りにおいて、認めているところであるが、時間
単位の付与については、年次有給休暇の本来
の趣旨に反するものであり、認めることはできな
い。
　なお、時間単位の年休について、労使が法定
外のものとして設けることは可能である。

提案主体は、「年次有給休
暇制度の利便性が高まって
取得が容易になることで、家
庭生活の充実や地域社会
活動への参加促進の一助と
なる」と指摘しており、これは
年次有給休暇制度の趣旨と
も合致すると考えられるこ
と、及び公務員の場合は年
次休暇を時間単位で取得す
ることを認めていることにか
んがみ、提案者の提案が特
区において実現できない
か、再度検討のうえ回答さ
れたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

　年次有給休暇の本来の趣旨については充分に理解しているが、提案理由でも述べた
ように現実的にはPTA活動、家族や自身の通院、町内会など地域活動等々に充てられ
ることも多く、仕事との両立を臨機応変に図るためにも時間毎の短い単位の取得で充
分な場面が少なくない。また現在、公務員のみ時間単位での付与が認められているこ
とについては合理的な理由を見出せるものではなく、法定外の年休なら時間単位も可
能との見解には、年休の平均取得日数８.５日、平均取得率47.４％（貴省平成16年就労
条件総合調査）という状況下で法定外年休の創設は現実的とは言い難い。現状に即し
た弾力的な運用という観点から再度の検討をお願いしたい。

Ｃ Ⅰ

　年次有給休暇は本来一定の季節ないしこれに相当する期間中にまとまった日数の休
暇を取ることを制度として想定したものであり、その趣旨にかんがみれば本来連続して
取得するべきものであるところを我が国の現状等を考慮して１日単位に分割することを
認めたものであり、さらに時間単位での取得まで認めることは、年次有給休暇の趣旨に
著しく反するものである。
　また、労働基準法の年次有給休暇は労働者の一方的な時季指定によって年次有給
休暇が成立するものであるため、仮に時間単位での取得を認めると、時季指定が始業
時刻の直前になされた場合には、使用者の時季変更権行使が事実上制約され、業務
の遂行に支障を与える事態が回避できなくなるおそれがあること、時間単位での取得
は一般的には休暇の直前に時季指定がなされることが多いと考えられるが、それに対
する使用者の時季変更権の行使について実態的にトラブルが増加するおそれがあるこ
となどからも、時間単位の付与を認めることは適切でない。
  なお、非現業の国家公務員の年次休暇は公務の能率的運営を国民に対して保障す
るという観点から、その成立要件として各省各庁の長の時期についての承認が必要で
あるのに対して、労働基準法に規定する年次有給休暇の法的性格は一般に形成権と
され、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定し
て時季指定したときは、使用者が正当な時季変更権の行使をしない限り、労働者の当
該指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するも
のである。また、非現業の国家公務員の年次休暇は、全労働日の８割以上出勤という
要件がなく、付与日数が一律２０日とされ、勤務年数に応じて増加するものではないな
ど労働基準法に定める年次有給休暇とは要件等も異なっている。このように、両制度
はその法的性格、要件などを異にする面もあり、これらを同一に論じることはできない。
  したがって、年次有給休暇の時間単位での付与を認めることは困難である。

1011 1011010

１日若しくは半日単位での付与が
定められている民間事業所の年次
有給休暇制度について、１時間単
位での付与を認める。

　年次有給休暇制度の利便性が高まって取得が容易に
なることで、家庭生活の充実や地域社会活動への参加
促進の一助となり、活力ある豊かな地域社会の創造につ
ながる。また、労働者が職業生活以外の部分でも積極的
に活動できることで職場においてもメリハリのある勤務態
度が醸成され労働生産性の向上が期待でき、企業も従
業員の地域活動参加の促進という観点から豊かな地域
社会の形成へ貢献するものであって、労使双方にとり有
意義である。

長野県諏
訪郡下諏
訪町

働きやすい環境づくり
特区

090820

　給与・賃
金等の支
給につい
て、「通
貨」払を
規定して
いる現行
法（「労働
基準法第
24条第1
項」及び
「地方公
務員法第
25条第2
項」）の適
用基準の
緩和

・労働基準法
第２４条第１
項
・労働基準法
施行規則第７
条の２
・平成１０年９
月１０日付け
基発第５３０
号、平成１３
年２月２日付
け基発第５４
号

　労働基準法第２４条においては「通
貨払」が原則とされているが、賃金の
口座振込については、労働基準法施
行規則第７条の２により、使用者は、
労働者の同意を得た場合には、当該
労働者が指定する銀行その他の金融
機関に対する当該労働者の預金又は
貯金への振込みの方法によることが
できる。

Ｅ ―

　地方公務員については、地方公務員法第５８
条第３項によって、労働基準法第２４条第１項
が適用除外とされているので、本要望にかかる
規制については、専ら地方公務員法の問題で
ある。

1052 1052010

　総務省通達昭和50年4月8日自
治給第25号中「給与の口座振込
は、職員の意思に基づいているも
のであること」、及び厚生労働省通
達昭和50年2月25日基発第112号
中の「口座振込みは、書面による
個々の労働者の申出又は同意に
より開始し」を削除して取扱うこと
ができるものとする。

　職員からの申出の有無にかかわらず、全職員の給与・
賃金等の支払事務は、職員本人名義の預貯金口座に振
り込むことだけで完了することになり、事務負担の軽減が
図られる。

佐賀市
電子自治体構築のた
めの職員給与等の支
払い効率化特区

090830

　市町村
による障
害のある
方の最低
賃金法の
適用除外
許可

・最低賃金法
第８条
・最低賃金法
施行規則第５
条

　最低賃金制は原則として事業場で
働くすべての労働者とその使用者に
適用されるが、一般の労働者と労働
能力などが異なるため最低賃金を一
律に適用すると、かえって雇用機会を
狭める可能性がある以下の労働者に
ついては、使用者が都道府県労働局
長の許可を受けることを条件として個
別に最低賃金の適用が除外される。
　①精神又は身体の障害により著しく
労働能力の低い者
　②試の使用期間中の者
　③職業能力開発促進法に基づく認
定職業訓練を受ける者のうち一定の
者　
　④所定労働の特に短い者
　⑤軽易な業務に従事する者
　⑥断続的労働に従事する者

Ｃ Ⅰ

　最低賃金法は、第一義的には、憲法に規定する健康で文
化的な生活を営むため、低賃金労働者に賃金の最低額を保
障し、その労働条件の向上を図ることを目的としており、最低
賃金法の適用除外を行うに際しては、対象を限定して都道府
県労働局長の許可を条件に厳格に対応しているところであ
る。
　よって、単に使用者側の労働コストがかかりすぎるという理
由や、雇用促進などのメリットが得られるといった理由のみ
で、許可基準を緩和することや、事務の簡便性のために許可
権限を移譲するようなことは最低賃金法の目的からいっても
許されるものではない。
　とりわけ、許可基準に関して、障害者団体から最低賃金の
適用除外についての廃止の要望すら出ている実情をかんが
みると、現状よりも緩和すべきではない。
　実際の適用除外の許可を行う場合、都道府県労働局長
は、適用除外の対象となる労働者の労働能力等を勘案し、
支払賃金額の下限を定めた上で、適用除外を許可している
ところであり、その判断に際しては、使用者に適用除外事由
に該当する事実をできる限り具体的かつ客観的に明らかにさ
せ、許可申請内容の事実確認を行うに当たっては実地調査
を行うなどして、適用除外の対象となる労働者の労働の実態
を十分に把握するとともに、必要に応じ、同僚労働者、家族
等の関係者からも意見を聴取する等慎重の上に慎重を重ね
ているところである。
　このため、適用除外の許可に当たっては、労働能力等に係
る専門的な知識や広範な視野に基づいて斉一的に判断する
必要があり、最低賃金法の履行確保に責任を有する都道府
県労働局長の判断により適切に取り扱う必要があることか
ら、地方自治体においてこれを実施することは不可能であ
る。

一定期間（１年程度）に限
り、市が責任をもって最低賃
金法の適用除外許可を行う
ことも認められないのか。認
められないとすれば、その
理由を明らかにされたい。

Ｃ Ⅰ

　最低賃金法第８条の適用除外の許可に当たっては、労働能力等
に係る専門的な知識や広範な視野に基づいて斉一的に判断する必
要があり、最低賃金法の履行確保に責任を有する都道府県労働局
長の判断により適切に取り扱う必要があることから、地方自治体が
最低賃金法の適用除外許可を行うことは認められない。これは、た
とえ一定期間に限った場合でも同様である。

1265 1265010

　最低賃金法第８条において都道
府県労働局長の許可が必要とさ
れている精神又は身体の障害に
より著しく労働能力の低い者の最
低賃金の適用除外について、一定
期間（一年程度）に限り市の判断
で許可できることとするものです。

　障害のある方の障害の程度や特性について調査する
とともに、仕事内容について事業者と調整を図り、仕事内
容に見合うと判断できる場合は、一定期間（一年程度）に
限り市が最低賃金適用除外の許可を行うことで、障害者
就労機会の拡大を図ります。この一定期間経過後、引き
続き仕事を続けられると考えられる場合は、現行制度に
基づき、都道府県労働局長に最低賃金の適用除外許可
申請を行って雇用契約を締結します。

埼玉県新
座市

障がい者いきいきワー
キング特区

090840

相乗り通
勤時の災
害を通勤
災害とし
て、労働
者災害補
償保険の
適用対象
とする。

労働者災害補償
　労働者が通勤を行うに際して被った
災害について，療養補償給付や休業
補償給付等の保険給付を行う制度。

D-1 ―

　特区提案にあたり，相乗り通勤については通
勤災害として認められないことを前提としている
と考えられるが，相乗り通勤であっても，通勤災
害の要件（労働者が、就業に関し、住居と就業
の場所との間を、合理的な経路及び方法により
往復し、業務の性質を有しないこと。）を満たせ
ば保険給付を受けることができるものである。
　なお，経路は合理的なものであれば複数あっ
ても通勤経路として認められるものである。

「合理的な通勤経路」である
かどうかを判断する具体的
基準を明らかにされたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

通勤経路が合理的であれば経路が複数あっても通勤経路として認められるとの見解だ
が、通常、通勤経路の合理性の判断は、通勤距離の長短により行われ、、最短経路を
合理的と判断している。当方で考えている相乗りは、通勤者が最短経路を逸れて遠回
りし、複数人の相乗者を拾うようなことを想定している。この場合も、合理的と判断して
よいか、合理的と判断できる例示を含めご教示願いたい。

D-1 -

　「合理的な経路」とは、当該労働者が住居と就業の場所との間を往
復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路をいう
ものであるが、特段の合理的な理由があると認められる場合には、
遠回りとなるような経路であっても「合理的な経路」として認められる
こととなる。したがって、御要望の「通勤者が最短経路を逸れて遠回
りし、複数人の相乗者を拾うような」相乗り通勤の場合であっても、
合理的な経路の判断については前記と同様な観点から判断するこ
ととなるため、個々の事案ごとに判断することとなる。
  なお、過去の事例については、マイカー通勤の共稼ぎの労働者
が、自分の勤務する事業所の前を過ぎ、４５０メートルほど離れた同
一方向にある妻の勤務先で妻を下車させ、自分の勤務する事務所
の方へ戻る途中の災害については、合理的な経路上の災害と認め
られたものがある。

1088 1088010

地球温暖化効果ガスの削減には
CO2発生量の多いマイカー通勤を
相乗りにより行い、削減することが
効果的だが、相乗り時に労災適用
とならないため、相乗り通勤推進
の支障となっている。このため、相
乗り通勤時の災害を通勤災害とし
て労働者災害補償保険の適用と
する。

地球温暖化効果ガスの削減にはCO2発生量の多いマイ
カー通勤を相乗りにより行い、削減することが効果的だ
が、相乗り時に労災適用とならないため、相乗り通勤推
進の支障となっている。このため、現在１ルートとなって
いる通勤ルートについて数ルートの記載を可能とし、相
乗り通勤時の災害を通勤災害として労働者災害補償保
険の適用とできるようにする。

長野県    
長野県地
球温暖化
防止活動
推進セン
ター

相乗り通勤特区

22／23



０９　厚生労働省

管理コー
ド

規制の
特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称

090850

第一種圧
力容器の
検査方法
の変更（８
年ごとの
開放検
査、４年
連続運転
後の代替
検査の実
施）

・労働安全衛
生法第４１条
第２項
・ボイラー及
び圧力容器安
全規則第７５
条
・平成１４年３
月２９日付け
基発第０３２９
０１８号による
ボイラー等の
連続運転に係
る認定制度に
ついて

　ボイラー、第一種圧力容器（以下「ボイラー
等」という。）は、安全を確認するため、登録
性能検査機関による性能検査を原則として
年１回受けなければならないが、所轄労働
基準監督署長から認定を受けたボイラー等
については、開放検査の周期を最大４年ま
で延長できる。
　また、特区911-1「ボイラー及び第一種圧
力容器における開放検査周期の延長事業」
において、ボイラー等の開放検査の周期に
ついて、最長４年に１度としているものを、連
続運転の実績のある事業場が更に延長する
ことについて、地方公共団体が内閣総理大
臣に構造改革特別区域計画の認定を申請
する際に、当該地方公共団体からその安全
性を実証するデータ等の提供を受け、当該
内容について厚生労働大臣が専門家等の
意見聴取を行うことなどにより、ボイラー等
に係る検査周期の延長措置が現行の連続
運転に係る規定で担保される安全性と同等
の安全性が確保されるものとして認定に同
意した場合には、当該特区内に設置される
ボイラー等の性能検査の開放検査の最長の
周期については、延長できる。

Ｃ Ⅳ

　第一種圧力容器は、内部に高いエネルギーを有し、内容物
による腐食等の経年損傷があることから、構造上の要件を具
備せず又は適切な管理が行われない場合には、構造部分の
破裂により、設置事業場のみならず、隣接する工場等への二
次災害等大規模な災害を誘因するおそれの高いものであ
る。
　また、第一種圧力容器は、蒸気若しくは熱媒又は大気圧に
おける沸点を超える温度の液体を内部に保有することから、
使用期間が長くなればなるほど腐食等による減肉が発生す
るものであり、この点は、高圧ガス保安法の適用容器のう
ち、内容物のガスが腐食その他の材質劣化を生じるおそれ
のないものとして区分されるものとは異なるものである。
　さらに、第一種圧力容器は、長期の連続運転を行うほど破
裂等の危険性が高まるとともに、余寿命予測の信頼性も低
下することから、４年連続運転後の開放検査においては、全
面的な腐食、摩耗のみならず、局部的な腐食等も確認するた
め、外面からの定点による肉厚測定のみによることなく、容
器の内面から目視により実際の腐食等の状況を把握するこ
とが必要であり、また、自動制御装置等の機能の信頼性の
確認を行うなど、これらの確認をもって連続運転を継続する
ことができるか否かの判断を行っているところである。また、
余寿命の評価については、現に４年連続運転を実施している
ボイラーについても、連続運転実施中に余寿命の評価等が
十分ではなかったため、破裂事故が発生した事例もあり、現
行以上の長い期間における開放検査によらない余寿命評価
の信頼性、安全性が実証されておらず、その導入が困難で
ある。

特例911-1では、「現行では
最長4年に1度としている開
放検査を、特区においては
安全性が確認できれば、開
放検査の周期を延長でき
る」としているが、提案者の
想定する８年毎の開放検査
を実現するためにはどのよ
うな安全性確認を行うべき
か明らかにされたい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい。

腐食等の経年損傷については、内容物が腐食性ガスであるか等、個々の第一種圧力
容器によって異なり、高圧ガス施設に比べ第一種圧力容器が腐食等の可能性が一概
に高いとはいえない。海外の例では、第一種圧力容器に相当する機器について、英
国、イタリアなどが８年以上の開放検査周期を認めている。なお、自動制御装置等の機
能は、代替措置（４年連続運転後の検査）の中で確認可能であり、個々の機器の安全
性は、専門家の意見を聞き、県が個別に安全性を審査することで確保できると考える。
本県提案は第一種圧力容器に関するものであり、ボイラーの事故例により開放検査周
期の延長を認めないとする理由は適当ではない。

Ｃ Ⅳ

　第一種圧力容器は、長期の連続運転を行うほど破裂等の危険性が高まるとともに、
余寿命予測の信頼性も低下することから、４年連続運転後の開放検査においては、全
面的な腐食、摩耗のみならず、局部的な腐食等も確認するため、外面からの定点によ
る肉厚測定のみによることなく、容器の内面から目視により実際の腐食等の状況を把
握することが必要であり、また、自動制御装置等の機能の信頼性の確認を行うなど、こ
れらの確認をもって連続運転を継続することができるか否かの信頼性・安全性の判断
を行うことで、第一種圧力容器の安全性を担保しているところである。御要望の４年連
続運転実施後の開放検査時に代わる代替措置及び８年ごとの開放検査については、
その余寿命の評価について、現行以上の長い期間における開放検査によらない余寿
命評価の信頼性、安全性が実証されていないこと、本提案に該当する可能性の高い具
体的事例の客観的データ　（局部腐食等の問題もあり、特に８年間もの長期にわたり開
放検査を行わないのは、安全確認に問題がある。）、第一種圧力容器が将来的にどの
程度の期間、使用に耐えられるかを判断するための理論的裏付け及び客観的データ
による信頼性・安全性が実証されていないため、御要望にお応えすることはできない。　
なお、特区９１１－１による提案者の想定する８年毎の開放検査（提案者の想定してい
るのは、連続運転の周期を８年にすることではなく、４年連続運転実施後の開放検査時
に代わる代替措置及び８年ごとの開放検査であるが、仮に連続運転の周期を８年にす
ることを要望していると仮定した場合）を実施するための安全性の確認については、
１　当該第一圧力容器の仕様（構造、材料等）
２  開放検査の周期の延長が可能であると判断できる当該ボイラー等の機能維持状態
に関する実証実験データや文献
３　具体的な開放検査の周期
が必要である。

1203 1203010

第一種圧力容器は、現行では最
長４年の連続運転後の性能検査
において開放検査が義務付けられ
ている。高圧ガス施設の安全管理
との一元化によりプラント全体の
生産効率の向上を図るため、４年
連続運転の認定・実績のある事業
場にあっては、第一種圧力容器を
４年連続運転を実施した後停止
し、開放検査に代わる代替措置
(検査）を行うことにより、第一種圧
力容器の安全性が確認されたも
のに限り、更に４年連続運転を実
施し、開放検査は通算８年ごとに
実施するよう検査方法を変更す
る。

４年連続運転の認定を取得し、開放検査の実績のある
第一種圧力容器について、４年連続運転後に運転を停
止した上で、安全弁、緊急遮断弁、インターロックの作動
試験等を実施し、現行の連続運転に係る規定で担保さ
れる安全性と同等以上の安全性が確保されているもの
について、更に４年連続運転を行い、通算８年ごとに開
放検査を実施する。
開放検査周期を８年とすることにより、結果として、高圧
ガス保安法で定める開放検査周期と一元化され、事業
場の生産性の向上及び第一種圧力容器の保全費抑制
が図られ、国際競争力向上に寄与するものと考えられ
る。

千葉県
京葉臨海コンビナート
活性化特区
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コンビ
ナートの
装置運転
業務にお
ける派遣
期間の撤
廃

労働者派遣
法第４０条の
２及び附則第
５項、労働者
派遣法施行
令第４条

○平成１６年３月から、物の製造業務
の労働者派遣事業の実施が可能と
なったところ。
○物の製造業務の労働者派遣に係る
派遣受入期間の制限については、平
成１９年２月末までは１年、平成１９年
３月からは３年とされている。

Ｃ Ⅱ

○労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、安
定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前提とした雇
用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使関係等
我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあること
等から、あくまでも「臨時的・一時的」な労働力需給調整
システムとされており、こうした考え方から、派遣受入期
間についても制限が設けられているところ。この派遣受
入期間の制限の対象外とする業務は、あくまでも「当該
業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間
にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定
に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認めら
れるものであること」を要するものであり（労働者派遣法
第４０条の２）、派遣受入期間の制限の対象外業務とす
るか否かの判断は、当該業務の技能習熟期間、国際競
争力等の観点からするものではなく、あくまでも当該業
務に従事する常用労働者の雇用の安定に及ぼす影響
等の見地から判断されるべきものである。

○物の製造業務への労働者派遣事業については、本
年３月から可能としたところであるが、我が国の労働者
雇用に及ぼす影響が特に大きいものであること等から、
平成１９年２月末までは、激変緩和措置を設け、派遣受
入期間の制限を１年としているところであり、こうした物
の製造業務に係る労働者派遣の状況等も踏まえると、
御提案のような派遣受入期間の制限の撤廃は、困難で
ある。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討のうえ回
答されたい。

派遣期間の撤廃により、常用労働者の雇用安定に影響を及ぼす恐れがある点につい
ては、常用労働者により組織する組合等に説明する機会を設け、同意を条件に「可能」
とする規定を設ければ問題はないと考えます。現法規においても、組合に意見を聞く規
定(法４０条の２・４項)があり、法制上も可能ではないかと考えます。また、本県提案の
趣旨は、本業務の特殊性ゆえ、技能習得に長期間を費やし、派遣期間が３年となって
も派遣が事実上困難な点にあります。雇用形態の多様性を確保するためにも、業務の
特殊性に応じた運用の見直しが必要と考えます。

Ｃ Ⅱ

○　労働者派遣事業は、必要な労働力を簡易・迅速に確保できる労働力需給調整シス
テムであることから、その利用の仕方によっては、労働者の安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使関係等
我が国の雇用慣行の全般に対して悪影響を及ぼすおそれがあるもの。このため、労働
者派遣事業は、「臨時的・一時的な労働力需給調整システム」として位置づけるべきも
のとされており、こうした考え方から、労働政策審議会においても「派遣期間の一定の
限定は、いわゆる長期雇用慣行の我が国における位置付けを踏まえると、今回の見直
しにおいては、引き続き維持することが適当」と建議され、労働者派遣を活用する場合
の共通のルールとして、派遣受入期間の上限が設けられているものである。
○　このように、派遣受入期間の制限は、もっぱら労働者派遣事業の内在する我が国
雇用慣行全般に及ぼす影響等を防止する観点から設けられているものであり、個々の
事業所での常用代替の防止を図る観点のみから設けられているものではない。こうし
た派遣受入期間制限の趣旨等や、公労使の関係者の合意も踏まえると、御提案のよう
に、「常用労働者により組織する組合等に説明する機会を設け、同意を条件に『可能』
とする」ことは困難である。
○　なお、御指摘の労働者派遣法第４０条の２第４項の規定による労働組合等からの
意見聴取は、労働者派遣事業がこうした「臨時的・一時的な労働力需給調整システム」
であること（派遣受入期間が最大３年であること）を前提とした上で、派遣受入期間が１
年を超える場合に限り、個別事業所ごとに当該臨時的・一時的と考えられる期間等に
ついて労働組合等から意見を聴くことを主な目的としたものであり、御提案の意見聴取
とは、その趣旨・内容等が異なるものである。

1203 1203020

コンビナート事業所における石油
精製及び石油化学工業の装置運
転業務の派遣期間の制限を撤廃
することにより、安全管理が徹底
し、かつコンビナート企業の競争力
向上に資するアウトソーシングを
可能とする。

コンビナート事業所において、安全管理の徹底を図り、合
わせて企業の競争力を向上させるため、労働者派遣法
令を石油精製及び石油化学工業の装置運転業務の派
遣期間の制限を撤廃する。

（効果）
(1) 請負契約の場合と異なり、派遣事業では派遣先の指
揮命令に服するため、安全管理を徹底できる。
(2) 装置運転員に係る技能の継承が問題視されている昨
今の状況を踏まえ、長期の習熟期間を確保できる。
(3) 雇用の多様化を図ることにより、企業の固定費負担を
低下させ、国際競争力の向上に繋げる。

千葉県
京葉臨海コンビナート
活性化特区

090870

現行の財
務諸表の
記載事項
の変更・
その実効
性を担保
するため
の新たな
資格制度
の創設

― ― Ｅ ―

企業会計の基準の設定その他企業の財務に関
すること及び公認会計士及び監査法人に関す
ることについて、まずは所管している金融庁の
政策判断により決せられることが適当と考え
る。

1038 1038010

法定の財務諸表の注記項目に従
業員および労働関係の状況の記
載を法定化する。たとえば労働災
害の発生数とそれに伴う補償額や
引当金繰入額、災害防止費用
額、、障害者雇用数とそれに伴う
報奨金額または納付金額、離職
率、従業員の年齢構成、定年年
齢、派遣労働者及び業務請負業
者の利用状況。ストックオプション
の付与の有無など。加えて証券取
引法監査・商法特例法監査などの
対象となっていた企業の範囲を拡
大する。すなわち従業員数に基づ
いた適用規模の要件を加え、医療
法人、社会福祉法人（たとえば従
業員数１００名以上の法人・企業を
対象とするなど）なども一元的な会
計ルールにおける財務諸表の開
示対象法人とする。

　財務諸表の監査は主に会計監査であるが、業務監査と
して労働関係の状況を記載を法定化する。そのために監
査法人に社会保険労務士の資格を持ったもののうち、一
定の試験に合格した者の参画を義務付ける。このように
してはじめて、監査法人としても労働関係に関する事項
についても無限定適正意見などの意見が表明できると考
える。なお外部の専門家としての社会保険労務士を監査
法人が利用するという形態では一元的な財務諸表の監
査ではないため不適当である。独立の経済主体同士が
協力するような監査形態では、相手の専門能力の判定な
どに時間と費用の追加的な負担が要求されることも指摘
できる。また専門家にとっても責任の分担となり、不測の
損害をこうむる可能性がある。

　佐藤一
郎

財務諸表による情報開
示の充実、開示対象法
人の拡大及びあらなた
専門資格の創設

090880

農村地域
工業等導
入促進法
における
農村地域
要件の緩
和

農村地域工
業等導入促
進法（昭和46
年法律第112
号）第２条第１
項
農村地域工
業等導入促
進法施行令
（昭和46年政
令第280号）
第１条から第
３条
農村地域工
業等導入促
進法の運用に
ついて（昭和
63年8月18日
付け63構改B
第855号、63
立局第862
号、職発第
462号、貨経
第38号　農林
水産省構造

農村地域工業等導入促進法第2条及
び同施行令第1条から第3条に規定す
る農村地域は、人口要件等の基準に
より、線引きを行っている。
しかしながら、「農村地域工業等導入
促進法の運用について」第１の規定に
より、市町村合併等により農村地域工
業等導入実施計画の樹立後農村地
域の要件を満たさなくなったとしても、
その実施計画は有効なものであると
解されている。

D-1 -

当市は既に農村地域工業等導入実施計画を策
定済みであることや、「農村地域工業等導入促
進法の運用について」第１の規定により、市町
村合併等により農村地域工業等導入実施計画
の樹立後農村地域の要件を満たさなくなったと
しても、その実施計画は有効なものであると解
されていることから、ご要望の「人口要件等の
緩和、若しくは経過的措置」は不要である。

貴省から「その実施計画は
有効なものであると解されて
いること」との回答である
が、この根拠を示されたい。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討の
うえ回答されたい

　貴職の回答によりますと、第２期工事計画区域はすでに農村地域工業等導入実施計
画がすでに策定済みの区域と判断され、今回の人口要件の緩和若しくは経過的措置
は不要であるとの回答になっているものと解釈致しました。　現在計画の第二期区域に
ついては、現実施計画区域外に隣接する実施計画未策定の区域であり、事業化にあた
り、現実施計画区域の拡大を目指すものであります。
　「農村地域工業等導入促進法の運用について」第１の規定についても県に確認したと
ころ、市町村合併後の現実施計画の拡大は認められないと確認しておりますので再提
案するものです。
本計画は自主財源確保施策であり、雇用創出・地域経済の活性化を図るものでありま
す。何卒今一度ご検討をお願い致します。

D-1 -

　「農村地域工業等導入促進法の運用について」（昭和63年8月18
日付け63構改B第855号、63立局第862号、職発第462号、貨経第38
号　農林水産省構造改善局長、通商産業省立地公害局長、労働省
職業安定局長、運輸省貨物流通局長通知）第１の規定では、「法の
対象となる農村地域は、法第２条第１項の規定及び農村地域工業
等導入促進法施行令（昭和４６年政令第２８０号。以下「令」という。）
第１条から第３条までの規定により定められている。これらの規定に
より定められている要件は、農村地域工業等導入実施計画（以下
「実施計画」という。）を樹立する時点で満たされていなければならな
いが、実施計画の樹立後これらの要件を満たさなくなったとしても、
その実施計画は有効なものであると解する。」とされている。
　このため、市町村合併が行われる予定である平成17年４月1日ま
でに、新エコポリス第二期区域を工業等導入地区とする現行実施計
画の変更手続きを行えば、当該実施計画は合併後も引き続き有効
なものとなることから、早急に現行実施計画の変更手続きを行って
いただきたい。

1170 1170010

　掛川市における新エコポリス工
業団地は、農村地域工業等導入
促進法に基づく農工計画を平成12
年度に策定し、掛川市全額出資の
公益法人を事業主体として実施
し、現在までに１期工事に概ね目
処がつき、17年度より２期工事に
着手したいと考えておりますが、平
成17年４月の市町村合併により当
市の人口は８万人から11万人にな
り、当該法令において農村地域と
しての要件（人口10万人以下、人
口増加率全国平均以下、第２次産
業就業者比率全国平均以下）を満
たさなくなります。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本
計画は、当市が国からの自立を目
的とした自主財源確保施策のひと
つであり、また工業団地計画を推
進することによる新たな雇用の創
出と地域経済の活性化を図るもの
でもあるため、当該法令における
農村地域要件（人口、人口増加率
または第２次産業就業者比率）に
対し、市町村合併による新市人口
認定要件の緩和若しくは経過的措
置について提案するものです。

新エコポリス第２期工事推進計画（概要）　　　　　　　　事 
業 名　　新エコポリス第２期工事　　　　　　　　　事業主体
　掛川市開発公社　　　　　　　　　　事業規模　　19.5ha 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業期間　　平成17年度
～平成22年度

静岡県掛
川市

農村工業早期着手特
区

23／23


